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はじめに

　コミュニケーション学科における初年次教育の取り

組みについては、本学の2011年度、2012年度FDフォー

ラムにおいて報告をしてきた（石川，2012）。2013年

度は、「教員・学生間」および「学生間のコミュニケー

ション」を重視しつつ、スピーチ、レポートの書き方

といったアカデミック・スキルの習得を目指し、グ

ループワーク学習を多く取り入れた。アクティブ・

ラーニング型の授業を展開したと言えよう。

　その一方で、佐々木（2004）が指摘する「学生参加

型授業への苦手意識」をもつ学生への対応をどうする

かといった問題も存在する。個人的な経験でも、質問

や問いかけをしても反応が鈍いと感じられる学生や、

グループワークが苦手あるいは集団での活動より個人

での学習を好む学生がいるため、対応に苦慮したりす

ることもある。

　本研究では、初年次教育科目「学びの技法Ⅰ・Ⅱ」

を事例として、教育コミュニケーションの観点から、

学生間のコミュニケーションと、アクティブ・ラーニ

ング型授業への評価との間に、どのような関連がある

のかを探索的に明らかにし、当該授業の今後の課題を

検討する端緒としたい。

１．研究の背景

１．１．教育とコミュニケーション

　教育、あるいは学習・教授過程は、コミュニケー

ション過程として捉えられる。古くはデューイ（1975）

が、「社会生活がコミュニケーションと同じことを意

味するばかりでなく、あらゆるコミュニケーション

（したがって、あらゆる真正の社会生活）は教育的で
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ある（p.17）」、さらには「教育は、まず第一にコミュ

ニケーションによる伝達にある（p.24）」とし、教育

とコミュニケーションとの関連について論じている。

　町田（2002）は、デール（1957）の「教育とは伝達

することや経験の共有を巧みに展開することであり、

人間相互の過程を深め、その意味を豊かにし、私たち

の考えていることをよく分からせることである（pp.11-

15）」という一節を引用しつつ、教育もコミュニケー

ション過程であり、広義のコミュニケーションの１つ

の形態であると指摘する。以上は、教育の側から見

たコミュニケーションとの接点である。次にコミュニ

ケーション研究の１領域としての教育について述べる

ことにしたい。

　国際コミュニケーション学会（International Communication 

Association）においては、教授状況における人々の相互

作用をコミュニケーション理論から実証的に検証するこ

とを目的として、1972年に教育・発達コミュニケーション

部会（Instructional / Developmental Communication 

Division）が設立された（Nussbaum・Friedich, 2005）。

　Waldeck・Kearney・Plax（2001）によると、教育

コミュニケーション研究は、理論を志向しており、学

習におけるコミュニケーションの役割を理解しようと

するものである。彼らは、1990年代に発表された教育・

発達コミュニケーションに関する研究論文を分析し、

６つにカテゴリー化している。それは、１）生徒（学

生）コミュニケーション（Student Communication）：

コミュニケーション不安、パブリック・スピーキン

グ、生徒文化など、２）教師コミュニケーション

（Teacher Communication）：教師に対する親密度や信

頼性が及ぼす影響など、３）マス・メディアの子ども

への影響（Mass Media Effects on Children）：テレビ

や映画の情動への効果など、４）教授法と情報技術利

用（Pedagogical Methods and Technology Use）：遠

隔教育や授業の動画化の効果など、５）クラス運営

（Classroom Management）：クラスにおける教師や

ティーチングアシスタントのパワー（権威や権力）な

ど、６）教師・生徒間の相互作用（Teacher Student 

Interaction）：メンターとしての教師、生徒との質疑

応答など、である。６つのカテゴリーは、１）、２）、

５）、６）が対人コミュニケーションに、３）と４）

はメディア・コミュニケーションとに分けて捉えるこ

とができよう。

　教育コミュニケーション研究とは、宮原（2011）に

よれば、科目や学問領域にかかわらず、指導者・教師

と学習者との関係をコミュニケーションの状況と捉

え、教師や生徒、その他の要因がどのように教育コミュ

ニケーションに影響を与えるのかを明らかにするもの

である。教育者と学習者が接する限り、対人、小集団、

異文化など、様々なコミュニケーションが営まれる。

そのプロセスにおける諸問題を研究し、教育効果の向

上を目的とするものである。

　渡部（2013）は、教室内の学習活動は、教員と学習

者そして学習者同士のコミュニケーションの連鎖で行

われると捉えている。そして、日本では一方向的コミュ

ニケーションである知識注入型の授業から、学習者の

参加や表現を重視するスタイルにバランスを移し替え

ているとし、その例としてディスカッションやディ

ベート、演劇を取り入れた授業を挙げている。この例

は「アクティブ・ラーニング型授業」の概念と類似す

ると捉えられる。そこで、以下ではアクティブ・ラー

ニングについて述べることとする。

１．２．アクティブ・ラーニング型授業とコミュニケー

ション

　アクティブ・ラーニングとは、読解、作文、討論、

問題解決などの活動において分析、統合、評価など

のような高次思考課題を行う学習である（Bonwell・

Eison，1991）。中央教育審議会（2012）によれば、近

年、学士課程教育の能動的学修（アクティブ・ラーニ

ング）への転換が必要とされ、授業における双方向的

コミュニケーションが期待されている。しかし、この

概念は包括的であって、「学生参加型授業」「協調・協

同学習」「課題解決・探求学習」「能動的学習」「PBL

（Problem / Project Based Learning）」などと、力点

をどこに置くかによって、さまざまに呼ばれている

（溝上，2007）。また、その手法もさまざまである。例

えば、１）質問の活用（傾聴）、２）議論の活用（ディ

ベート）、３）ビジュアルの活用（映像などの視覚教

材）、４）ライティングの活用、５）問題解決（ロジ

カル・シンキング）、６）コンピュータの活用（IT）、７）
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協働学習、８）ドラマの活用、９）ロール・プレイン

グやシミュレーション、ゲーム、10）ピア・ティーチ

ング、が挙げられる（山田，2013）。アクティブ ･ ラー

ニングの概念の多義性や手法が多岐にわたることが分

かる。

　本研究では、文部科学省（2013）の見解に基づき、

アクティブ・ラーニングを次のように捉える。すなわ

ち、「従来のような知識の伝達・注入を中心とした授

業から、教員と学生が意思疎通を図りつつ、一緒に

なって切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成

長する場を創り、学生が主体的に問題を発見し解を見

いだしていく能動的学修」である。その充実のため

に、学生には主体的な学修に要する総学修時間の確保

が求められる。その一方、教員には、教員と学生あ

るいは学生同士のコミュニケーションを取り入れた

授業方法の工夫などが求められる（中央教育審議会，

2012；文部科学省，2013）。以下、文部科学省（2013）

の定義における「教員と学生間のコミュニケーション」

と「学生間のコミュニケーション」に着目し、大学教

育における事例を挙げながら検討したい。

１．３．教員・学生間のコミュニケーション

　2013年度コミュニケーション学科「学びの技法Ⅰ・

Ⅱ」は、アカデミック・スキルの習得だけでなく、教

員と学生とのコミュニケーションを密にすることも目

的の１つとした。そこで、１クラスの学生数を20名以

下として、教員２人によるチーム・ティーチングを実

施した。授業の終わりには、学生からのフィードバッ

クとして大学所定のA４サイズの「リアクション・カー

ド」を活用した。教員は、適宜、コメントを加えるよ

うにした。

　これはミニッツ・ペーパー、大福帳、コミュニケー

ション・ペーパーなどとも呼ばれ（織田，1991；木野，

2009など）、双方向型授業における教員と学生とのや

りとりに用いられる。学生の理解度を把握したり、質

問に答えたりすることで、能動的な学習に導くことを

目指すものである。授業における教員・学生間のコ

ミュニケーションの一形態と捉えることができる。

　授業内の教員・学生間のコミュニケーションの形態

はさまざまである。例えば、小テストや課題の活用、

学生に発言を促すこと、さらに課題の返却・事後指導

を行うことがあるだろう。これらの要因が、大学の授

業満足度に関わることが明らかにされている（星野・

牟田，2006）。

　コミュニケーション研究の視点から、佐々木（2005）

は、大学教員と学生との対人コミュニケーション的な関わ

り合いが、従来とは異なりつつある現状を指摘している。

そこで、大学教員の「信頼性（credibility）」と「親近

性（immediacy）」に着目した。全米コミュニケーション

学会（National Communication Association）の学会誌

『Communication Education』に掲載された多くの論文に

おいて、信頼性と親近性が学生の学習意欲と正の相関

があることが実証されていることを紹介し、その重要

性を指摘している。さらに、海外と日本の文化の差異

を考慮して、日本の大学教員の信頼性（専門性、熱意、

透明性）、親近性（自己開示、近づき易さ、学生への

関心）尺度を作成し、この２つの概念が学生の学習意

欲向上に寄与することを示唆している。

　

１．４．学生間のコミュニケーション

　「学びの技法Ⅰ・Ⅱ」では、学生間コミュニケーショ

ンの活性化を重視し、グループ学習を多く取り入れ

た。特に「学びの技法Ⅱ」では「レポートの書き方の

基礎」の習得を主たる目的として、グループ学習を実

施した。その内容は次の通りである。１）授業では、

レポート作成の重要性、文章作法やアウトラインの作

り方を学ぶ。２）授業時間外に各学生が文章を作成し、

次回の授業に持参する。３）次回の授業では、小グ

ループをつくり文章の体裁や内容について学生がお互

いにチェックしあう。４）グループメンバーからの助

言に基づき、学生各自がレポートを手直しして再提出

する。

　こうしたグループ学習を効率的に進めるには、学習

過程の分析だけでなく、学生が共に学んでいくという

仲間意識に基づく学生間のコミュニケーションの分析

が重要になると思われる。伏木田・北村・山内（2011）

は、大学ゼミナールの教育効果に関わる変数として、

学生間の共同体意識を挙げている。この研究では、

Rovai（2002）によるClassroom Communityの定義「メ

ンバー各人が共通の学習目標に向かってコミットメン
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トすることを通じて、自らの教育ニーズを満たそうと

相互に確信している集団（望月・加藤・八重樫・永森・

西森・加藤，2007）」に依拠し、ゼミナールの共同体

意識測定尺度を作成した。調査データを因子分析した

結果、「結束性」と「互恵性」の２因子が析出された。

前者は学生相互のつながり、後者は助け合いに関する

意識の項目から構成されている。そして、ゼミナール

に参加している学生の共同体意識が強いほど、汎用的

技能の成長実感や充実度が高いことが明らかになっ

た。

　グループ学習の効果について、大山・田口（2013）

は、事前作業の有無と事後作業の形態（なし、個人、

グループ）によって、グループ学習を６つに類型化し

て検討している（表１）。

表１　グループ学習の６類型（大山・田口, 2013に基づき作成）
事前作業 事後作業

あり
なし 主張交換型
個人 理解深化型
グループ 集約型

なし
なし 交流型
個人 意見獲得型
グループ 課題解決型

　学びの技法Ⅱの「レポートの書き方の基礎」の単元

におけるグループ学習は、大山・田口（2013）のどの

類型に当てはまり、どのような効果が期待できるだろ

うか。この単元では、学生が事前に自分のレポートを

作成するので「事前作業あり」と言えそうである。一

方、これは他者のレポートをチェックするという授業

内作業の下準備とは言い難いので、「事前作業なし」

とも言えよう。授業終了後は、課題として個々人が自

分のレポートを書き直すので、事後作業は個人でおこ

なうことになる。したがって、「理解深化型」あるい

は「意見獲得型」に相当すると考えられる。前者は一

貫した個人課題のプロセスの中で、他者の意見を聞く

ことにより、自分の考えを再構築し、理解を深めるこ

と、後者は他者から意見を獲得することを通じて自分

自身の考えを明確にすることが目的である（大山・田

口，2013）。この単元では以上のような効果が見込め

ると考えられる。

　このような「学生が書いてきた文章を互いにチェッ

クしあう活動」は、日本語教育で用いられる「ピア活

動」とも捉えられる。ピア（peer）とは仲間を意味し、

「ピア活動」とは、仲間同士が話し合いを通じて、協

力的に学習を行う方法である。そのうち文章作成過程

でのピア活動が「ピア・レスポンス」とされる（大島・

池田・大場・加納・高橋・岩田，2005）。ピア・レス

ポンスは「作文の推敲のために学習者同士がお互いの

書いたものを書き手と読み手の立場を交替しながら検

討する活動のこと」と定義される（池田，2007）。

　冨永（2012）は、３因子構造からなるピア指向性尺

度を作成し、ピア活動と文章力の向上との関連を検討

している。３因子とは、１）「ピア親和性（ピアでメ

ンバーと話し合うのが楽しく、メンバーからいろいろ

な意見をもらえることが文章力の向上に役立つ）」、２）

「意見開示抵抗感（自分の意見を述べることが苦手）」、

３）「意見受け入れ不愉快感（自分の文章の問題点を

メンバーに指摘されるのが不愉快）」である。学習者

は、ピア活動に参加することで、ピア活動やピアの効

果に対しての抵抗感が低減され、ピアを肯定的に捉え

るようになるという。さらに、ARCSモデル（1.6.で述

べる）に基づくピアに対する評価との関連を調べたと

ころ、ピア親和性が高い者は注意、関連性、自信、満

足感のいずれの評価も高く、意見開示抵抗感が強い学

習者、意見受け入れ不愉快感が強い学習者は、注意と

関連性の評価が低い傾向があることが示された。一方

でピア指向性の高低と文章作成力の向上には関連は認

められず、文書作成能力との直接的関係を見出すこと

はできなかった。

　以上は、留学生を対象とした日本語教育における研

究例であるが、初年次教育でのレポート作成において

も「ピア ･ レスポンス」が活用される。「ピア ･ レス

ポンス」は、「読み手の視点を持った書き手」になる

ことができるために、読み手に伝わる文章を学習に有

効である（大島ら，2005）。以下、本研究では、学生

同士の文書作成チェック活動を「ピア・レスポンス」

と呼ぶことにする。

　ただし、こうしたアクティブ・ラーニング型授業に

問題がないとは言えない。先述の通り冨永（2012）の

研究では、意見開示抵抗感や意見受け入れ不愉快感が、

授業への評価を低いものをすることが実証されてい
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る。佐々木（2004）は、コミュニケーション学の視点

から学生参加型の授業に対する問題提起をしている。

この研究では、大学生を対象に調査を行い、「ディス

カッションのリーダーは苦手」「プレゼンテーション

の多い授業は苦手」「先生に発言を求められるととて

も緊張する」という問いに約60％が強く同意しており、

参加型授業への苦手意識があることを指摘している。

アクティブ・ラーニング型授業に対して苦手意識を感

じている学生が一定数存在することが示唆される。

１．５．学びの主体性

　アクティブ・ラーニング型授業の充実のためには、

学生の主体性も重要と考えられる。その一環として、

コミュニケーション学科では、授業時間外での学習習

慣形成の取り組みを行った（石川，2012）。それでは、

大学生の授業への取り組みの現状はいかなるものであ

ろうか。

　ベネッセ教育総合研究所（2012）は、授業には出席

するが、受け身の受講姿勢の学生が多いことを示して

いる。この調査によれば、学生の出席率の平均は8.6 

割であった。「授業でわからなかったことは、自分で

調べる」、「授業とは関係なく、興味をもったことにつ

いて自主的に勉強する」という項目への「とても当て

はまる」という回答は２割以下であった。「あてはま

らない」は４割近くに上っていた。このように授業に

出席はしている学生は多いが、自主的に取り組んでい

る者は少ないと言える。

　さらに、「教員が知識・技術を教える講義形式の授

業が多いほうがよい」への回答が83.3％に対して、「学

生が自分で調べて発表する演習形式の授業が多いほう

がよい」は16.3％にとどまった。以上の結果は、「あま

り難しくない、講義中心、出席や平常点を重視したで

きるだけ負荷の少ない授業を、実際には好む傾向があ

る」とまとめられている。アクティブ・ラーニング型

授業が、学生にどこまで受け入れられているのか検討

の余地があると言えよう。

　学びの主体性に関わる問題として、単位制度の実質

化に伴う学生の学修時間の確保がある（文部科学省，

2012）。山田（2013）は、授業時間外の学修時間が０

時間である学生が一定の割合でいること、人文系、社

会科学系の学部の学生の学修時間が相対的に少ない

ことを紹介している。全国大学生活協同組合連合会

（2014）の調査は、大学生の１週間あたりの勉強時間

（授業時間を除く）は、2013年度調査では「大学の予

習・復習・論文など」が351.2分（１日50.2分）であり、

2012年の274.7分（１日39.2分）から増加傾向にあるこ

とを示している。改善の１つの証左とも捉えられる。

　畑野・溝上（2013）は、学修時間だけではなく、態

度の側面からも主体的学修を捉えるべきであるとす

る。そこで、畑野（2011）による大学生の主体的な授

業態度測定尺度（Active Class Attitude scale；ACA

尺度）を用いて大学生を対象に調査を実施した。主

体的な授業態度とは、大学生の自律性や授業を通して

成長しようとする意志である向上志向に基づく授業態

度（畑野，2011）と捉えられる。調査の結果、主体的

な授業態度は、授業内学習時間、授業外学習時間、自

主学習時間の全てと有意な正の相関がみられた。さら

に、大学生の授業内・外学習時間に基づいて学生タイ

プを、主体的授業態度型（61人）、授業内学習時間型

（21人）、主体的学習型（15人）、学習時間重視型（81

人）、非学習型（25人）の５つに分類し、大学生の学

習を量と質の両方の観点から測定すること、学生タイ

プ別にサポートしていく視点の重要性を指摘してい

る。

１．６．授業への評価

　授業の効果を測定する方法として、「テストによる

効果測定」や「受講者による授業への評価」などがあ

るだろう。授業への評価の指標としては、授業に対

する「満足度」が広く重視されている（平田・石川，

2003）。本学における授業アンケートでは、Ⅰ．授業

について（シラバスとの授業との整合性など）、Ⅱ．

教員の授業に対する姿勢・取り組みについて（静穏な

環境を保つなど）、Ⅲ．あなた自身の授業に対する姿

勢・取り組みについて（受講態度や出席など）、そし

てⅣ．到達度（理解度や満足度）の４つのパートに分

かれている。各パートを構成する項目について評定尺

度で回答させ、さらに回答の理由について自由記述を

させる形式をとっている。講義形式、演習形式のいず

れにも対応した汎用性のあるものとなっている。



－ 6－

コミュニケーションと教育—「学びの技法Ⅰ・Ⅱ」におけるアクティブ・ラーニングの分析—

　本研究では、まず、獲得可能な「学習成果」の１つ

として「充実度（伏木田ら，2011）」に着目し授業評

価の指標としたい。彼女らは、星野・牟田（2005）な

どを参考に充実度尺度を作成し、ゼミナールに参加し

ている学生の共同体意識が強いほど、汎用的技能の成

長実感や充実度が高いことを明らかにしている。この

尺度は、どの程度授業が充実していたかを測定するも

のと考えられる。

　「学びの技法Ⅰ・Ⅱ」は初年次教育科目であること

から、アカデミック・スキルの習得だけでなく、大学

での学習を進めていくための動機づけとしての位置づ

けもあると考えられる。そこで、本研究はARCSモデ

ル（ケラー，2010）に着目することにした。

　ARCSモデルは、授業における学習への動機づ

け、学習者の学習意欲の分析や学習意欲を高めるた

めの方策の検討に利用される（市川，2011）。Keller

（1979；1983）は、学習意欲に関する文献の詳細な調

査を行い、共通する属性に基づいて概念の分類を試み

た。その結果、学習意欲に関連する概念が４つに分類

できることを見出した。すなわち、学生の興味をひ

く「注意（Attention）」、学習者にとって意味がある

と感じる「関連性（Relevance）」、うまくやれるとい

う「自信（Confidence）」、そして学習による「満足感

（Satisfaction）」である（ケラー，2010）。本研究では、

授業への評価は、充実度とARCSとから捉えることと

する。

２．問題の設定

　本研究では、教育をコミュニケーション過程と捉

え、教員と学生、学生間のコミュニケーションに関す

る研究を概観した。そこで、授業内におけるコミュ

ニケーションを重視した授業、すなわち、アクティ

ブ・ラーニング型授業に対して、苦手意識がある学生

（佐々木，2004）、意見をだしにくかったり、他者の意

見を不快に感じたりする学生（冨永，2012）、授業へ

の取り組みに受け身的な学生が存在すること（ベネッ

セ教育総合研究所、2012）が分かった。

　本研究は、2013年度、「学びの技法Ⅰ・Ⅱ」が「学

生間のコミュニケーション」を重視したことを鑑み、

受講者を対象とした質問紙調査を実施して、学生間の

コミュニケーション（学習の共同体意識、ピア指向性）

と学生の主体的な授業態度といった要因が、授業への

評価（授業の充実度、学習の動機づけに関わるARCS

モデル）とどのように関連するのかを明らかにし、当

該授業の今後の課題を検討したい。

３．調査

３．１．調査の方法と調査対象者

　2014年２月１日（土）に、常磐大学人間科学部コミュ

ニケーション学科１年生44名に対し、質問紙調査を実

施した。一斉配布により自記式で回答させた。回答に

不備のある１名を除く、43名（男性17名、女性26名）

を分析対象とした。なお、入学形態は、一般入試によ

る入学者が19名、推薦入試による者が23名、無回答が

１名であった。

３．２．質問紙の構成

　以下の（a）〜（d）について質問した。（b）〜（d）は、

全てリッカート法による５点尺度で回答させた。

（a）調査対象者の属性

　性別と入学形態について質問した。

（b） 学生間のコミュニケーション（学習の共同体意識、

ピア指向性）

　共同体意識（結束性と互恵性）は、伏木田ら（2011）

の尺度を用いた。ピア指向性は、冨永（2012）の尺度

を授業内容に則したものに修正して用いた。

（c）主体的な授業態度

　畑野・溝上（2013）の尺度を用いた。

（d）授業への評価（充実度とARCS）

　充実度は伏木田ら（2011）の大学ゼミナール研究で

用いられた尺度を用いた。ピア・レスポンスと授業全

体の評価については、ARCSに基づく項目（伊豆原・

向後，2009；冨永，2012）を用いた。

４．分析

　今回の調査で用いた各変数、すなわち、学習の共同

体意識（結束性と互恵性）、ピア指向性（ピア親和性、

意見開示抵抗感、意見受け入れ不愉快感）、主体的な

授業態度、ピア・レスポンスへの評価、そして授業評

価、充実度の記述統計量ならびにクロンバックα係数
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を示す（表２）。互恵性は、α係数が低かったので、

１項目を削除して用いた。

表２　各変数の記述統計量とクロンバックα係数

項目数 平均値 標準偏差 α

学習の
共同体意識

結束性 4 15.53 2.47 .76

互恵性 3 11.58 2.31 .72

ピア指向性

ピア親和性 7 29.74 3.59 .85

意見開示抵抗感 5 13.47 4.01 .73

意見受け入れ不愉快感 4 7.40 2.93 .82

主体的な授業態度 9 31.33 7.08 .90

ピア・レスポ
ンスへの評価

注意　 （Ａ） 1 3.86 0.94 －

関連性（Ｒ） 1 4.44 0.50 －

自信　 （Ｃ） 1 3.91 0.97 －

満足感（Ｓ） 1 4.19 0.85 －

授業全体
への評価

注意　 （Ａ） 1 3.63 0.90 －

関連性（Ｒ） 1 3.91 0.90 －

自信　 （Ｃ） 1 3.84 0.84 －

満足感（Ｓ） 1 4.07 0.83 －

充実度 8 29.56 5.24 .86

　学生間のコミュニケーションに関わる変数および主

体的な授業態度の相関分析結果は、表３の通りである。

共同体意識の結束性は、互恵性（r =.59）、ピア親和性

（r =.70）、主体的な授業態度（r =.30）と有意な正の

相関、意見受け入れ不愉快感（r =-.44）と有意な負の

相関が認められた。授業において学生相互のつながり

を感じているほど、助け合おうとする意識が強く、ピ

ア・レスポンスを楽しみ、より主体的に授業に取り組

み、他者の意見を受け入れることに抵抗感が弱いこと

が明らかになった。

　互恵性は、結束性に加えて、ピア親和性（r =.65）、

主体的な授業態度（r =.32）と有意な正の相関、意

見開示抵抗感（r =-.41）と意見受け入れ不愉快感（r 

=-.42）との間に有意な負の相関が認められた。お互い

に助け合おうとする意識が強いほど、学生相互のつな

がりを感じ、ピア・レスポンスを楽しみ、より主体的

に授業に取り組み、意見を出し合うことや他者の意見

を受け入れることに抵抗感が弱いことが分かる。

表３　学生間のコミュニケーション関わる変数の相関分析結果（N =43）
１ ２ ３ ４ ５ ６

共
同
体
意
識

１結束性 － .59*** .70*** -.27** -.44**  .30*

２互恵性 － .65*** -.41** -.42**  .32**

ピ
ア
指
向
性

３親和性 － -.33* -.49**  .43**

４意見開示
抵抗感 － .20 -.20**

５意見受け入れ
不愉快感 － -.15**

６主体的な授業態度 －

*p<.05、**p<.01、***p<.001

　次いで、授業への評価に関わる変数間の相関分析を

行った（表４）。ピア・レスポンス間では注意と関連

性（r =.32）、関連性と満足感（r =.58）との間に有意

な相関が認められた。授業全体への評価項目間では、

全ての間に有意な相関が認められた。さらに、充実度

は、授業への評価項目全て（ピア・レスポンスと授業

全体）と正の相関が認められた。

　ピア・レスポンスと授業全体への評価項目との相関

を見ると、ピア・レスポンス評価の注意は、授業全体

評価の注意（r =.33）と自信（r =.42）との間に有意な

正の相関が認められた。以下同様に、関連性は、注意

（r =.43）と関心（r =.52）と満足感（r =.61）との間に、

自信は自信（r =.68）と、そして満足感は、注意（r =.47）

と関心（r =.46）と満足感（r =.62）との間に有意な正

の相関が認められた。

表４　授業への評価に関する変数の相関分析結果（N =43）
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

ピ
ア
・
レ
ス
ポ
ン
ス

１注意　（Ａ） － .29 .32* .30　 .33* .27　 .42** .14　 .38*

２関連性（Ｒ） － .23 .58*** .43** .52** .29　 .61*** .61***

３自信　（Ｃ） － .28　  .18 .13　 .68*** .28　 .48**

４満足感（Ｓ） － .47** .46** .31　 .62*** .63***

授
業
全
体

５注意　（Ａ） － .72*** .39**  .48** .64***

６関連性（Ｒ） －  .33* .59*** .54***

７自信　（Ｃ） －  .49** .59***

８満足感（Ｓ） － .66***

９充実度 －

*p<.05、**p<.01、***p<.001

　以上を鑑み、本研究の目的にしたがって、学生間の

コミュニケーション（学習の共同体意識、ピア指向性）、
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主体的な授業態度、そして授業への評価（ピア・レス

ポンスと授業全体へのARCS評価、充実度）の関連を

明らかにするために相関分析を行った（表５）。

　学習の共同体意識としての結束性をみると、ピア・

レスポンスと授業全体の評価のいずれにおいても、注

意（r =.31；r =.61）、関連性（r =.55；r =.54）、満足

感（r =.62；r =.44）、そして充実度（r =.66）との間

に有意な正の相関が認められた。互恵性については、

注意（r =.31；r =.52）、関連性（r =.67；r =.58）、満

足感（r =.65；r =.54）、充実度（r =.65）との間に有意

な正の相関が認められた。この結果から、学生同士の

つながりを感じたり、学びを助け合ったりといった意

識が強いほど、ピア・レスポンスや授業に対して、関

心がわき、意味があると感じ、満足し、より充実した

と感じていたことが分かる。

　次にピア志向性について見てみると、ピア親和性は、

ピア ･ レスポンスと授業全体のいずれにおいても注意

（r =.40；r =.62）、関連性（r =.66；r =.54）、満足感

（r =.70；r =.53）、そして充実度（r =.72）との間に有

意な正の相関が認められた。すなわち、ピア活動を肯

定的に捉えているほど、ピア・レスポンスや授業に対

して、関心がわき、意味があると感じ、満足し、より

充実したと感じていた。

　意見開示抵抗感は、授業全体への評価においては、

注意（r =-.32）、関連性（r =-.47）、そして充実度（r 

=-.36）と有意な負の相関が認められた。意見を出すこ

とに抵抗があるほど、授業全体に関心を持てず、意味

があると感じられず、充実していないと感じていた。

　意見受け入れ不愉快感は、ピア・レスポンスの評価

における関連性（r =-.40）と満足感（r =-.42）、授業全

体の満足感（r =-.34）、充実度（r =-.48）との間に有意

な負の相関が認められた。他者の意見を受け入れるこ

とに抵抗があるほど、ピア・レスポンスに意味がある

と感じられず、満足感も低い。そして授業全体にも満

足できず、充実していないと感じていた。評価と負の

相関があるという点では、冨永（2012）の研究と一致

しているが、その内容は異なっていた。

　主体的な授業態度は、ピア・レスポンスへの満足感

を除く全ての項目との間に有意な正の相関が認められ

た。主体的に授業に取り組んでいるほど、ピア・レス

ポンスに関心がわき（r =.55）、意味があると感じ（r 

=.34）、自信（r =.42）を持ったと評価していた。そし

て、授業全体へも関心がわき（r =.37）、意味があると

感じ（r =.31）、自信をもち（r =.53）、満足していた（r 

=.41）と言える。

５．考察

　本研究の目的は、アクティブ・ラーニング型授業に

おける学生間のコミュニケーション、主体的な授業態

度が、授業への評価とどのように関連するのかを明ら

表５　学生の取り組みと授業への評価に関わる変数の相関分析結果（N =43）

学生間のコミュニケーション
主体的な
授業態度

学習の共同体意識 ピア指向性

結束性 互恵性 親和性 意見開示
抵抗感

意見受け入れ
不愉快感

授
業
へ
の
評
価

ピ
ア
・
レ
ス
ポ
ン
ス

注意 （Ａ） .31* .31* .40** -.24 -.16 .55***
関連性 （Ｒ） .55*** .67*** .66*** -.26 -.40** .34*
自信 （Ｃ） .21 .18 .08 .00 -.15 .42**
満足感 （Ｓ） .62*** .65*** .70*** -.21 -.42** .22

授
業
全
体

注意 （Ａ） .61*** .52*** .62*** -.32* -.23 .37*
関連性 （Ｒ） .54*** .58*** .54*** -.47** -.26 .31*
自信 （Ｃ） .26 .30 .24 -.24 -.16 .53***
満足感 （Ｓ） .44** .54*** .53*** -.21 -.34* .41**

充実度 .66*** .65*** .72*** -.36* -.48** .48**
*p<.05、**p<.01、***p<.001
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かにすることであった。そこで初年次教育科目「学び

の技法Ⅰ・Ⅱ」を履修したコミュニケーション学科１

年生を対象に質問紙調査を実施した。その結果、学習

の共同体意識としてのつながり（結束性）や助けあい

（互恵性）の意識が強く、ピア親和性が高く、主体的な

態度で授業に取り組んでいるほど、概ね授業を高く評

価していた。すなわち、ピア・レスポンスや授業全体

に対して興味がわき（注意）、意味があると感じ（関

連性）、満足感を得られ（満足感）、さらに授業全体を

充実していると評価していた。

　ケラー（2010）は、動機づけのための方策をリスト

化している。そのなかで、興味をひく例として、「授

業に変化を持たせること」、関連性には「役立つとい

うゴールを明示したり、個人ごとの達成機会や協力的

活動を提供すること」、満足感には「個人的努力への

肯定的気持ちを強化する内発的な強化、ほめ言葉など

外発的な報酬」が有効であると述べている。

　「学びの技法Ⅰ・Ⅱ」では、講義に加えピア ･ レス

ポンスなど授業に変化を持たせたことが「注意」の評

価を高め、この授業が大学での学びに必須であり役立

つことを強調し、学生同士で学ぶ機会を増やしたこと

が「関連性」の評価を高めたと解釈される。さらには、

学生同士でコメントしあったり、教員による口頭やリ

アクション ･ カードを使ったフィードバックが内発的

強化や外発的報酬になったため「満足感」を与えられ

たと考えられる。

　一方で、学習の共同体意識やピア志向性と、ピア・

レスポンスや授業全体への評価としての「自信」との

間には相関が認めらなかった。学生間の「仲良く、助

け合うといった学習の共同体意識」や「ピア親和性」は、

注意、関連性、満足感といった評価を高めるが、うま

くやれるという自信を高めるには至らない可能性が示

唆される。

　自信と相関が認められた項目がほとんどなかった理

由については、「学びの技法Ⅰ・Ⅱ」の主な目的が、

効果的に他者に伝える方法としてのスピーチ、レポー

トの書き方といったアカデミック・スキルの習得など

であったことが考えられる。これらは一朝一夕には向

上が望めない課題であり、たやすく自信がつくもので

はないだろう。唯一、自信と相関がみられた要因は、

主体的な授業態度であった。自らが主体的に授業に参

加していくことが自信をつけるために重要であると考

えられる。

　ケラー（2010）は、自信をつけさせる方策として

「成功への期待感をあおること」、「成功の機会を与え

ること」、「自分の努力で成功したと感じさせること」

を挙げている。これは、学生間のコミュニケーション

では、難しいと考えられる。むしろ、教員・学生間コ

ミュニケーションで行われるべきことかもしれない。

例えば、授業中に声をかける。小課題を課して成功の

機会を増やす。リアクション・カードを活用するなど

して、成功感を与えることなどが考えられよう。

　今回の調査では、ピア指向性における否定的な側面、

すなわち、意見開示抵抗感、意見受け入れ不愉快感が

強いと、授業への評価が概ね否定的であることが明ら

かになった。意見を開示することに抵抗があると、授

業に関心が持てず、意味があると思えず、充実感が低

いことが分かった。また、他者の意見受け入れを不愉

快に思うほど、ピア・レスポンスに意味があると思え

ず、満足できず、授業全体へも満足できず、充実感も

低かった。こうした意識が強い学生への対処が必要で

ある。

　筆者は、これまで、ピア・レスポンスなどのグルー

プ学習を充実させるため、「意見の出し方」を指導し

ていた。すなわち、コメントをする場合には「ネガティ

ブなことは書かないように（白井，2001）」、「肯定的

なコメント、励ましの姿勢を基本とすること（勝見，

2001）」といったものであった。しかし、これだけで

は不十分であると思われる。意見受け入れ不愉快感へ

の対応として「他者の意見の受け止め方」の指導も重

要であることが示唆された。その指導方法については

今後の課題としたい。

　以上のような考察を試みたが、今回の分析は各変数

間の相関を分析したにすぎず、因果関係については別

途検討しなければならない。ピア指向性とARCS評価

項目との分析結果を見てみると（表５）、ピア親和性

は、ピア・レスポンスと授業全体への評価共に、注意、

関連性、満足感と相関がみられ一貫していた。しかし、

意見開示抵抗感と意見受け入れ不愉快感においては一

貫した結果が認められなかった。意見受け入れ不愉快
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感については、先行研究（冨永，2012）と異なる結果

であった。これは測定方法の問題もあったとも考えら

れる。授業への評価に用いたARCSの質問項目はそれ

ぞれ１項目で構成されており、その妥当性や信頼性に

ついても検討が必要である。

　最後に、2013年度の「学びの技法Ⅰ・Ⅱ」は、演習

形式だけでなく講義も併用しながら展開しており、本

研究が講義形式による授業の重要性を軽視するもので

はないことを加えておきたい。

１） 常磐大学人間科学部コミュニケーション学科の岩

田温先生、石原亘先生、西澤弘行先生、中村泰之

先生、寺島哲平先生、太幡直也先生には、調査の

実施、本論文の作成にあたり、ご協力ならびに有

益なコメントをいただいた。ここに記して御礼申

し上げたい。もちろん本研究の内容についての責

任は、筆者に帰するものである。

２） 本研究は常磐大学研究倫理委員会の承認を受けて

実施したものである。
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　近年、社会的ネットワークをインターネット（以下、

ネット）上で構築する、ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス（Social Networking Service, 以下SNS）

の利用者が増加している（トライバルメディアハウス・

クロスマーケティング，2012）。SNSは、友人や知人

とコミュニケーションする場としても、共通の趣味を

通して未知の他者と関係を構築する場としても使われ

ている。

　一方、SNSを利用する中で、自分の望まない他者

から自己情報にアクセスされ、その結果、迷惑行為

被害に遭うこともある。例えば、代表的なSNSの一

つであるFacebookの10代の利用者を対象にした調

査（Christofides, Muise, & Desmarais, 2012a）では、

SNS上で不快な出来事を経験した者の約23%が、見

知らぬ者からの望まない連絡を受ける（unwanted 

contact）という迷惑行為被害を挙げたことが報告さ

れている。また、国内でも、近年、国民生活センター

へのSNSに関する相談が増加しており、2011年度以降

は年間で4,000件を超える相談が寄せられている（独立

行政法人国民生活センター，2014）。代表的な相談事

例として、“SNSで知り合った相手から出会い系サイ

トに誘導された”、“SNSの知人から、マルチ商法に勧

誘された”という事例が挙げられている（独立行政法

人国民生活センター，2014）。

　このように、SNS上で迷惑行為被害に遭う背景に

は、自分の望まない他者にも自己情報がアクセス可能

論　　文

SNS上での自己情報の公開と迷惑行為被害経験との関連

―mixi 利用者を対象として―１
　

太幡　直也（常磐大学人間科学部）

佐藤　広英（信州大学人文学部）　

Relationship between disclosing personal information and the experiences of nuisance 
victimization when using Social Networking Service （SNS）: Case of users of Mixi

Naoya TABATA（Faculty of Human Science, Tokiwa University）
Hirotsune SATO（Faculty of Arts, Shinshu University）

　Relationship between disclosing personal information and the experiences of nuisance victimization when 
using Social Networking Service （SNS） was investigated. In a web-based survey, users of Mixi （N=1051）, 
a Japanese SNS similar to Facebook, were asked about their disclosure of personal information in Mixi 
profiles, experiences of being the victim of nuisances in using Mixi. Results indicated that disclosing personal 
information in their Mixi profiles, that is, sharing elements of their profile （e.g., their name） with more people 
and expressing more about their inner self, were positively correlated with experiences of being the victim of 
nuisances, such as unwanted contact by strangers.
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SNS 上での自己情報の公開と迷惑行為被害経験との関連―mixi 利用者を対象として―

になっていること、すなわち、自己情報を公開しすぎ

ていることが想定される。SNS上では、社会的ネット

ワークを構築するために自己情報を公開する必要があ

る。その際、自己情報の公開範囲を自由に設定できる。

また、公開する情報に自己に関する事柄を含める程度

も自由に調節できる。したがって、自己情報の公開の

仕方によって、自分の望まない他者にも自己情報がア

クセス可能になるか否かが決まると考えられる。

　そこで、本研究では、SNSでの迷惑行為被害を抑止

し、多くの者が安全で快適にSNSを利用できるように

なる示唆を得るため、SNS上での迷惑行為被害経験に

着目し、SNS上での自己情報の公開との関連を検討す

る。

　SNSに関する研究　SNSの利用者が増加している

のを受け、近年では、mixi（ミクシィ）、Facebook

（フェイスブック）、Twitter（ツイッター）などの代

表的なSNSの利用実態に関する報告がなされている

（e.g, トライバルメディアハウス・クロスマーケティ

ング，2012）。また、SNSに関する心理学的研究でも、

利用者の意識などに着目し、利用実態を把握する研

究が多くなされている（e.g, Debatin, Lovejoy, Horn, 

& Hughes，2009；川浦・坂田・松田，2005）。その

他、利用と満足に関する研究（e.g，小寺，2009；董，

2011）、利用者の行動分析に関する研究（e.g，山口・

鳥海・石井，2009）もなされている。

　このようなSNSの研究の一つに、SNS上での自己情

報の公開に着目した研究も挙げられる。Christofides, 

Muise, & Desmarais（2009，2012b）は、Facebookの

利用者にFacebook上で自己情報を公開する可能性を

評定するように求め、公開する可能性を高める二つの

心理的要因を示している。すなわち、準拠集団の成員

から人気を得たいという欲求（以下、人気希求）（Santor, 

Messervey, & Kusumakar, 2000）の高さ（Christofides 

et al., 2009, 2012b）、自己情報の公開の結果への意識

の低さ（Christofides et al., 2012b）である。上記の結

果は、９歳から18歳の若年層の回答者を対象にした分

析でも、19歳から71歳の回答者を対象にした分析でも、

同様にみられている（Christofides et al., 2012b）。

　しかし、SNS上での自己情報の公開に着目した研究

では、自己情報の公開と迷惑行為被害経験の関連は実

証されていない。この点を検討すると、SNS上での迷

惑行為被害を抑止するための示唆が得られると期待さ

れる。

　そこで、本研究では、SNS上での自己情報の公開と

迷惑行為被害経験との関連を検討することを目的とす

る。SNS上での自己情報の公開を検討するにあたり、

以下の二つの観点から検討する。一つは、自己情報を

公開する相手を、“友人”、“友人の友人”のようにど

の範囲までに設定しているかという、自己情報の公開

範囲である。もう一つは、公開する内容に自己に関す

る事柄を含めている程度である、自己表出性である。

　自己情報の公開と迷惑行為被害経験との関連　SNS

に関する議論では、SNS上で自分の連絡先を不用意に

公開してしまうと、自分の望まない他者から連絡を

受けるといった迷惑行為の被害に遭いやすくなると

想定されている。例えば、SNSの利用実態に関する報

告では、SNSを利用する際に気をつけていることとし

て、“自分の個人情報を投稿しない”という回答が多

く挙げられる回答の一つであることが示されている

（トライバルメディアハウス・クロスマーケティング，

2012）。また、SNS上での犯罪被害を避けるため自己

情報の公開に注意すべきであるという議論は、SNSに

関する研究でも多くなされており（e.g., Debatin et al., 

2009）、情報リテラシー教育にも取り入れられている。

国民生活センターも、SNSでのトラブルに対処する方

法の一つとして、“SNSに登録・掲載する情報につい

てよく確認・検討する”ことを挙げている（独立行政

法人国民生活センター，2014）。

　以上のことから、SNS上での自己情報の公開と迷惑行

為被害経験には、正の相関がみられると予測される2。

本研究では、SNS上での迷惑行為被害経験を、佐藤・

太幡（2011a，2011b）のネット上の迷惑行為の被害に

関する項目に、SNS独自の迷惑行為の被害を加えて測

定する。

　研究の概要　本研究では、SNSによって自己情報の

公開の設定方法が異なることを鑑み、mixiの利用者の

みを対象とする。mixiは、調査時には国内最大規模の

SNSであり3、日記や写真などを友人と共有する機能や、

自分と同じ興味を持つ者と関係を構築できる“コミュ

ニティ”という機能を有する。また、プロフィール上
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には、名前、現住所、性別、誕生日、生まれた年、出

身地、職業、所属の八つの情報を記入する欄があり、

表示される自己情報の公開範囲を自由に設定できる。

加えて、自己紹介として、文章を自由に記述する欄が

設けられている。本研究では、mixi上の自己情報の公

開として、プロフィール上での自己情報の公開に着目

し、プロフィールに入力可能な八つの自己情報の公開

範囲と、自己紹介での自己表出性を測定する。

　本研究では、mixi上での自己情報の公開範囲、自己

表出性と、mixiを使用する中での迷惑行為被害経験と

の関連を検討する。加えて、mixiを使用する中での迷

惑行為被害経験の特徴を明らかにするため、mixiを使

用する中での迷惑行為被害経験とmixiの利用状況との

関連も探索的に検討する。mixiの利用状況として、mixi

の利用頻度、マイミク（相互に友人として登録した利

用者）数、参加コミュニティ数に着目する。なお、SNS

利用者に広く回答を得るため、ウェブ調査を実施する。

方法

　調査対象者　インターネットアンケートサービス

“gooリサーチ（現、NTTコムリサーチ）”の消費者モ

ニター4を対象とした。まず、予備調査として、ラン

ダムに選ばれた40,000名に調査ページのURLを含む

メールを配信した5。そして、主に利用しているSNSを

尋ね、9,817名から回答を得た。続いて、本調査として、

予備調査でmixiを主に利用していると回答した者の中

から1,800名に調査ページのURLを含むメールを配信

した。そして、1,051名（男性468名、女性583名）から

回答を得た6。平均年齢は36.76歳（SD=10.07）であった。

　調査時期　予備調査を2011年４月11日から15日、本

調査を同年４月20日から21日に実施した。

　本調査の調査項目　本研究に関連する調査項目は

（ａ）～（ｃ）であった。自分のmixiのサイトを参照

しながら答えるように求めた7。（ａ）自己情報の公開：

自己情報の公開範囲を測定するため、プロフィール上

で公開範囲を設定可能な、名前、現住所、性別、誕生

日、生まれた年、出身地、職業、所属の八つの情報の

公開範囲を、５件法（０．偽の情報を公開、１．未記

入・非公開、２．友人まで公開、３．友人の友人まで

公開、４．全体に公開）で回答するように求めた。な

お、名前、現住所、性別は、“未記入・非公開”は選

択できない設定となっていたため、選択肢から外した。

続いて、自己表出性を測定するため、“あなたの公開

しているmixiの自己紹介の内容はどのようなものだと

思いますか”と教示した。そして、“詳しさ”、“話題

の広さ”、“自分の感情”、“自分の意見”の４項目に、

得点が高いほど自己表出性が高いことを示すように０

から４の５件法で回答するように求めた。（ｂ）迷惑

行為被害経験：佐藤・太幡（2011a，2011b）のネット

上の迷惑行為の被害に関する10項目に、mixi独自に想

定される迷惑行為の被害（例：知らない人からマイミ

クの追加リクエストを受けた（マイミク勧誘被害））

に関する８項目を独自作成し、追加した。迷惑行為被

害経験に関する項目を表１に示す。そして、mixiを利

用する中でのこれらの出来事の経験頻度を、５件法

（１．全くない、２．一度だけある、３．二、三度ある、

４．数回ある、５．何度もある）で回答するように求

めた。（ｃ）mixi利用状況：調査対象者のmixi利用の

特徴を確認するため、mixiへのアクセス頻度を、８件

法（１．ほとんどしない、２．一ヶ月に一度、３．二週

間に一度、４．一週間に一度、５．二、三日に一度、６．

毎日一度、７．毎日数回、８．毎日何度も）で回答す

るように求めた。また、マイミク数、参加コミュニティ

数に回答するように求めた。

結果

　mixi利用状況　調査対象者のmixiへのアクセス頻度

の平均は5.29（SD=2.33）であった。半数以上（55.09%）

の調査対象者が、“毎日一度”以上アクセスしている

と回答していた。一方、アクセス頻度が“ほとんどな

い”と回答していた調査対象者は10%未満であった。

したがって、本研究の調査対象者には、mixiを頻繁に

利用している者が多いと解釈される。また、マイミク数

の平均は29.09（SD=39.27, Min=0, Max=390, Med=15）、

参加コミュニティ数の平均は31.10（SD=82.78, Min=0, 
Max=999, Med=8）であった。また、アクセス頻度、マ

イミク数、参加コミュニティ数の相関係数を表２に示

す。それぞれ、有意な正の相関がみられた。



－ 16 －

SNS 上での自己情報の公開と迷惑行為被害経験との関連―mixi 利用者を対象として―

　自己情報の公開　自己情報の公開範囲を表３に示

す。情報によって公開範囲に違いがみられた。すなわ

ち、名前は、“友人まで公開”、“偽の情報を公開”が

同程度に多く選択された。現住所は、“友人まで公開”

が多く選択され、“偽の情報を公開”も10%以上の調

査対象者に選択された。性別は、“全体に公開”が多

く選択されていた。誕生日、出身地は、“全体に公開”

が多く選択された一方、“未記入、非公開”も20%以

上の調査対象者に選択された。生まれた年、職業、所

属は、“未記入、非公開”が最も多く選択された。

　また、自己表出性４項目の信頼性係数はα=.84であ

り、合計値を項目数で除した値を自己表出性得点とし

た（M=2.52, SD=0.88）。

　迷惑行為被害経験　迷惑行為被害経験に関する結果

を表４に示す。迷惑行為ごとに被害経験に違いがみら

れた。すなわち、未知他者連絡被害、マイミク勧誘被

害は半数以上の調査対象者に経験されていた。これら

の被害は、35 ～ 40％の調査対象者に“数回ある”、“何

度もある”と選択されており、複数回の被害経験を報

告する者が多かった。次いで、コミュニティへの勧誘

表２．利用頻度、マイミク数、
参加コミュニティ数の相関係数（N=1051）

マイミク数 参加
コミュニ
ティ数

M SD

アクセス頻度 .40*** .23*** 5.29 2.23

マイミク数 － .32*** 29.09 39.27

参加コミュニティ数 － 31.10 82.78

***p<.001.

表１．迷惑行為被害経験に関する項目
被害名 項目

プライバシー侵害被害 プライバシーを侵害されたと感じたこと
漏洩被害 うっかり自分の意図しない情報を漏らしてしまったこと
情報公開被害 他人に自分の意図しない情報を公開されてしまったこと
中傷被害 他人から悪口を言われたこと
会話暴露被害 他人に自分が話した内容を意図せずに公開されてしまったこと
画像公開被害 自分の写真や画像を意図せずに使われてしまったこと
未知他者連絡被害 知らない人からメールやメッセージ等を受けたこと
マイミク勧誘被害 知らない人からマイミクの追加リクエストを受けたこと
団体への勧誘被害 希望しない会や団体の会員になるように勧誘を受けたこと
コミュニティ勧誘被害 希望しないmixiコミュニティへの勧誘を受けたこと
コミュニティ乗っ取り被害 自分の作ったコミュニティが乗っ取られてしまったこと
セールス被害 希望しない商品やサービス購入を勧められたこと
スパム被害 迷惑メール（スパム）を受け取ったこと
ウイルス被害 mixiが原因で自分のパソコンがウイルスやスパイウェアに感染したこと
クレジットカード被害 他人にクレジットカードの番号を知られてしまったこと
暗証番号被害 他人に暗証番号を知られてしまったこと
サイト誘導被害 意図せずに知らないサイトに誘導されたこと
金銭搾取被害 お金をだまし取られたこと

表３．自己情報の公開範囲（%）
偽の情報を

公開
未記入、
非公開

友人まで
公開

友人の友人
まで公開

全体に
公開

名前 39.30 － 40.63 6.76 13.32
現住所 11.70 － 53.47 9.71 25.12
性別 3.33 － 30.92 6.76 58.99
誕生日 2.76 20.17 31.40 9.80 35.87
生まれた年 2.00 31.68 28.26 8.47 29.59
出身地 2.57 23.41 27.88 7.52 38.63
職業 3.24 38.82 23.79 6.57 27.59
所属 4.19 52.24 19.41 4.19 19.98

注）名前、現住所、性別については、“未記入・非公開”
は選択できない設定となっていた。
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表４．迷惑行為被害経験（％）

全くない 一度だけある 二、三度ある 数回ある 何度もある

プライバシー侵害被害 87.35 4.00 4.57 2.95 1.14

漏洩被害 88.11 5.71 4.00 1.90 0.29

情報公開被害 90.49 3.62 2.66 2.19 1.05

中傷被害 87.35 4.47 3.52 3.24 1.43

会話暴露被害 95.34 2.09 1.71 0.48 0.38

画像公開被害 96.48 1.52 0.86 0.67 0.48

未知他者連絡被害 36.35 6.18 18.84 25.21 13.42

マイミク勧誘被害 41.10 8.28 16.08 21.50 13.04

団体への勧誘被害 89.72 2.76 3.52 2.00 2.00

コミュニティ勧誘被害 79.83 4.76 7.99 4.00 3.43

コミュニティ乗っ取り被害 98.19 1.05 0.48 0.10 0.19

セールス被害 91.63 2.66 2.09 1.81 1.81

スパム被害 82.59 2.85 4.66 5.71 4.19

ウイルス被害 97.81 1.05 0.67 0.19 0.29

クレジットカード被害 98.38 0.86 0.10 0.48 0.19

暗証番号被害 98.86 0.57 0.29 0.10 0.19

サイト誘導被害 90.68 3.14 3.24 2.19 0.76

金銭搾取被害 98.29 1.14 0.38 0.00 0.19

表５．自己情報の公開範囲、自己表出性と、迷惑行為被害経験との相関係数

名前 現住所 性別 誕生日 生まれ
た年 出身地 職業 所属 内容の

表出性

N 638 928 1016 1022 1030 1024 1017 1007 1051

プライバシー侵害被害 -.04 -.01 -.01 -.02 .00 -.04 -.01 .04 .10**

漏洩被害 .02 .03 .02 -.05 .02 -.01 .01 .04 .13***

中傷被害 .06 .08* .05 .02 .02 .03 .05 .13*** .19***

未知他者連絡被害 .15*** .19*** .22*** .18*** .15*** .15*** .15*** .07* .21***

マイミク勧誘被害 .13** .19*** .22*** .18*** .13*** .19*** .19*** .11*** .23***

団体への勧誘被害 .01 .03 .04 .01 .02 .01 .07* .10** .09**

コミュニティ勧誘被害 .08* .09* .09* .07* .09** .06* .11*** .07* .13***

スパム被害 -.06 .05 .01 -.01 .05 .01 .05 .05 .08*

*p<.05, **p<.01, ***p<.001.
注）それぞれの情報において偽の情報を公開と回答した者を除いて分析したため、分析ごとに人数が異なる。
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被害を経験した者が多く、20%以上の調査対象者が経

験していた。一方、それ以外の被害経験は経験した者

が20％以下にとどまり、10の迷惑行為は、被害を経験

した者は10%以下にとどまった。

　自己情報の公開と迷惑行為被害経験との関連　自己

情報の公開と迷惑行為被害経験との関連を検討するに

あたり、それぞれの選択肢の数値を分析に用いた。な

お、自己情報の公開範囲は、本研究の目的を鑑みて、

それぞれの自己情報において“偽の情報を公開”を選

択した者は分析から除外した。また、外れ値の影響が

出ることを考慮し、迷惑行為被害経験について、会話

暴露被害など、90%以上の者が経験していない10の被

害経験（表４参照）は以降の分析から除外した。

　自己情報の公開範囲、自己表出性と、迷惑行為被害

経験の相関係数を表５に示す。主な結果は以下の二点

にまとめられる。（ａ）すべての自己情報の公開範囲と、

未知他者連絡被害（rs=.07～.22, ps<.05）、マイミク勧

誘被害（rs=.11～.22, ps<.01）、コミュニティ勧誘被害

（rs=.06～.11, ps<.05）との間に弱いながらも有意な正

の相関がみられた。（ｂ）自己表出性は、すべての迷

惑行為被害経験との間に弱いながらも有意な正の相関

がみられた（rs=.08～.23, ps<.05）。

　また、mixiを使用する中での迷惑行為被害経験と

mixiの利用状況との関連についても探索的に検討する

ために、迷惑行為被害経験と、アクセス頻度、マイミ

ク数、参加コミュニティ数との相関係数を算出した。

結果を表６に示す。有意な正の相関が多くみられたこ

とから、自己情報の公開範囲、自己表出性と、迷惑行

為被害経験との関連は、mixiを多く利用し、多くの他

者と関わることによる疑似相関によってみられた可能

性も考えられる。

　そこで、アクセス頻度、マイミク数、参加コミュニ

表７．自己情報の公開範囲、自己表出性と、迷惑行為被害経験との偏相関係数

名前 現住所 性別 誕生日 生まれ
た年 出身地 職業 所属 内容の

表出性

N 638 928 1016 1022 1030 1024 1017 1007 1051

プライバシー侵害被害 -.04 -.03 -.03 -.05 -.01 -.05 -.03 .04 .08*

漏洩被害 .01 .00 .00 -.07* .01 -.03 -.01 .04 .12***

中傷被害 .03 .04 .01 -.02 -.01 -.00 .02 .11*** .15***

未知他者連絡被害 .09* .13*** .16*** .10** .09** .08* .09*** .01 .10***

マイミク勧誘被害 .05 .11*** .15*** .08** .05 -11*** .11*** .04 .10**

団体への勧誘被害 -.00 .02 .03 -.01 .01 -.00 .06 .09** .08**

コミュニティ勧誘被害 .04 .03 .04 .01 .04 .01 .07* .04 .05

スパム被害 -.06 .02 -.01 -.03 .04 -.01 .04 .05 .05

*p<.05, **p<.01, ***p<.001.
注）アクセス頻度、マイミク数、参加コミュニティ数を統制変数とした。それぞれの情報において“偽の情報を公開”
と回答した者を除いて分析したため、分析ごとに人数が異なる。

表６．迷惑行為被害経験と、利用頻度、マイミク数、
参加コミュニティ数の相関係数（N=1051）

アクセス
頻度

マイミク
数

参加コ
ミュニ
ティ数

プライバシー侵害被害 .06 .05 .11***
漏洩被害 .07* .02 .05

中傷被害 .13*** .09** .17***

未知他者連絡被害 .26*** .24** .19***

マイミク勧誘被害 .32*** .29*** .23***

団体への勧誘被害 .02 .06* .10**

コミュニティ勧誘被害 .13*** .21*** .22***

スパム被害 .02 .08** .12***

*p<.05, ***p<.01, ****p<.001.
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ティ数を統制変数とし、自己情報の公開範囲、自己表

出性と、迷惑行為被害経験の偏相関係数を算出した。

結果を表７に示す。主な結果は以下の二点にまとめら

れる。（ａ）自己情報の公開範囲と未知他者連絡被害は、

所属を除く七つの自己情報との間に弱いながらも有意

な正の相関がみられた（rps=.08～.16, ps<.05）。自己情

報の公開範囲とマイミク勧誘被害は、名前、生まれた

年、所属を除く五つの自己情報との間に弱いながらも

有意な正の相関がみられた（rps=.08～.15, ps<.05）。一

方、自己情報の公開範囲とコミュニティ勧誘被害は、

職業以外では有意な正の相関は得られなかった。（ｂ）

自己表出性は、コミュニティ勧誘被害、スパム被害を

除く、六つの迷惑行為被害経験との間に弱いながらも

有意な正の相関がみられた（rps=.08～.15, ps<.05）。

考察

　本研究の目的は、SNS上での自己情報の公開と迷惑

行為被害経験の関連を検討することであった。mixiの

プロフィール上での自己情報の公開に着目した。自己

情報の公開として、自己情報の公開範囲と自己紹介で

の自己表出性を測定し、mixiを使用する中での迷惑行

為被害経験との関連を検討した。得られた結果を整理、

考察する。

　自己情報の公開は、情報によって公開範囲に違いが

みられた。特徴的な結果を挙げると、性別は“全体に

公開”、現住所は“友人まで公開”、所属は“未記入”、

名前は“偽の情報を公開”が、他の情報に比べて多く

選択されていた。情報によって公開範囲に違いがみら

れた理由としては、一つには、それらの情報を開示す

るリスクを反映している可能性が考えられる。例えば、

名前や現住所は個人が特定化され、犯罪につながる可

能性のある情報であるため、他の情報に比べて公開範

囲が狭いと推察される。別の理由としては、SNS上で

コミュニケーションする他者の開示規範が影響してい

る可能性も考えられる。

　SNS上での迷惑行為被害経験は、多くの迷惑行為は

被害経験のある者は少なかったものの、未知他者連絡

被害、マイミク勧誘被害は半数の調査対象者に経験さ

れていた。コミュニティへの勧誘被害も20%以上の調

査対象者に経験されていた。これらの被害には、他

者から望まない連絡を受ける被害であるという共通

点がある。したがって、SNS上で生じやすい迷惑行為

被害は、他者から望まない連絡を受ける被害である

と解釈される。SNS上での不快な出来事を検討した

Christofides, et al.（2012a）でも、見知らぬ者からの

望まない連絡を受けるという迷惑行為は、いじめ・卑

劣な行為（bullying/meanness）に次いで多く挙げら

れており、本研究の結果と整合していると考えられる。

　続いて、自己情報の公開と迷惑行為被害経験との関

連を検討したところ、両者は弱いながらも有意な正の

相関がみられた。得られた主な結果は以下の二点にま

とめられる。第一に、自己情報の公開範囲が広いと、

未知他者連絡被害、マイミク勧誘被害といった、他者

から望まない連絡を受ける迷惑行為被害経験が多いと

いう結果が得られた。この結果は、mixiの利用状況の

影響を統制してもみられた。自己情報の公開範囲と他

者から望まない連絡を受ける迷惑行為被害経験に弱い

ながらも有意な正の相関がみられた理由としては、未

知の他者との関係を構築する場として用いられるとい

う、SNSの特徴が反映されたためであると考えられる。

第二に、自己表出性が高いと、他者から望まない連絡

を受けるという迷惑行為の被害以外の被害経験だけで

なく、中傷されたといった、他の多くの迷惑行為被害

経験も多いという結果も得られた。この結果は、mixi

の利用状況の影響を統制してもみられた。自己表出性

と多くの迷惑行為被害経験に弱いながらも有意な正の

相関がみられた理由の一つとして、自己に関する事柄

を多く含めたことで他者から目立ちやすくなり、結果

的に自己情報を望まない形で他者に使用されやすく

なったことが影響した可能性が考えられる。以上の結

果をまとめると、SNS上での自己情報の公開は、他者

から望まない連絡を受けるという迷惑行為の被害をは

じめとする、さまざまな被害と弱いながらも関連して

いるといえる。

　本研究の貢献と今後の展望　本研究では、SNSでの

迷惑行為被害を抑止し、多くの者が安全で快適にSNS

を利用できるようになる示唆を得るため、SNS上での

自己情報の公開と迷惑行為被害経験との関連を検討し

た。SNS上での自己情報の公開は、他者から望まない
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連絡を受けるという迷惑行為の被害をはじめとする、

さまざまな被害と弱いながらも関連していることを実

証した点が、本研究の貢献であるといえよう。

　一方、今後の展望として、以下の三点が挙げられる。

第一に、SNS上での迷惑行為の被害に至るプロセスを

明確にすることである。本研究の結果から、SNS上で

自己情報を多くの者に広く公開することで、迷惑行為

被害経験を受けやすくなるという因果関係が存在する

可能性が考えられる。しかし、本研究は一時点での調

査であり、相関関係のみしか示すことができないため、

上記のプロセスを明確に示すことはできない。上記の

プロセスを示すと、SNSでの迷惑行為被害を抑止する

ためにSNS上での自己情報の公開に配慮する必要があ

ることを実証的に示すことになり、SNS上での自己情

報の公開の点からSNSでの迷惑行為被害を抑止する方

策を示すことができると期待される。したがって、パ

ネル調査を実施し、上記のプロセスを実証することが

望ましいと考えられる。

　第二に、本研究で着目したmixi以外のSNSに着目

し、自己情報の公開と迷惑行為被害経験との関連につ

いて、本研究で得られた結果が再現されるか否かにつ

いて検討することである。近年では、mixi以外にも、

Facebook、Twitterなど、多くのSNSが利用されるよ

うになっている（トライバルメディアハウス・クロス

マーケティング, 2012）。SNSごとに公開できる自己情

報の種類や自己情報の公開可能な範囲が異なるため、

他のSNSでも本研究と同様の知見が得られるか否かを

検討し、本研究の結果の頑健性を確認する必要がある

と考えられる。

　第三に、特定の年齢層に着目し、SNS上での自己情

報の公開の特徴を詳細に検討することである。例えば、

中高生などの若年層に着目することが考えられる。若

年層には、ネットいじめなど、若年層に特有の迷惑行

為が存在すると想定される。SNS上の迷惑行為として、

Facebookの10代の利用者にはいじめ被害を挙げる者

も存在する（Christofides et al., 2012a）。したがって、

若年層に特化した調査を実施することは、SNSを有効

に利用する方法を社会に還元するために重要であると

考えられる。
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の関連には、以下の二つの因果関係が仮定され

る。一つは、SNS上で個人情報を公開しすぎるこ

とが迷惑行為被害経験を高めるという因果関係で
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Facebook上で迷惑行為被害に遭うと、ネット上

での開示のリスクへの意識が高まり、開示する自

己情報をコントロールするようになることを示

している。本研究は一時点での調査であるため、

SNS上での個人情報公開と迷惑行為被害経験の関

連について、因果関係を仮定せずに相関関係を検

討するにとどめる。

３．調査時の2011年４月時点の月間ログインユーザー
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１．はじめに

１．１　不安全行動とは

　われわれは、日常生活の中で大小さまざまなミスを

してしまう。財布や定期券を忘れてしまったり、エレ

ベーターではドアを閉めようとして誤って「開く」ボ

タンを押してしまったりすることがある。コンピュー

タの入力ミスはほぼ毎回経験するだろう。そして判断

のミスで結果的に失敗し、いけないと知りながらも

「赤信号を渡ってしまう」こともある。自動車運転中

の「スピード違反」も、決して褒められるものでは無

いが、いけないと知りながらも敢えて行ってしまう行

為である。これらの事故につながりうる「安全でない」

行為は、「（意図的な）不安全行動」と呼ばれている。

　芳賀（2000）は、意図的にとられた不安全行動をリ

スクテイキング（あえて危険を冒すこと）の一種と捉

え、「本人又は他人の安全を阻害する意図を持たずに、

本人又は他人の安全を阻害する可能性のある行動が意

図的に行なわれたもの」と定義している。単純な実行

エラーと不安全行動の違いは、以下のように説明され

る。すなわち、単純なエラーは、自ら取った行為が意

図した結果に終わらなかったものである。一方、（意

図的な）不安全行動とは、自動車の運転時におこるス

ピード違反や高所作業時の安全帯不着用のように、そ

の行為がルールから逸脱すると知りながらもあえて取

る行動である。

　J.Reason（1990）は、エラーの分類方法として、不

安全行動（unsafe acts）を「意図」の有無によって分

類している。意図の無いカテゴリーには「スリップ（実

日常生活の中で見られる大学生の不安全行動と
リスク評価に関する一考察

申　　紅仙（常磐大学人間科学部）

A survey on university students’unsafe actions in everyday life and their risk perception

SHIN HongSon（Faculty of Human Science, Tokiwa University）

　A survey was investigated on university students’ unsafe actions in everyday life. In the research, all 
participants were requested to answer their execution rate （0 to 100） and their assessment level of riskiness （0 
to 100）, each 40 unsafe actions in questionnaire. Each 40 Items were compared in its levels. Also each average 
mark of item were protted on the scatter diagram. 82 questionnaires were selected for analysis.
　As a result, almost two features have been revealed among items. At first, there have been some negative 
correlations between“execution rate” and “riskiness” in their assessment level. It means the higher they assess 

“riskiness” （e.g. “driving after drinking some alcohol”: 94.8 points）, the smaller they assess for “execution rate” 
（2.0 points）. Next feature is, not a few students may not properly assess “riskiness”, especially against “actions 
using their mobile-phones or internet services” （e.g. “using moble-phone on a station platform.”）. These results 
suggest that there may be high risk of traffic accident, as for they may be absorbed in using mobile-phone or 
internet service on a station platform, even when train is coming. Some educations and rules for students may 
be needed in using mobile phone or internet especially outside.

論　　文
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行エラー：例）ボタン押し間違い）」と「ラプス（記

憶エラー：例）注意が持続せず、うっかり忘れ」を、

意図的なものに「ミステイク」（判断のミス）と「違

反行為」を配し、人間のおかすエラーと違反の関係を

整理している（図１）。うっかりミス（エラー）と意

図的な不安全行動は、これまで混同されることもしば

しば見られた。

　エラーと不安全行動の関係を整理することは、大変

重要である。講じるべき対策がそれぞれ異なるためで

ある。不安全行動の対策としては、教育・ルールの強

化・賞罰・チェック体制の整備・トレーサビリティ

（責任の所在の明確化）などが挙げられる。また、不

安全行動が起きないようにするためには、発生しやす

い状況を調べ、対策を立てる必要がある。不安全行動

の起きやすい状況としては、「リスクの評価が小さい

とき」、「行動を実行した際の利得が大きいとき」、「ま

たは安全行動をとったときのコストが大きいとき」に

実行されるとし、ルール違反にはルールへの賛成度や

ルールへの理解、組織の実行率などが関わるとしてい

る（芳賀（2000）：表１）。

１．２　大学生の不安全行動

　不安全行動はどのような状況で現れるのか。表1で

示したように、リスクテイキング（不安全行動）は行

動についてのリスク評価が低い場合や、安全な行動を

とったほうがデメリットが感じられたときに発生しや

すいとされている。また、倫理的な問題は匿名性が保

図１　基本的エラータイプと違反の関係（Reason, 1990）

unsafe acts

基本的
エラータイプ

記憶の失敗
・計画項目の省略
・場所の見失い
・意図の喪失

ラプス

注意の失敗
・干渉
・省略
・逆転

・順序の誤り
・タイミングの誤り

スリップ

意図しない行為

違反
日常のルール違反
例外的ルール違反

サボタージュ

ルールベースのミステイク
・適切なルールの誤用

・不適切なルールの適用

ナレッジベースのミステイク
・多様な変動形式

ミステイク

意図した行為
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たれる時に起こりやすいといわれるが、不安全行動も

同様の傾向があることも分かっている。芳賀・赤塚・

楠神・金野（1994）および赤塚・芳賀・楠神・井上

（1998）は、さまざまなリスクの伴う行動リストを作

成し、実際に行うかどうかの「実行率」と、行動その

ものの「危険度」を評価する調査を行った。その結果、

「実行率」と「危険度」の間に負の相関の傾向が見ら

れた。松尾（2006）も大学生を対象とした同様の調査

を行っており、負の相関傾向が同様に見られている。

　これらの研究は不安全行動を理解する上で、評価の

高い研究であるが、調査実施から既に10年前後の期間

が経過しており、近年のインターネットやスマート

フォンの普及率を考慮した行動が網羅されていない。

近年、大学生のみならず中・高校生などの若年層を中

心に、スマートフォンの世代別保持率が高くなりつつ

ある。また状況に関係なく携帯画面を常時のぞくよう

な行動が散見され、若年層の携帯電話への依存度の高

さも指摘されている。

　携帯電話の使用が常習化することは、依存度がさら

に高まり、起こりうるリスクを適切に認識できていな

い（鈍感化）か、敢えて無視しようとしているといっ

たこれまで考えられなかったリスクが現れている。授

業中の常時使用のみならず、駅構内での使用状況、自

転車や自動車の運転中の使用など、街中（移動中の使

用含む）での携帯電話・スマートフォンの使用は、歩

行者同士の衝突や自転車との接触、駅ホームからの転

落など、事故やトラブルに遭うリスクが高い。携帯電

話使用による事故リスクについて、適切な教育を行い

安全意識を高めてもらうためにも、実際にどの程度の

リスクを認識しているのか確認する必要があると思わ

れた。

２．目的

　先述の状況を踏まえ、大学生を対象に携帯電話使用

時の行動を含めたさまざまな日常生活の中で行ってい

るリスクを伴う行動を網羅し、各項目に対するリスク

の認識レベルと実行率の関係について調べ、とるべき

対策について考えていく。

３．方法

　大学生を対象に質問紙調査を行った。

３．１　参加者

　大学生（水戸市T大）100名（男性26名、女性74名、

平均年齢は20.2歳）から、82名を対象とした。

３．２　実施時期

　2013年７月から９月の間、２つの授業開講教室に出

向き、その場で配布した。そして、調査実施後に回収

した。

３．３　質問項目

　質問紙は、全５頁であり、三部構成であった。第１

部は個人のリスク傾向を調べる項目であり、第２部は

リスク行動についての評価、第３部は楽観性を問う項

表１　不安全行動とルール違反の要因（芳賀、2000 より）
リスクテイキング（不安全行動）の要因
⒜　リスクに気づかないか、主観的に小さい
⒝　リスクをおかしても得られる目標の価値が大きい
⒞　リスクを避けた場合（安全行動）のデメリットが大きい
⒟　リスクテイキング行動自体に効用がある
ルール（マニュアル）違反の要因
⑴　ルールを知らない
⑵　ルールを理解していない
　　なぜそうしなければならないか、なぜそうしてはいけないかを分かっていない
⑶　ルールに納得していない
　　理屈は分かっていても心から賛同しているわけではない
⑷　みんなも守っていない
⑸　守らなくても注意を受けたり、罰せられたりしない
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目を用意した。

　本論文では、第１および第３部についての分析報告

は割愛し、第２部のみの報告とする。

　第２部では、大学生が日常生活で行いがちな危険を

伴う行動を40項目用意し、各項目について「実行率」

「危険度」を０～ 100%の間で評価してもらった。項目

は、吉村（2000）が作成したリスクテイキング尺度（17

項目、例「夜間に無灯火で自転車を運転する」など）、

芳賀ら（1994）による日常生活の不安全行動から６項

目を選び、さらに大学生の近年特に見られる行動を新

たに17項目を加え40項目とした。新たに加えた17項目

の中には、携帯電話の使用中の行動や「イヤホンをつ

けながら自転車運転」などの行為が含まれた（詳細は

表２および表３参照）。

４．結果

　大学生82名の日常生活において危険を伴う行動40項

目に対する、実行率（０-100）と危険率（０-100）の

表２　項目毎の危険度評価および実行確率
（全 40 項目：実行確率を基準に並び替え）

No. 項目 実行率
（％）

危険度
（％）

19 ホームで携帯操作 72.3 42.9
16 イヤホンで歩行・自転車 64.2 63.8
27 タバコを根元まで吸う（喫煙者限定） 60.0 42.5
20 歩きながら携帯操作 48.9 64.3
15 ３人以上で、横並びで歩道を歩く 46.6 51.0
31 食事を抜く 45.3 34.6
4 赤信号で渡る（車無し） 42.6 61.1
14 横断歩道でないところで車道を渡る 42.3 69.0
30 賞味期限の切れた食べ物を食べる 41.2 45.7
6 30km/h オーバーで運転（免許保持者限定） 37.0 70.8
36 レポートの締め切り前日にバイト 35.6 65.1
7 風邪薬服用で運転（免許保持者限定） 31.6 53.4
37 試験前日に友人と遊ぶ 31.2 65.0
32 ダイエットで食事制限 30.3 41.0
2 信号無視 30.1 73.0
13 自転車の後ろに乗せてもらう 28.0 62.8
29 タバコポイ捨て（喫煙者限定） 27.5 40.0
39 炎天下水分を取らず作業 24.6 85.9
28 歩きタバコ（喫煙者限定） 22.5 85.0
12 自動車シートベルト非着用 22.0 70.5
38 卒業ぎりぎり単位 21.0 72.0
18 携帯しながら運転 15.7 74.4
17 携帯マナーモードにしない 12.6 48.5
25 一気飲み 12.3 83.8
21 アルコール度数 40 以上の飲酒 11.6 71.0
5 遮断機下りかけ踏切を渡る 11.1 80.7
33 受験で学生証を忘れる 10.5 68.8
35 レポート提出日に USB を忘れる 10.2 79.6
11 自転車無灯火 9.5 76.6
24 飲酒後すぐ入浴 9.1 72.2
34 試験当日に寝坊をする 8.7 79.3
1 原付二人乗り 6.9 78.5
40 遊泳禁止となっていたが、かまわず泳いだ 5.8 87.2
23 飲酒で翌日ブラックアウト 5.7 76.3
22 飲酒で意識がなくなる 5.4 83.7
26 一気飲みを強要 5.3 87.9
9 追い越し禁止無視（免許保持者限定） 5.0 85.3
10 ヘルメット非着用でバイク乗車（免許保持者限定） 4.4 83.5
3 無免許運転 2.8 90.0
8 飲酒運転（免許保持者限定） 2.0 94.8

表３　項目毎の危険度評価および実行確率
（全 40 項目：危険度を基準に並び替え）

No. 項目 危険度
（％）

実行率
（％）

8 飲酒運転（免許保持者限定） 94.8 2.0
3 無免許運転 90.0 2.8
26 一気飲みを強要 87.9 5.3
40 海水浴に来たところ、波が荒いために遊泳禁止となっていたが、かまわず泳いだ 87.2 5.8
39 炎天下水分を取らず作業 85.9 24.6
9 追い越し禁止無視（免許保持者限定） 85.3 5.0
28 歩きタバコ（喫煙者限定） 85.0 22.5
25 一気飲み 83.8 12.3
22 飲酒で意識がなくなる 83.7 5.4
10 ヘルメット非着用でバイク乗車（免許保持者限定） 83.5 4.4
5 遮断機下りかけ踏切を渡る 80.7 11.1
35 レポート提出日に USB を忘れる 79.6 10.2
34 試験当日に寝坊をする 79.3 8.7
1 原付二人乗り 78.5 6.9
11 自転車無灯火 76.6 9.5
23 飲酒で翌日ブラックアウト 76.3 5.7
18 携帯しながら運転 74.4 15.7
2 信号無視 73.0 30.1
24 飲酒後すぐ入浴 72.2 9.1
38 卒業ぎりぎり単位 72.0 21.0
21 アルコール度数 40 以上の飲酒 71.0 11.6
6 30km/hオーバーで運転（免許保持者限定） 70.8 37.0
12 自動車シートベルト非着用 70.5 22.0
14 横断歩道でないところで車道を渡る 69.0 42.3
33 受験で学生証を忘れる 68.8 10.5
36 レポートの締め切り前日にバイト 65.1 35.6
37 試験前日に友人と遊ぶ 65.0 31.2
20 歩きながら携帯操作 64.3 48.9
16 イヤホンで歩行・自転車 63.8 64.2
13 自転車の後ろに乗せてもらう 62.8 28.0
4 赤信号で渡る（車無し） 61.1 42.6
7 風邪薬服用で運転（免許保持者限定） 53.4 31.6
15 ３人以上で、横並びで歩道を歩く 51.0 46.6
17 携帯マナーモードにしない 48.5 12.6
30 賞味期限の切れた食べ物を食べる 45.7 41.2
19 ホームで携帯操作 42.9 72.3
27 タバコを根元まで吸う（喫煙者限定） 42.5 60.0
32 ダイエットで食事制限 41.0 30.3
29 タバコポイ捨て（喫煙者限定） 40.0 27.5
31 食事を抜く 34.6 45.3
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関係を調べてみた。各項目毎の「実行率」平均と「危

険度」平均は表２・表３にまとめられた。表２は「実

行率」を基準とし、表２は「危険度」の評価を基準

に並べ替えを行った。「実行率」で最も高い項目は

「No.19　ホームで携帯電話（実行率72.3％、危険率

42.9%）」「イヤホンで歩行・自転車（実行率64.2%、危

険率63.8%）」、そのほかには「歩きながら携帯電話」

などが挙げられた。

　次に表３には「危険度」の高い順に項目を整理し

た。最も高い危険度の高い項目は「飲酒運転（危険

度94.8%、実行率２%）」、「無免許運転（危険度90.0%、

実行率2.8％）」であった。表３の上位項目を見ると危

険度評価が高い項目は実行率は低く、逆に危険度の低

い項目は実行率が高い傾向があることが明らかとなっ

た。全40項目の危険度と事項率平均値を２軸でプロッ

トした結果、比較的明らかな負の相関傾向が見られた

（r＝－.68）（図２）。これらの結果から、危険度につい

て高い評価をした行動は、実行率の低さから、ほとん

ど実行されることは無い。逆に危険度評価の低い行動

は実行率が高いことが示された。

　一方、上述のような負の相関傾向とは別の傾向が見

られる項目もあった。例えば、「イヤホンで歩く・自

転車運転」や「歩きながら携帯電話」などの一部の項

目は、危険度評価が高い割には実行率も高かったり、

「駅ホームで携帯操作に夢中になる」のように、実行

率の高さだけが目立つ項目もあった。

５．考察

　水戸市T大学生82名を対象に、日常生活において危

険の伴う行動にたいする実行率と危険率の関係を調べ

た。その結果、若干例外は認められたものの、全体に

負の相関傾向が見られた。この傾向は芳賀ら（1994）

の研究やそのほかの研究成果と同様の傾向が得られ

た。

　また、例外として扱われた項目には「携帯電話」

や「イヤホン」使用時の行動が見られた。人は常習的

に使用していると、そのリスクについて徐々に鈍感と

なり、リスク評価を甘くしてしまいがちになることが

図２　大学生（M 市大学生 82 名）の日常生活における不安全行動の実行率・危険度評価

大学生の「実行率」と「危険度」の散布図
（M市大学生：82名/うち免許取得者61名・喫煙者4名）

実行率（％）

危
険
度（
%
）
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分かっている。今回の調査結果から考えて、既に携帯

電話の使用が大学生の間で著しく常習化しており、常

習化ゆえに危険度を適切に評価できなくなっている

ことが示唆された。若年層を中心とした携帯電話使用

リスクの誤った評価は、適切に評価できないまま行動

の発生頻度が高くなるため、事故リスクが異常に高く

なってしまう可能性がある。その結果、携帯電話の使

用中に誤ってホームから転落してしまったり、携帯電

話の画面を見ながら移動するため接触トラブルが起き

たり、他の危険物に気づかないなどの問題が起きやす

くなる。また、気軽に携帯画面を見てしまうために、

仕事の上でのトラブルや、気軽に他者の写真をアップ

ロードするなどの、プライバシーの侵害についても問

われることも考えられる。今後、大学生の健全な生活

習慣を整えるためにも、「携帯電話の使用頻度と使用

時間」についての単純な教育ではなく、心身の健康を

害するリスクとともに事故リスクの視点から捉え適切

にリスク評価できるような教育やトレーニングを取り

入れるべきであると考えられる。

　不安全行動を発生しにくくする対策として、教育の

ほかにルールの強化・賞罰・チェック体制の整備・ト

レーサビリティ（責任の所在の明確化）などが挙げら

れる。「携帯電話使用」について、リスクを適切に評

価し、適切な行動をとるようにするためには、これら

の方法を組み合わせながら、長期にわたる取り組みが

必要となるだろう。
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１．はじめに

　近年、日本社会における若者の搾取が問題視されて

いる。いまや政策的な課題になった「ブラック企業」

（今野，2012）はその代表的なものである。これらは

当初、若年労働者やフリーターの問題として議論され

ていたが（例えば、阿部，2005，2006，2007；本田，

2007）、現在では、さらに学生アルバイトにおける搾取

が問題視され、同じ俎上で議論されるようになってきて

いる１。一方、中央教育審議会「青少年の奉仕活動・

体験活動の推進方策について（答申）」（中央教育審議

会，2002）以降、大学生がボランティア活動に参加す

ることを奨励・支援するさまざまな制度が整い２、ま

すます多くの学生たちが地域でボランティア活動に従

事しているが、ここで生じる問題をこのような視点か

ら論じた文献は少ない。

　いくつかの大学は、このような状況への対策をはじ

めている。たとえば龍谷大学政策学部では、大学が「地

域に行けば、学生がなんとかなる」と地域に対して過

剰な期待を持ち、地域が「学生が来てくれると、ドラ

スティックに課題を解決してくれる」と大学に対して

過剰な期待を持った結果として、地域での活動が継続

できなくなってしまうことを問題視する（土山，

2014）３。また、そのような問題に対する対応として、

地域の市民活動センターと連携協定を結び、第三者機

論　　文

学生文化ボランティアの隘路：地域型アートプロジェクトにおける交換の〈失敗〉

石田　喜美（常磐大学人間科学部専任講師）

Problems associated with student volunteering in cultural and regional activities: A case 
study on the modes of exchange in a community arts project.

Kimi Ishida（Faculty of Human Science, Tokiwa University）

　Recently, the community activities implemented by universities have been brought to increased public 
attention. Although regional and local activities on the part of universities are encouraged by various public 
sector bodies, little attention has been given to problems, such as exploitation, occurring around them.
　In this article, we focus on the “modes of exchange” （Karatani, 2010） of student volunteer activities in 
community art projects. We conducted a case study of a 22-year-old woman who participated in two student 
volunteer activities. We discovered that: （1） exchanges in student volunteer activities are hybrid, which means 
they are a mixture of various modes of exchange; （2） the main mode of exchange is reciprocity, and there are 
many cases where students trade labor forces （economic goods） for non-economic goods, such as gratitude, 
love, or a sense of identity; （3） the value of non-economic goods is based on their emotional worth, and so 
managing their exchange is very difficult, and in many cases the exchanges fail; and （4） the mechanism for 
membership categorization is based on the student/teacher relationship, which helps this failure go unseen. 
This enables the failure of exchanges to continue, and students become exhausted by this situation over time.
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関による学生の支援を行っている（同上，p.SⅡ-19）。

しかし、これらの取り組みで問題視されているのはあ

くまで、地域での活動の持続性・継続性（sustainability）

であり、学生の労働力の搾取にはあまり焦点が当てら

れていない。むしろ「地域を焼き畑にしない」という

土山（2014）の言葉にあるように、ここで問題とされ

ているのは学生を受け入れる地域の側である。

　だが、大学と地域との連携活動における持続性・継

続性の問題を考えた際、そこで活動を行う主体である

学生の問題も同時に視野に置く必要がある。学生を地

域に送り出す大学の側が「地域に行けば、学生がなん

とかなる」、「それが何かはよくわからないが、地域に

行けば、学生は何かを学んでくるはずだ」と思い込

み、過剰に期待した結果、地域と大学の間に挟まれた

学生が疲弊してしまい、これらの活動を継続できなく

なる事態も想定しうる。大学と地域との関係を深め、

互恵的な関係を築くために行われていたはずの活動

が、学生を疲弊させ、学生と地域の間により大きな境

界をつくり出しているだけであるとすれば、それは問

題視されなければならない。

　本稿では、まず、学生ボランティア活動をひとつの

不払い労働（unpaid work）として位置づけることか

ら始める。これによって、アルバイトなどの賃労働と

学生ボランティア活動を同じく、労働という軸で捉え

ることができる。介護や教育などのボランティア活動

は、まさにこの軸によって議論することができるし、

また、この議論に基づき、ボランティア活動の有償化

を求める主張も可能となる。

　しかし、ボランティア活動をめぐる議論の難しさは、

その活動が資本主義的な経済活動や国家による行政活

動とは異なる交換形態を切り開き、実現する可能性を

持つことにある。そのため、労働という軸でのみこの

問題を論じてしまうことは、ボランティア活動の意義

を矮小化することにもなりかねない。そこで本稿では、

ボランティア活動の領域の中でも特に、労働という軸

によって捉えることの難しい、「文化ボランティア」 ４

に焦点を当てる。文化ボランティアに従事するある学

生の語りを、交換という視点から分析し、記述するこ

とによって、学生ボランティア活動が構造的に孕む問

題を明らかにするとともに、今後の課題を導き出す。

２．労働としての学生ボランティア

２．１．労働の再編

　仁平（2011a）は、1990年代以降に生じつつある労

働の再編について整理するための図（図１）を提示し

ている。図１の横軸は生産労働／再生産労働の軸、横

軸は賃労働／不払い労働の軸である。

賃 労 働 

生 産 労 働再 生 産 労 働  

通 常 の賃 労 働

搾 取 された

賃 労 働 

有 償 のケア

・家 事 労 働  

無 償 のボラン

タリーワーク

無 償 のケア

・家 事 労 働  

有 償 のボラン

タリーワーク

不 払 い労 働

1

3

2

図１　労働の再編（仁平，2011a，p.18をもとに著者が作成）

　図１のうち、第３象限（不払い労働・再生産労働）

にある①の矢印は、これまで無償であることが当然と

されてきたケアや家事などが、有償化しつつあること

を示している。具体例としては、これまで家庭内での

無償の労働として提供されてきた介護が外部化され、

有償の介護サービスとなった現状を挙げることができ

る。

　第１象限（賃労働・生産労働）にある②の矢印は、

①とは逆方向のベクトルを持つ労働の変化である。こ

れは、「生産労働における賃労働の不払い労働化」（仁

平，2011a，p.18）を示す。仁平（2011）は1990年代

後半から雇用が劣化し、男性の非正規雇用の就業が増

えていることや、「ワーキング・プア」問題の深刻化

などをこの例として挙げている（同上）。「ブラック企

業」の問題も、雇用の劣化の問題として語られること

が多いため、これに含まれると考えられる５。

　第４象限と第１象限とをつなぐ③の矢印は、「生産

労働と再生産労働の境界の曖昧化」（仁平，2011a，

p.19）を示す。従来は第１象限の労働、すなわち、生

産労働における賃労働が社会的な評価の中心にあり、

賃金の支払いもそこに集中してきたが、それは、再生

産労働における不払い労働をはじめ、他の様々な労働

との相互依存的な関係のなかで成り立っていることが

明らかになってきた。イリイチ（Ivan Illich）は主婦

が家庭内で行う家事に代表されるような、「賃金も支
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払われず、かといって家事が市場から独立することに

いっこうに役立つわけでもない一種の労役」（イリイ

チ，2006，p.2）を〈シャドウ・ワーク〉と呼び、〈シャ

ドウ・ワーク〉こそが「家庭を構える賃金労働者が存

在する上で必要な条件」（同上，p.3）であると述べる。

イリイチ（2006）によれば、「〈シャドウ・ワーク〉は、

近時の現象であって、しかも、商品集中社会の存続に

とっては、賃労働よりも根源的なもの」（同上）であり、

さらに、産業時代晩期においてはさらにそれが一般化

している（同上，p.234）。

２．２．「搾取された賃労働」としての学生ボランティ

ア活動

　では、図１に示されるような、現代における労働の

再編のなかで、学生による文化ボランティア活動はど

のように位置づけられるだろうか。吉澤（2011）は、

地域型アートプロジェクト６の学生ボランティアにつ

いて、以下のように指摘する。

　 　…ボランティアスタッフは、必ずしも労働の対価

として金銭を受け取るわけではないが、その働きは

プロジェクトに不可欠である。この分野で働く若手

の育成ということと同時に、彼らが学生時代に貴重

な経験をしていることは間違いない。だが、一歩間

違えばただ働きであり、その熱意が搾取の対象とな

る恐れもある。とくに「大学教員でありアーティス

トでもある者がアートプロジェクトの企画者である

といった場合には、自分の学生を無給・無償でプロ

ジェクトに参加させている例が多いが、自分がそう

した使える（支配的）立場にいる、ということをど

のくらい自覚しているだろうか」７との指摘がある

ように、大学単位でアートプロジェクトに参加する

ケースも多い昨今、政治的・経済的に彼らの働きを

「搾取する」ことにならないよう、指導者は注意す

る必要があるだろう。（吉澤，2011，p.211）

　地域型アートプロジェクトのボランティアは学生で

あるとは限らない。しかし引用中の、「彼らが学生時

代に貴重な経験をしていることは間違いない」という

言葉が示唆するように、ここで主に問題とされている

のは学生ボランティアである。吉澤は、「大学単位で

アートプロジェクトに参加するケース」を挙げ、そこ

に政治的・経済的な労働の搾取が行われる恐れがある

ことを指摘する。またたとえ学生自身が熱意を持ち、

やる気に溢れる場合であっても、「その熱意が搾取の

対象」となりえると述べる。

　ここで吉澤が問題としているのは、「やりがいの搾取」

（本田，2007）である。「やりがいの搾取」とは、端的に

言えば、自己実現的な「働き過ぎ」をつくり出すことに

よって企業がそこから利益を得ることである８。吉澤は、

日本各地でのアートプロジェクト関係者24人へのイン

タビューから、「しかしここには、自己責任論では決

して回収しきれない『やりがいの搾取』、昨今の若年

層の就労や貧困問題とも通じる構造的な問題が存在す

る」（吉澤，2011，p.212）と述べている。上記引用も

それらのインタビューから見いだされた知見のひとつ

である。

　しかし吉澤が問題とするような学生ボランティア活

動において、「やりがいの搾取」を生み出している主

体の多くは、企業ではない。地域型アートプロジェク

トに関していえば、企業によるメセナ活動の一環とし

て行われている「アサヒ・アート・フェスティバル」

のような事例もあるが、国や地方自治体などの公共セ

クター、公益法人やNPOなどの非営利セクターによっ

て実施される事例の方が多い。そのため、学生ボラン

ティアの問題は「やりがいの搾取」という概念が元来

問題としていた範疇の外側に位置する。学生の文化ボ

ランティアが「やりがいの搾取」の対象であるとすれ

ば、その搾取を行う主体は、企業ではなく、国や地方

自治体であり、公益法人やNPOなど公益性を持った組

織・団体である。吉澤は、その中でも特に、大学によ

る学生ボランティアの搾取を問題としている。

　以上の議論から、学生による文化ボランティア活動

は、図１の中でも②のベクトルに関わる問題として位

置づけることができる。事実、従来、「通常の賃労働」

として行われていた労働をより安価に実現するための

手段として、有償ボランティアやアルバイトとして学

生を雇用することもある。しかしボランティア活動が

有償で行われるケースはまだ少なく、その多くは無償

で行われている。すなわち、学生ボランティア活動は
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②をさらに進展させた先にある（②’）、不払い労働と

しての生産労働として位置づけられる（図２）。

 賃 労 働

生 産 労 働再 生 産 労 働  

通 常 の賃 労 働

搾 取 された

賃 労 働  

有 償 のケア

・家 事 労 働  

無 償 のボラン

タリーワーク

無 償 のケア

・家 事 労 働  

有 償 のボラン

タリーワーク

不 払 い労 働

搾 取 された

賃 労 働  

’1

3
2

2

図２　不払い労働としての学生ボランティア活動
　　（仁平，2011a，p.18をもとに著者が改変）

　このような位置づけは、ボランティアの「動員モデ

ル」（仁平，2011b，p.4）とも符合する。「動員モデル」

の先鞭をつけた中野（1999）は、ボランティア活動が

たとえ「自発的」に行われていたとしても、それは社

会に適合的な「主体」を用意し、行政コストを削減し

ているという点で、「システム」の要請に従うのみの

結果になっていると指摘する。特に、ネオリベラリズ

ムが進行する現在において、国家は社会福祉的なコス

トの削減のためにボランティアを動員しようとし、ボ

ランティア活動を奨励する。そのような意味で、学生

ボランティアは、国家やその他の社会システムによる

コスト削減に寄与しているとも言えるだろう。これは

言い換えれば、国家および社会システムによる、労働

力としての学生の搾取である。

３．学生ボランティアにおける交換形態

　しかし、ボランティア活動を市場経済的な枠組みで

論じることには限界がある。小澤（2001）はサラモン

（Lester M. Salamon）の議論を踏まえながら、社会の

中には、①市場セクター、②国家セクター、③ボラン

タリーセクター（市民社会セクター）という三つのセ

クターがあると述べる。小澤によれば、現在我々が直

面している現実的・実践的な課題は「それぞれ長所短

所を持つこれら三つのセクターをいかに組み合わせ

て、少しでも住みよい社会を構築するか」（小澤，

2001，p.242）であり、現在、「社会的なボランティア

問題」として語られている問題は、「市場セクターと

国家セクターに対して、ボランタリーセクターをいか

に位置づけていくか」（同上）という問題として言い

換えられるという。この枠組みに従えば、③ボランタ

リーセクター（市民社会セクター）に属するボランティ

ア活動を、①市場セクターの問題として論じることそ

のものに矛盾があることになる。すなわち、学生ボラ

ンティアを、労働という市場経済的な枠組みから捉え

ることに問題があるのであり、ボランティア活動はそ

もそも別の枠組みで議論するべきという批判である９。

　それでは、これまでに議論してきたような問題は存

在しないのか。答えは否である。確かに、市場経済的

な枠組みでのみ、学生ボランティアを論じることには

限界があるが、だからといって問題が存在しないわけ

ではない。学生ボランティアの問題には、市場経済的

な枠組みで論じられる問題とそうでない問題とが混在

しているというのが実情であろう。

　これらの問題について包括的に議論するためには、

新たな概念枠組みが必要である。そこで以下、柄谷

（2010）による「交換様式」という概念を用いて、学

生ボランティアの問題を検討してみたい。柄谷（2010）

は「交換様式論」と題して、世界史を読み解くための

「交換様式」という視点を提示している。柄谷によれ

ば、交換様式には、「Ａ：贈与と返礼という互酬交換」

「Ｂ：略取と再分配、または支配と保護」「Ｃ：商品交

換」「Ｄ：Ｘ（Ａの高次元での回復）」という、四つの

タイプがある（図３）。

Ｂ　　略取と再分配
　　　（支配と保護）

A　　互酬
　　　（贈与と返礼）

Ｃ　　商品交換
　　　（貨幣と商品） Ｄ　　Ｘ

図３　交換様式（柄谷，2011，p.12）

　柄谷によれば、「交換様式Ａは相互扶助的な共同体

の原理であるが、その成員は共同体に束縛される。交

換様式Ｂは身分支配的-服従関係や国家をもたらす。

交換様式Ｃは個人の自由な合意にもとづくが、実際に

は貨幣所有者との交換であり、そこからＢとは異質の

階級的関係がもたらされる。交換様式Ｄは想像的なも

のであり、実在するとしても局所的である」（柄谷，

2011，p.11）。柄谷はこの枠組みを用いて世界史を論

じているが、上野（2011）も述べるように、この枠組

みは「歴史的段階として見るべきではなく、むしろ、
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現代社会においても、様々な交換形態（交換様式：引

用者注）が混在している」（上野，2011，p.402）と考

えるべきであろう。

　「やりがいの搾取」という状況が生じうる背景にも、

現代社会における、ハイブリッド（hybrid；混成的）

な交換様式の存在がある。吉澤は、芸術（アート）に

おける労働としての側面に光が当てられてこなかった

背景に、「好きなことをやって生きている人は苦労し

ても当然」「芸術という営みは非営利であるべき」と

いった社会的・個人的な信念があるのではないかと推

測しているが（吉澤，2011，p.212）、このような信念

は、芸術（アート）をめぐる営みのなかに「Ｃ：商品

交換」に尽くしえない別の交換様式が存在しているこ

とを暗に示唆している。それはたとえば、「好きなこと」

を行うことによって得られるアイデンティティの感覚

であったり、エゴイズムを満たされることであったり

するかもしれない。あるいは、地域型アートプロジェ

クトであれば、それに関わることによって、コミュニ

ティの所属感や社会的ネットワークを得られることも

ある。

　たとえば、Shiroma & Moro（2011）は、柄谷によ

る交換様式の枠組みを用いて、大阪のある小学校の総

合学習を中心に展開された、文楽をテーマとした地域

プロジェクトを分析している。本プロジェクトでは、

プロの文楽の演者から、まちづくり系のNPO、近隣住

民、そして小学校とそこに通う児童生徒たちまで、様々

な人や集団がさまざまな動機をもってプロジェクトに

参加していた。Shiroma & Moroによれば、このプロ

ジェクトの活動における主たる交換様式は「Ａ：互酬

（贈与と返礼）」であるという。すなわち、それぞれの

グループは物質的資源の他、ボランティアとして労働

やスキル、知識などを「贈与」する傍ら、その「返礼」

として、コミュニティへの所属感やアイデンティティ

の感覚などを受け取っている。

　以上の議論を踏まえ、以下、交換様式という枠組み

を用いて、学生による文化ボランティア活動の事例を

分析する。ボランティア活動においては、ハイブリッ

ドな交換が行われていることを前提としたうえで、そ

れでもなお、交換において問題が生じてしまう状況に

焦点を当てる。具体的には、学生として文化ボランティ

アに従事した経験のある若者のナラティブ（narrative;

語り）を事例としてとりあげ、語られるエピソードに

おける問題状況に焦点を当てる。そのうえで、その問

題状況の中でどのような交換の〈失敗〉が生じている

かを明らかにする。これによって、学生の文化ボラン

ティア活動が孕む構造的な問題を抽出する。

４．方法

４．１．調査方法・分析方法

　上記の課題に取り組むため、本研究では、関東圏内

にある地方都市・Ａ市で行われている地域型アートプ

ロジェクト（以下、Ｂプロジェクト（仮称））に、大

学時代、学生ボランティアとして参加していた女性に

対し、エピソード・インタビューの手法による、イン

タビュー調査を実施した。

　エピソード・インタビューとは、「特定の領域に関

する主観的経験はナラティブ－エピソード的知、なら

びに意味論的semanticな知の形で貯えられ、かつ想起

されるとの前提」（Flick，2011，p.227）に立ち、具体

的な文脈に即したナラティブを収集するインタビュー

手法である。エピソード・インタビューでは、特定の

経験をしたエピソードの中で特に、調査目的と関連の

ある内容に焦点が当てられる。そこで本調査では特に、

Bプロジェクトにおける経験のうち、交換の〈失敗〉

が生じていると思われるエピソードに着目し、Ｂプロ

ジェクト関係者やＡ市の地域住民との相互行為のなか

で不満や葛藤を感じた経験について質問を行った。

　インタビュー調査は、2013年４月１日に実施され

た。インタビュー時間は約１時間40分である。インタ

ビュー内容は、ICレコーダーによる音声記録を行うほ

か、フィールドノートへの記録も行っている。

　調査によって得られた音声は、Nvivo9の転写機能を

用いてすべて文字化し、音声に対応したトランスクリ

プトを対応した。本調査の分析対象は、このようにし

て音声データと対応づけられたトランスクリプトであ

る。またインタビュー当日に作成したフィールドノー

トは分析のための参考資料として用いた。分析にあ

たっては、エスノメソドロジーの分析概念を使用し、

交換の〈失敗〉に関するナラティブがどのような順序

で、どのような言葉を用いて語られるのかを分析した。
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特に本稿では、「成員カテゴリー化装置」（Membership 

Categorization Device）10 （Sacks，1989）という分析

概念を用い、ナラティブに登場する種々のアクター

（actor；行為主体）がどのようにカテゴリー化される

かに注目して分析を行った。

４．２．調査協力者（インタビュイー）について

　以下、本調査の調査協力者（インタビュイー）であ

る、朝倉留美子（仮名）について紹介する。

　朝倉は2014年３月に大学を卒業し、インタビュー調

査時（2013年４月１日）にはすでに大学生ではなかっ

た。本調査において彼女をインタビュイーとして選ん

だ理由は２点である。１点目は、彼女が大学時代に、

複数の文化ボランティア活動に参加していたこと、２

点目は、彼女がBプロジェクトに複数の立場から関わ

ろうと試みた経験があることである。

　まず１点目についてであるが、朝倉は大学時代にふ

たつの文化ボランティア活動に参加している。ひとつ

はBプロジェクトの運営スタッフであり、もうひとつ

は、彼女が通学していた大学の所在地にある美術館の

鑑賞ガイドである。前者の主な業務内容は主に、会期

中の作品監視と来場者への案内、展示期間以降に開か

れたカフェの運営であった。この他の活動として会期

終了中のミーティングへの参加なども行っていた。後

者の主な業務は、美術館にクラス・学年規模で来場す

る小中学生に対し、展覧会を案内するとともに、展示

されている作品について彼らの感想を引き出し、用意

されたワークショップ用のカードに彼らが鑑賞体験に

もとづいた言葉を書けるよう支援することであった。

このボランティア活動に参加するためには、事前の研

修会への参加が求められていたため、それら研修会へ

の参加も行っていた。後述するように、Bプロジェク

トは学生団体・サークルを主な運営母体としているの

に対し、美術館でのボランティア活動の運営は主に美

術館のスタッフが担っていた。朝倉は、このように運

営組織・運営形態の異なる、ふたつの文化ボランティ

ア活動に参加していたため、それらを比較しながら、

Ｂプロジェクトについて述べることができた。なお、

朝倉はＢプロジェクトのボランティア活動に参加した

きっかけを、自分が所属するゼミナールの教員および

学生たちに薦められたためであると述べている（2014

年４月１日インタビューより）。

　２点目について、朝倉は大学４年次に運営スタッフ

としてＢプロジェクトに参加した後、次年度開催に向

けたミーティングにも複数回参加していた。さらに、

2013年３月には、同年夏期に開催されるＢプロジェク

トに向けた作品企画の公募に応募をしている。朝倉の

応募した企画は審査を通過したが、後日、彼女は応募

を辞退したため、結果的には作品の出展を行っていな

い11。このように、朝倉は、学生ボランティアとして

だけでなく、作品提供者＝アーティストとして、Ｂプ

ロジェクトに関わろうとしていた。本調査ではこのよ

うに複数の立場から関わっていた朝倉を調査すること

で、立場の変化に伴う交換の変容とその〈失敗〉にも

焦点を当てている。

４．２．フィールドの概要：Ｂプロジェクトについて

　最後に、本調査のフィールドとなるＢプロジェクト

について紹介しておきたい。

　前述したように、Ｂプロジェクトは関東圏内にある

Ａ市で開催されている地域型アートプロジェクトであ

る。Bプロジェクトのホームページ（2010年）の「開

催概要」には、「このイベントを通して、Ａ市の地域活

性化を促すことが目的です」と記載されており、Ｂプ

ロジェクトが、地域型アートプロジェクトの中でも特

に、地域活性化を目的としたものであることがわかる。

　Ｂプロジェクトは、2009年にはじめて開催され、そ

れ以降、年に１回のペースで開催を続けている。開催

期間は、主に夏期期間（７月～８月）のうち約１か月

間である。Ｂプロジェクトがはじめて開催された2009

年から2010年までは、主に、東京都および神奈川県の

大学に通う学生によって実行委員会が組織され、Ｂプ

ロジェクトの企画運営が行われていたが、2011年以降

は、Ａ市近隣にある市町村の大学の学生も運営スタッ

フとしてボランティア活動に関わっている。朝倉が所

属する大学もそのようなＡ市近隣にある大学のひとつ

であり、彼女の通う大学では2012年にＢプロジェクト

の運営などを担うボランティア・サークルが設立され

ている。

５．交換から搾取へ：ある学生ボランティアによるナ
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ラティブの分析から 

　それでは、朝倉はＢプロジェクトに関連する出来事

の中で、どのような交換の〈失敗〉を経験したのだろ

うか。以下、朝倉のナラティブから交換の〈失敗〉に

関わるエピソードを抽出し、それについて検討する。

　地域型アートプロジェクトに関わるアクターはプロ

ジェクトの目的や形態によって様々である。また、そ

のプロジェクトにどのようなかたちで関わるかによっ

ても、関連すると見なされるアクターは異なるだろう。

今回分析対象とする朝倉のナラティブにおいて、Ｂプ

ロジェクトに関連するアクターは、表１のとおりとさ

れていた。

　なお、ナラティブにおいて固有名性を持って語られ

る場合には「（固有名）」、一般的他者として語られる

場合には「（不特定多数）」と表記した。たとえば、Ｘ

大学の学生には、固有名性を持って語られる人物と一

般的他者として集合的に語られる学生たちの両方が存

在する。一方、Ｙ大学の学生には固有名性を持って語

られる人物がおらず、Ｙ大学の学生が言及される場合

には、常に集合的に語られていた。朝倉自身はＺ大学

に所属していたが、彼女が所属するＺ大学の学生につ

いても、固有名性を持って語られる人物と、一般的他

者として語られる他者の両方が存在していた。

　表１において注目すべき点のひとつは、「教員」と

してカテゴリー化されるアクターの存在である。「教

員」カテゴリーに属するアクターは、朝倉のナラティ

ブの中で「先生」と呼ばれることが多いが、これらの

人物はいずれも、Ｂプロジェクトの「プロデューサー」

でもある（Ｂプロジェクト2012年パンフレットより。

なお2011年の「プロデューサー」はY大学の教員のみ

である）。先に紹介した吉澤（2011）は、白川（2010）

の「大学教員でありアーティストでもある者がアート

プロジェクトの企画者であるといった場合には、自分

の学生を無給・無償でプロジェクトに参加させている

例が多い」（白川，2010，p.102）という言葉を引用し、

その危険性を指摘していた。「プロデューサー」、す

なわち、アートプロジェクトの企画運営者側にいる人

物が、朝倉のナラティブの中で「先生」と呼ばれてい

るという事実は、この指摘を想起させるものである。

　それでは、なぜ、教員とアートプロジェクトの企画

運営者とが同一人物であった場合に問題が生じやすい

のか。以下に示す、朝倉のナラティブ（事例１）は、

朝倉が、学生ボランティアとしてではなく「アーティ

スト」としてＢプロジェクトに参加しようとし、Ｂプ

ロジェクトの公募に作品企画を応募した際のエピソー

ドをめぐるナラティブの一部である。このナラティブ

を検討することで、教員とアートプロジェクトの企画

運営者が同一であることによって問題が生じるプロセ

スを明らかにしてみたい。

　なお、事例中、「教員」カテゴリーを示す単語には

囲み（例：先生）、その他のカテゴリーを示す単語に

はグレーの網掛け（例：運営）を施した。また、朝倉

のナラティブにおいて「教員」カテゴリーに帰属させ

られた者の発言には下線（直線）を、朝倉自身の過去

の発言には破線を施している。

　事例１には、Ｙ大学の教員とＺ大学の教員の両方が

表１　朝倉のナラティブにおけるＢプロジェクトのアクター

学生
東京・神奈川の学生

Ｘ大学の学生 Bプロジェクト実行委員会の学生（固有名）
その他、Ｘ大学の学生（不特定多数）

Ｙ大学の学生（不特定多数）
その他、都内の大学に通う学生（不特定多数）

地元の学生 Ｚ大学の学生 Ｚ大学の学生（固有名）
Ｚ大学の学生（不特定多数）

教員 Ｙ大学の教員（固有名）
Ｚ大学の教員（固有名）

アーティスト アーティスト（固有名）
その他のアーティスト（不特定多数）

地域住民 地域住民（固有名）
その他、地域住民（不特定多数）
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事例１　Ｂプロジェクトへの作品企画応募

朝倉： もうホントに、わたし、その、あのー、初めてそういう紙にー、自分の作品がどうのとかそういうの書

いたんですけど、ホントにその、趣旨？でしたっけ。なんかこう、

インタビュアー：企画趣旨みたいな？

朝倉：そう。

インタビュアー：あ、作品の趣旨。

朝倉： 作品の趣旨。そう。それが、なに書いたらいいかまったくわかんなくて、で、まぁ、梶原先生（仮名。

朝倉が所属するゼミナールの担当教員。Ｂプロジェクトのプロデューサーでもある。；引用者注）に、

相談し（た）「趣旨ってなんですか？」「コンセプト書けばいいんですか」って言われて、「あーそれで

いいと思うよ」って言われて、もうわたしコンセプトって、いまだに、うまく書けなくて、あの、ゼミ

展でも、なんかちょっとポエム書いちゃったりとか

インタビュアー：フフフ、いいんじゃない？

朝倉： ポエムしか書けなくて、で、今回もその、その思い描いたことをバーッって書いて、を、出したんですよ。

それでオッケーもらったんですけど、後
あとあと

々から、ツイッターで、「なんでこういうのでポエム書くんだ

ろう」っていう、意見が来て、撃沈しながら、

インタビュアー：それさぁ、もう蹴ったほうがいいんじゃない？フフフ

朝倉： ホントに。であの誰
だ れ あ

宛てでもなく、ボソッとつぶやかれたもので、でも私
わたし

も見えるし他の人も見える

し、で「すいませんポエム書いちゃってー、カッコ笑い」みたいに送ったら「なんで、（え）、あれは、

どういう、意図で、ポエム書いたの」って絶対私に向けて言われたことで、なんで普通にＤＭみたいな

（1.0秒の間）ダイレクトメールで言わなかったんだろうぐらいに（いっ）てー、「すいません！」って

感じで。…（中略）…でまぁとりあえず、（1.4秒の間）こう、「その書き方がホントにわかんなくて、で

絞りだしたのが、（0.8秒の間）あれしかなかったんです」って「バカですいません」って言ったら「バ

カとかそういう意味じゃないと思う、あのそういうレベルじゃないと思うんだけど」って。

インタビュアー：それ蹴ったほうがいいよ。それなんか運営者としてダメすぎる。

朝倉：あの、運営っていうか先生？

　　　　　　　　（1.0秒の間）

インタビュアー：先生？

朝倉：うんあのー、あのＹ大の。
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ゴリー集合を持つ成員カテゴリー化装置を駆動してい

るためと考えられる。朝倉のナラティブの中で、一連

の出来事はすべてこのカテゴリー集合によって意味づ

けられていく。また、その結果として、〈アーティス

ト-企画運営者〉というカテゴリー集合で意味付けら

れれば問題なく成立したはずの交換が成立しないま

ま、交換の〈失敗〉が達成されてしまう。

　朝倉はインタビューの中で、事例１に示したような

ツイッター上での相互行為の結果、自分自身の「感覚

が狂っ」てしまったと述べている（事例２）。

事例２　アイデンティティ感覚の喪失

朝倉：なんか難しいですね。なんか（2.0秒の間）

そのあたし、そのなんだ？やることに対し、あのー、

やることによって、名前を変えて、違う人として、

やりたいんです。まぁ、なんか、自分が、嫌いなの

で、なんか違う人になれば、これができるんじゃな

いかって思って、昔からこう、いろいろやってたん

ですけど。で、今の状態だと、スタッフのわたしと、

そのアーティストとしての違う自分が、一緒にされ

ちゃってて。そこで自分の中の、あの、（1.0秒の間）

感覚が狂っちゃってて。

　Shiroma & Moro（2011）が調査した文楽のプロジェ

クトにおいて、そこに関わる様々な人々は、自分自身

たちが提供する「贈与」への「返礼」として、コミュ

ニティへの所属感やアイデンティティの感覚などを受

け取っていた。Ｂプロジェクトに関わるなかで、朝倉

が「贈与」としてボランティアとして労働力を提供し

たり、作品を提供したりすることによって「返礼」と

して受け取ろうとしたものが、事例２で語られるよう

な、「アーティスト」としてのアイデンティティの感

覚であったとすれば、その交換の〈失敗〉をもたらし

たものは、まさに事例１で語られているツイッター上

の相互行為に他ならない。

　では、交換の〈失敗〉はどのようにつくりだされて

いるのか。表２は、ツイッター上で行われたとされる

登場する。このうち後者の教員は朝倉自身が所属する

ゼミナールの担当教員（Ｚ大学の教員）であり、今回

実施したインタビューの中でも「固有名＋先生」と呼

ばれることが多い。それに対してＹ大学の教員は、「先

生」と単独で、あるいは「固有名＋さん」で呼ばれて

いる。卒業して間もない時期の朝倉にとって、Ｚ大学

の教員は「先生」としか呼びえない存在であったこと

は容易に想像ができる。しかし、Ｙ大学の教員は、朝

倉が直接、教員-学生という関係で接する者ではない。

事実、「固有名＋さん」という呼称を朝倉が用いてい

ることからも、その関係性は流動的なものであったこ

とがわかる。それにも関わらず、ここでは、「固有名

＋さん」ではなく、「先生」という言葉が選択されて

いることに着目しておきたい。

  エピソードの状況――Ｂプロジェクトの公募に対し

て、作品企画を応募したという状況――だけを単純に

見れば、ここで「先生」という言葉が選択されるのは

不自然である。なぜならば、表１に従えば、作品企画

を応募する立場にある者は「アーティスト」だからで

ある。表１には存在しないが、「アーティスト」に対

応するカテゴリーは、Ｂプロジェクトの企画運営者側

であるべきだろう。Ｙ大学の教員に関していえば、こ

の人物はＢプロジェクトの「プロデューサー」であり、

応募企画の審査もこの立場で行っているわけである

から、文脈により即しているのは、「プロデューサー」

という言葉の方であると考えられる。そのため、イン

タビュアーは当該人物を示すために「運営者」という

言葉を用いている。

　事例１の後半５行では、インタビュアーがＹ大学の

教員を「運営者」としてカテゴリー化し、エピソード

中朝倉によって語られるような行為を「運営者として

ダメすぎる」と述べるのに対し、朝倉が「運営ってい

うか、先生？」と応え、あらためて「先生」としてカ

テゴリー化し直す実践が見られる。事例１の相互行為

において、Ｙ大学の教員はあくまで「先生」であり、

ここでは、Ｂプロジェクトの企画運営者側についての

言及がほとんど行われていない。

　エピソードの状況が、Ｂプロジェクトへの作品応募

とその経過であるにも関わらず、企画者側への言及が

存在しない原因は、朝倉が〈教員－学生〉というカテ
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に第２ペアとして出現しているのである。これによっ

て、当初その機能が曖昧であったはずのＹ大学教員に

よる発話（1）は、「（潜在的）非難」としての機能を

達成している。もし、１の発話が「（潜在的）非難」

でないのであるとすれば、Ｙ大学の教員はこの発話に

対して次の発話順番で修正を行うこともできる。しか

しながら、少なくとも朝倉のナラティブの中では、Ｙ

大学の教員による発話の修復はなされず、むしろ、Ｙ

大学の教員はさらに追い打ちをかけるように「非難」

を行っている。それに対して朝倉はさらに「非難の受

容」を行い、さらにＹ大学の教員が「非難」を行うと

いう相互行為がここでは展開されている。

　もちろんこれはあくまでも朝倉のナラティブの中で

再現された過去の相互行為であり、現実に行われた

相互行為と同一のものではないだろう。だが、「非難

－非難の受容（非優先的第２ペア）」という、本来で

あれば、非優先的組織化（dispreferred organization）

が行われるべき相互行為の中で、あたかも優先的構造

であるかのように相互行為が組みたてられていること

こそが、交換の〈失敗〉をうみだす原因となっている

のではないか。

　問題は「非難－非難の受容（非優先的第２ペア）」

という隣接ペアを優先的に生み出してしまう、社会的

な構造にある。事例１では、これらツイッター上での

やりとりに関する朝倉のナラティブを受けて、インタ

ビュアーが「先生」を「運営者」として再カテゴリー

化したうえで、「運営者としてダメすぎる」と述べる。

だがこれに対し、朝倉はその再カテゴリー化を拒否し、

再びＹ大学教員を「先生」としてカテゴリー化する。

さらに事例１の後には、Ｙ大学教員からツイッター上

で「どうしてこの作品をつくろうと思ったのか」「ど

ういう目的で（この作品をつくろうと思ったのか）」

「（作品に）どういう特徴があるのかっていう３点」を

挙げられたことを受けて、ブログ上でそれらを書いて

みようとしたというエピソードが語られる。

　つまり、〈教員－学生〉というカテゴリー集合の存

在が、「非難－非難の受容（非優先的第２ペア）」とい

う隣接ペアを永遠に続けさせているのである。奇しく

もインタビュアーの発言が示すとおり、〈アーティス

ト－企画運営者〉というカテゴリー集合が持ち出され

一連の相互行為（下線部および破線部）の経過を、会

話の「隣接ペア」12（adjacency pair）（Shegloff & 

Sacks，1989）に着目して整理したものである。

表２　ツイッター上での相互行為（事例１より）

No. 発話者 発話内容 機能

1 Y大学教員 「なんでこういうので
ポエム書くんだろう」 非難

2 朝倉 「すいませんポエム書
いちゃってー（笑）」

非難の受容／
非優先的第２

ペア

3 Y大学教員 「あれは、どういう、意
図で、ポエム書いたの」 非難

4 朝倉

「書き方がホントにわ
かんなくて、で絞りだ
したのが、あれしか
なかったんです」

「バカですいません！」

非難の受容／
非優先的第２

ペア

5 Y大学教員
「バカとかそういう意
味じゃないと思う。
そういうレベルじゃ
ないと思うんだけど」

非難

　隣接ペアとは、「挨拶－挨拶」「呼びかけ－応答」「問

い－答え」のように、対（ペア）となった２つの発

話が、類型化されたものである（山崎，2001，p.31）。

隣接ペアは第１ペアと第２ペアから成り、第１ペアの

発話がなされるとその次には第２ペアの発話が優先的

になされることが期待される。しかしながら、「非難

－応酬」の隣接対の場合、その優先的第１ペアは「応

酬」であり、「非難の受容」は非優先的第２ペアとな

る（山田，1992，p.77）。そのため「非難」に対して「非

難の受容」がなされる場合、沈黙や修復（聞き返しな

ど）によってその発話順番が遅延させられることが多

い（同上）。

　これを踏まえて表２の相互行為を見ると、隣接ペア

として予期されないかたちで、相互行為が展開してい

ることがわかる。Ｙ大学の教員による発話「なんでこ

ういうのでポエムかくんだろう」（1）は「問い」とも

「（潜在的）非難」ともとれる発話である。朝倉はこの

発話を「（潜在的）非難」と解釈し、この発話に対し

て「すいません」（2）と詫びを入れている。詫びると

いう行為は、「非難の受容」にあたる。ここでは、非

優先的第２ペアであるはすの「非難の受容」が、即座
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６．まとめと考察 

　本稿の目的は、学生ボランティア活動における問題

を、交換という視点から考察することにあった。その

ため、特に交換という観点から見て複雑な状況が生じ

やすい、文化ボランティアに着目した。まず、「やり

がいの搾取」論を中心に、学生ボランティア活動を労

働として捉える視点からその問題性を明らかにすると

ともに、労働という視点のみからこの問題を記述する

ことの限界を述べた。さらにその限界を乗り越えるた

め、柄谷（2010）による交換様式の枠組みを導入し、

この視点から学生ボランティア活動を論じることの可

能性を示した。そのうえで具体的な事例として、地域

型アートプロジェクトにおける学生ボランティアを事

例として、その交換の〈失敗〉がどのように生じるか

を、ある学生ボランティアのナラティブを分析するこ

とによって記述してきた。

　これらの議論を踏まえ、あらためて交換様式という

視点から本稿で見いだした知見をまとめると、以下の

ようになろう。

　（１ ）学生ボランティア活動においては「Ｃ：商品

交換（市場経済）」および「Ａ：互酬（贈与と返

礼）」、場合によっては他の交換様式をも混合さ

れた、ハイブリッドな交換が行われている。

　（２ ）「Ａ：互酬（贈与と返礼）」を中心とした交換

が行われる場合、学生たちはボランティアとし

て労働を「贈与」することの「返礼」として、

アイデンティティの感覚や感謝、愛情などの「表

出的な財（非－経済財）」（伊藤，1996，p.2）を

受け取る。

　（３ ）非－経済財の価値は情緒的価値に依存するた

め（同上，p.4）、参加者全員に一定の価値ある

「返礼」を行うことは困難である。そのため、交

換の〈失敗〉が生じやすい。

　（４ ）〈教員－学生〉というカテゴリー集合を用いた

意味づけが行われる場合、「返礼」の不在が双方

に不可視化されやすく、それゆえ交換の〈失敗〉

状態が継続し続ける危険性がある。

　（１）に示したように、学生ボランティア活動を捉

た途端に、この相互行為は成立しなくなる。なぜなら

ば、〈アーティスト－企画運営者〉では必ずしも非対

称な権力関係が前提とされないからである。そのよう

な意味で、表２の相互行為は、〈教員－学生〉という

非対称な関係性を持つカテゴリー集合によって、「ハ

ラスメント」（安富・本條，2007）が成立した事例で

あると見ることができよう。

　「ハラスメント」とは、相互行為の参加者が意図的

に「学習」を停止し、それによって他の参加者が自ら

の「学習」をうまく作動させられなくなることである

（安富・本條，2007，pp.14-33）。安富・本條（2007）

は、コミュニケーションの参加者が互いから発信され

たメッセージに基づき、相手のつながりのあり方につ

いて認識をバージョンアップさせることを「学習」と

呼び、「コミュニケーションが成立している、という

ことは、相互にこうした学習回路が作動していること

を前提としている」（安富・本條，2007，pp.19-20）と

述べる。これに対し、コミュニケーションの参加者の

どちらかが自らの「学習過程」を停止させることがあ

る。すると、安定した相互行為が成立しない。結果と

して、「一方だけがコマネズミのように学習の努力を

続けるこの非対称的な関係が継続することで、Ａ（「学

習」の過程を作動しようとする参加者；引用者注）は

疲労困憊し、茫然自失の状態に陥る。それは自尊心の

喪失につながり、学習過程をうまく作動させられな

くなる」（安富・本條，2007，pp.21-22）。安富・本條

（2007）によればこうした中で、「学習過程」の作動を

自ら停止させた参加者が、「あんたは私の言うことだ

け聞いていればいいんだよ」といった、自分にだけ都

合の良いメッセージを送り込み、もう一方の参加者を

呪縛することこそ「ハラスメント」である（安富・本

條，2007，pp.22）。

　「非難－非難の受容（非優先的第２ペア）」という隣

接対が継続し、最終的に朝倉がＹ大学の教員の指示す

るとおりに行動を変容させる、そのプロセスはここで

記述された、「学習過程」の作動停止のプロセスと類

似している。事例２に示したような、アイデンティ

ティ感覚の喪失は、「学習過程」における非対称的な

関係が継続し、その作動が停止した末にもたらされた

ものであると言えるだろう。
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　本稿で見てきたような交換の〈失敗〉も、朝倉およ

びＹ大学の教員がそれぞれに、そのような困難さを解

決しようと努力した結果として生じている。朝倉は、

「返礼」として、「アーティスト」としてのアイデンティ

ティの感覚を得ることを試みている。Ｙ大学教員もけ

して、悪意をもって「非難」を続けていたわけではな

いだろう。おそらくそこには、「教化的な善意」によっ

て問題状況を解決する意図があったに違いない13（３）。

　〈教員－学生〉という集合カテゴリーにもとづく成

員カテゴリー化装置は、このような状況において、「ハ

ラスメント」（安富・本條，2007）を誘発させる契機

をつくり出してしまう。教員側の「教化的善意」は、

まさに「善意」による「贈与」として意味付けられ、

それによって、学生が求める「返礼」が不在であるこ

とそのものが不可視化されてしまう。本来であれば、

学生ボランティアが労働力を「贈与」し、それに対し

て、アイデンティティの感覚（あるいは、謝意や愛情）

を得るかたちで成立する交換が、それに代わる「贈与」

をあてがわれることで、教員側にとってはあたかも交

換が問題なく成立しているかのように見なされてしま

う危険性があるのだ。交換の〈失敗〉はこのようにし

て不可視化される。そして、不可視であるからこそ、

それは継続され、学生ボランティアを疲弊させ、精神

的に追い詰める結果となる（４）。

　以上、本稿では、学生ボランティア活動が構造的に

孕む問題を具体的な事例に則して記述してきた。もち

ろん、「コミュニケーションはハラスメントの可能性

を常にはらんでいる」（安富・本條，2007，p.33）の

であり、また、〈教員－学生〉というカテゴリー集合

が用いられなければ交換の〈失敗〉が生じないという

わけでもない。また、〈教員－学生〉以外にも非対称

的な関係性を持つカテゴリー集合は多く存在する。そ

れゆえ、このカテゴリー集合のみを問題にすることは

有益でない。

　しかし、吉澤（2011）が指摘するように、大学単位

において、地域型アートプロジェクトに関わるケース

が増え、実際に、「教員」「学生」という立場で活動に

従事する人々が増えるとすれば、この問題はより重要

視されるべきであろう。前述したように、Ｙ大学教員

と朝倉とは直接的に教員－学生という関係にあるわけ

えるには単一の交換様式に着目するだけでは不十分で

ある。すでに論じたように、「Ｃ：商品交換（市場経

済）」という交換様式からのみ学生ボランティア活動

を捉えることには限界がある。また、ボランティア活

動が大学の授業での単位や成績とつながったり、就職

活動の際に何らかのかたちでボランティア活動の経験

をアピールしたりするケースが増えている現状を考え

ると、学生ボランティア活動が「Ａ：互酬（贈与と返礼）」

のみで成立しているとも考えにくい。むしろ、学生ボ

ランティア活動においては、様々な動機を持った人々

が参加するハイブリッドな交換が行われていると考え

るのが妥当であろう。

　しかしそれでもなお、学生ボランティア活動におい

ては、「Ａ：互酬（贈与と返礼）」によって成り立つ部

分が多い。学生が自らの「贈与」に対してなにを「返

礼」として求めているかは様々である。朝倉はインタ

ビューの中で、Ｂプロジェクトの目標達成に向かって

全員で努力するというよりも、「個々で成長していく

しかない」という考えを持つ学生が多くいると述べて

いた（2013年４月１日インタビューより）。このよう

に自ら情報やスキルなどの「手段的な財（経済財）」

（伊藤，1996，p.1）を「返礼」として獲得しようとす

る者もいる一方、やはりボランティア活動の「返礼」

を、非－経済財に求めるものは多い。日本学生支援機

構（2008）によれば、ボランティアに従事する学生た

ちが「ボランティア活動の動機」として挙げるものの

上位４位は、「困っている人の手助けがしたいから」

「新しい人と出会いたいから」「地域や社会をよりよく

したいから」「新しく感動できる体験がしたいから」

である（日本学生支援機構，2008，p.4）。人との出会

いやそれによってつくり出されるネットワークは、他

の目的のための手段的な財（経済財）となる可能性も

あるが、基本的にはこれらは皆、非－経済財――相手

からの感謝、自分自身の充実感、アイデンティティの

感覚等――によってその「返礼」が得られたと感じら

れる類のものである（２）。しかし、相手からの感謝

はともかく、充実感やアイデンティティの感覚は多分

に、学生ボランティア自身の情緒的な感覚に因る部分

が大きく、その基準も一様ではない。そのため一律に

それらを管理するのは非常に困難である（３）。
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ンスストアのアルバイト店員が売れ残り商品の買

い取りを要求されたり、飲食店で残業代を支払っ

てもらえなかったりするケースが不えているとい

う。「アルバイトを辞めるなら、求人情報誌への

広告料を払え」と要求された学生もいた。」（“バ

イトにも「ブラック」　労組で対抗”．日本経済新

聞．2014-04-11，朝刊，p.13.）

　　 　なお、「ブラックバイト」について、『知恵蔵

mini』では以下の定義が紹介されている。「就業

することを勧めることのできないアルバイトのこ

と。名称は違法な長時間労働などをさせ、入社

することを勧めることのできない「ブラック企

業」になぞらえて命名された。具体的には、「契

約や希望を無視してシフトを組まれる」「試験前

も休ませてくれない」「厳しいノルマを課される」

など。ブラックバイトが横行する背景には、企

業が非正規雇用の比率を高める中で、正社員が

行っていた業務をアルバイトに肩代わりさせるよ

うになったことがあると見られる」（“ブラック

バイト”．知恵蔵mini，朝日新聞出版. kotobank, 

http://kotobank.jp/, （参照 2014-04-11）.）

２） 日本学生支援機構が2004年に各大学（含む短期大

学、高等専門学校）を対象に調査した結果による

と、「ボランティア団体等学外からのボランティ

アに関する照会・協力依頼等に対応する担当部署」

があるかどうかという質問に対し、「ある」と回

答した大学等が83.0％であった。これは2001年度

に実施された調査に比べて75.2%から８ポイント

の増加であり、日本学生支援機構は「ボランティ

ア活動の受け入れ窓口の整備はかなり進んでい

る」（日本学生支援機構，2001，p.3）と指摘して

いる。なお2008年度に実施された調査で「ある」

と回答した大学は81.7%であり、「同じ水準で推移」

（日本学生支援機構，2009，p.4）している。

３） 筆者による、土山（2013）の口頭発表内容のメモ

より引用。土山が龍谷大学政策学部の特徴として

挙げた５つのポイントのうち「地域、学外の主体

との連携」（p.ＳⅡ19）の説明において引用の発

言がなされた。

４） 「文化ボランティア」は、文化庁によって「文化

ではない。あくまでも朝倉が〈教員－学生〉というカ

テゴリー集合を適用しているだけである。それにも関

わらず上記のようなハラスメントの問題が生じうるの

だとすれば、教員－学生という実際の関係が持ち込ま

れた場合、さらに問題が深刻になることも予想される。

　さらに言えばそのようなケースがさらに拡大した

際、実際の教員－学生の関係ではないにも関わらず、

朝倉のように、〈教員－学生〉というカテゴリー集合

をあらゆる関係に適用してしまう学生ボランティアが

出ることも予想される。地域を学生たちの学びの場に

することと、地域を学校化することとはまったく異な

るはずである。それにも関わらず、単に地域住民と学

生との間に〈教員－学生〉というカテゴリー集合が適

用され、結果として本稿で議論したような交換の〈失

敗〉がもたらされる可能性もある。

　本稿では、教員－学生という関係性で生じる問題に

焦点を当てて記述したが、学生ボランティアをめぐる

問題を考える場合、このような地域住民との関係性に

ついて考察することはさらに重要である。これについ

ては、稿をあらためて論じることとする。

付記

　本研究は、常磐大学課題研究助成（2013-2014年度）

を受けた。また本稿は、課題研究（共同研究）「アー

ト・デザイン活動による学生と地域との連携およびそ

の教育的効果に関する研究」の成果に基づき、執筆し

たものである。なお、本研究の調査は、常磐大学・常

磐短期大学研究倫理委員会による承認を得て実施され

ている。

注

１） たとえば、2014年４月11日付の日本経済新聞には、

「バイトにも『ブラック』労組で対抗」と題して、

次の記事が掲載されている。「社員と同等の責任

を負わされながら低賃金のまま過重労働を強いら

れる「ブラックバイト」も問題視されている。賃

金不払いなどの被害を受けた大学生アルバイトら

は昨年９月、労働組合「首都圏学生ユニオン」を

結成。北海道でも今年１月、同様の組合が誕生

した。首都圏学生ユニオンによると、コンビニエ
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の関わりを軸に置いたアートプロジェクトを本稿

では特に「地域型アートプロジェクト」と呼ぶ。

久木元（2008）は、アートプロジェクトの「ミッ

ション」（まちづくり/地域活性化―FINE ART/

HIGH ART）をＸ軸、「運営主体」（アーティスト

―自治体・公共団体）をＹ軸として、各地のアー

トプロジェクトをマッピングしている。これに従

えば、「ミッション」を「まちづくり／地域活性化」

とするアートプロジェクトを「地域型アートプロ

ジェクト」と呼ぶことができよう。

７） 原注。白川昌生．美術館・動物園・精神科施設. 

水声社，2010，p.102，（水声文庫）．

８） 本田（2007，p.117）より。本田（2007）は、阿

部（2006）において「単にバイク便ライダーたち

が個人的に好き好んでワーカホリックになってい

るのではなく、職場にそれを生み出す『からくり』

が幾重にも埋め込まれていることに十分自覚的で

ある」（本田，2007，p.116）とし、その「からく

り」が「経営者のトリック」（同上）であり、「企

業の意図によって生み出されている側面が十二分

にあると考えている」（同上，p.117）と述べる。

９） たとえば、仁平(2011b)は、1990年代以降の言説

における「ボランティア」の意味論的な位置価を

〈終焉〉というキーワードを用いて分析し（仁平，

2011b，pp.374-401）。「ボランティア」という言葉

がボランタリーセクター（市民社会セクター）に

ついて語るための主導的なカテゴリーから脱落

し、代わりに「NPO」という言葉が用いられるよ

うになったことを指摘している。仁平はNPOが

「社会貢献マーケット」という言葉を用いて語ら

れる言説を引用しつつ、「『参加型市民社会』と構

想される／されていた領域は、『市場（マーケッ

ト）』のイメージと重ねられ、その意味論とテク

ノロジーのもとで実効的に作動する領域だと定義

／上書きされている」（仁平，2011b，p.400）と

述べるが、これを踏まえれば、ボランティア活動

を労働として捉え、市場経済的な視点で問題視す

ることそのものが、現在の言説付置に依存した見

方に過ぎないとも言えよう。現代における交換様

式がハイブリッドなものであるならば、「Ｃ：商

芸術に自ら親しむとともに、他の人が親しむのに

役立ったり、お手伝いするようなボランティア活

動」（文化庁，2014）と定義されている。具体的

には、美術館・博物館等の生涯学習施設や地域イ

ベントでのボランティア活動、芸術文化系NPOで

の活動などがこれに含まれる。定義の中に「自ら

親しむとともに」という文言が入っていることに

示されるように、文化ボランティアは、社会や他

者のために役立つ奉仕活動としての側面と、自己

実現のための活動、自分自身にとって意義を持つ

活動としての側面の両者を併せ持つ活動である。

もちろん、文化ボランティアに限らず、すべての

ボランティア活動がこれらふたつの側面を有する

が、嶋崎・清水（2001）が記述した「美術館ボラ

ンティア」の事例のように、文化ボランティアは、

多種多様なボランティア活動の中でも、その矛盾

や葛藤が顕在化しやすい存在であるといえる。

５） 学生アルバイトの問題が横行する背景についても、

「企業が非正規雇用の比率を高める中で、正社員

が行っていた業務をアルバイトに肩代わりさせる

ようになった」と見る見方もある。注１を参照。

６） 「アートプロジェクト」について、久木元（2008）

は暫定的に「21世紀以降、アートに関わるイベン

トや運動体を組織し現在にいたる、アートNPO

などの自治運営組織を中心に、美術館や公共団体

も含む「ローカルな環境下でのアート活動」を展

開していく一連の活動形態」と定義している。ま

た芹沢（2012）は、「アーティスト一人だけでは

完結できないような表現の営みを、アートプロ

ジェクトと呼ぶと整理したらいいのではないか

と考えている」（芹沢，2012，p.206）と述べてい

る。久木元の定義は運営組織に着目し、芹沢の定

義はアートとしての表現形態に着目した定義であ

るが、このようないくつかの側面において、従来

の作品や美術展とは異なる特徴を持つ活動が、現

在、「アートプロジェクト」と総称されており、

本稿もこれに従って「アートプロジェクト」とい

う語を用いる。なお、アートプロジェクトには

様々な形態がありうるが、「まちづくり」「地域活

性化」を目的とするもの等、地域コミュニティと
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意からであれ、誰かからの『節度を欠いたコミュ

ニケーションの欲望』の対象となったとき、私

たちは『呪い』をかけられるのである」（内田，

2006，p.187）。
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はじめに

　1880年代以降、朝鮮政府はそれまでの鎖国攘夷政策

から開国近代化政策へと方針転換した。それに伴い、統

理機務衙門、統理軍国事務衙門、統理交渉通商事務衙

門、内務府などの一連の「開化政策を担当する官庁」１を

新設した。さらにその後、新式兵器の修理を主管する

機器局、貨幣鋳造を掌る典圜局、西洋式学校の育英公

院、西洋式士官教育を担当する錬武公院などを設置し

た。

　これらの諸機関の中で、1880年12月に創設された統

理機務衙門は、韓国の歴史上における最初の近代的な

政治機構であったと、制度改革の面でとりわけ高く評

価されている２。

　この統理機務衙門に関する本格的な研究は、全海宗

氏の「統理機務衙門の設置経緯に対して」が嚆矢であ

る。その中で氏は「統理機務衙門自体もその名称や、

中央官制上の位置が総理各国事務衙門〈以下、総理衙

門〉を連想させるものであり（略）泰西各国と通商問

題が緊迫し、事大・交隣事を掌る新しい機構を設置す

るのにあたって、星 指掌の内容、特に総理衙門に関

する記述が大きな影響をもたらしたのは偶然ではない

だろう」として、「新機構の設置は清の総理衙門の影

響があった３」と推察している。これはつとに田保橋

潔氏が首唱し、多くの研究者に継承されてきた推論と

論　　文

近代移行期における朝鮮の政府機構新設
—統理機務衙門を中心に—

崔　　蘭英（常磐大学人間科学部）

“A study on the Establishment of a new government agency in Korea during the 
modern shift period

-Mainly on the case of T’ongni kimu amun（統理機務衙門）-”

Lanying Cui（Faculty of Human Science, Tokiwa University）

　This paper investigated the background on the establishment of the Office for Extraordinary State Affairs 
（T’ongni kimu amun 統理機務衙門）, and examined how it affected foreign relations.
　The foreign affairs regarding Korea became serious around 1880 and were considered as an impending 
crisis. Particularly after arranging a treaty with Japan, new diplomatic problems came out in Korea. A new 
government agency was required to handle those new situations that could overcome the old conventional 
limits. As an increased political power （Kaehwap’a 開化派） had emerged, the internal conflict for the power 
had forced to establish T’ongni kimu amun （統理機務衙門）. It did not, however, last long. It was obvious that 
during those periods, Korea （Chosen） government did not have a clear vision for the “new modern future”, 
Alterations and reforms were necessary and frequently carried out in the process.
　The verification in this paper also led us to reach a new conclusion. Generally accepted opinion was that T’
ongni kimu amun （統理機務衙門） was an imitation from Qing China, however, it lacks foundation and was 
simply a speculation.
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一致している。つまり、朝鮮の統理機務衙門は清の総

理衙門をモデルにしており、「列国との通交に適応す

る行政機構４」であるという考えである。しかし、こ

の考えを支持する史料の提示がなく、推定の域を出て

おらず、検討の余地が残されている。

　また、統理機務衙門は朝鮮政府が「西洋文化を受容

しようとする態度を見せた５」として、「西洋文化の受

容」という立場から「近代的」な制度改革として評価

されている。近年では、朝鮮の政治勢力の分析を通し

て、統理機務衙門を自強・富強政策の推進機構である

と位置付けて、「近代的」政治機構と評価する研究も

出されている６。しかし、その「近代性」の内実の解

明は依然として為されていない。

　朝鮮の「近代化」は、既に様々な視点から、繰り返

し論じられてきた課題である。「開国」・「開化」と結

びつけられ、「開化」を目指す主体の努力によって、「近

代化」を実現するのに有利な条件がととのえられ、彼

らが如何に「近代国家」の形成を目指したかが分析の

対象になっている７。西洋の「文明」と接触し、それ

を意識的に受容し、「近代的」意識を持つようになると、

「上昇」した（文明が進んだ）かのように評価される。

このような「あるべき近代化像」が規範になり、一元

的な価値基準と言っても過言ではなかろう。「開化」

とは絶対的に国民国家の形成を目指すものであり、し

たがって、開化政策を推進する統理機務衙門は「近代

化」を促すものであるという考えも、その典型例であ

ると言えよう。

　本稿は、こうした問題意識の下に、統理機務衙門の

設立背景、職制、活動などの考察を通じて、①統理機

務衙門が「清の総理衙門をモデルにした」という従来

の考え、②統理機務衙門の抱える「近代性」の問題を

検討することにしたい。併せて、近代移行期における

朝鮮の政治改革を促した要素には、いかなるものが

あったかを考えてみたい。

　なお、史料との整合性を考慮して、本稿では年を陽

暦にし、月、日は史料の記載通りに陰暦を使用した。

Ⅰ．統理機務衙門の設立背景

　1880年12月、旧政権の大院君政権の象徴である軍政

機関の「三軍府」が廃止され、そのもとの場所に統理

機務衙門が置かれた８。設立の理由は何であったのか、

先ずその背景から検討してみたい。

１、対外危機意識における変化

　19世紀後半に入り、朝鮮は地理的要素と国際情勢に

よって、清朝・日本・ロシア・イギリス・アメリカな

どの諸国の関心を集めていた。

　この時期の朝鮮をめぐる国際関係は、①「征韓論」

に加え、朝鮮を満州から中国大陸に進出する橋梁とし、

朝鮮への進出を積極的に図った日本の大陸政策、②領

土拡大を図り、不凍港を求めるロシアの南下政策、③

東アジアでの既得利益を守り、ロシアを阻止する英国

の政策（1859年イギリス軍艦が対馬に停泊してから、

1861年まで英・露両国は対馬を巡って対立が表面化し

た）、④米国の東アジアに対する門戸開放政策の一環

としての朝鮮市場開放要求、⑤朝鮮と清朝との「宗属

関係」などが挙げられる。

　中でも、とりわけ1880年代初頭までは、ロシアの脅

威が強大であった。1870年代から、ロシアが朝鮮進出

を企てているとの言説が、在極東のイギリス外交官や

英系新聞あるいは日本政府当局者によって流布してい

た。しかしロシア政府は、極東露領の経済的軍事的弱

体性の故に、朝鮮の開国はロシアに敵対する欧米列強

の朝鮮侵入に道を開く事になるとの判断に立って、朝

鮮の現状を維持して開港や外交関係の樹立を求めない

という政策を採り続けた９。ところが、ロシア政府の朝

鮮に対するこの消極的な方針を知らずに、他国はロシ

アの南下による朝鮮侵略に対して、危惧を強めていた。

無論、当時のロシア政府に関する情報不足が原因の一

つと言えるが、それは露土戦争やイリ紛争など、ロシ

アに関わる緊迫した国際情勢によるものであろう。

　朝鮮がこれらの状況をどのように認識していたかに

ついては、『漆室問答』（アヘン戦争以後、1870年代頃

までに編纂されたと思われる写本10）によって、その

一端を窺い知ることができる。

　　　 「問曰。（略）洋人之所曁。環海内外殆将徧焉。

而惟吾東土姑無所事。其将畏吾之強、而不敢侵

耶。抑謂之不足有為、而置之耳。緩急後先之有

次、而然耶。（下略）」



－ 49 －

「人間科学」第 32 巻　第１号（2014 年 10 月）

　即ち、西洋の及ぶ所は、ほとんど全世界に行き渡っ

ており、朝鮮がまだ何事もないのは、緩急前後の順番

があるからなのであって、いずれ「西洋の衝撃」が朝

鮮に押し寄せてくるということを認識していたことが

看取される。また、清朝のアヘン戦争の経験から、事

前に対策を考えていたようである。『漆室問答』には

さらにこの問いに対する答えが続く。

　　　 「答曰。以中国之経験、行我国之良方。豈有坐

蹈前轍自底転覆哉。」

　と、朝鮮は中国の経験を以って、良い対策をたてる

ことこそが、同じ失敗を繰り返さないために必要だと

していた。清朝との事大関係を有している朝鮮は、両

次アヘン戦争以降、動揺を余儀なくされたが、政府は

清朝中国の人事、財政、内乱即ち清朝の支配安定度に

対して強い関心を示し、「西洋の衝撃」そのものに対す

ると同時に、「西洋の衝撃」を受けた事大関係の一方

の当事国である清朝に対して強い関心を払っていた11。

清の経験は朝鮮にとって実に重要なものであったので

ある。

　しかし、これによって統理機務衙門の設立が発案さ

れたとは考えにくい。朝鮮の史料において、清の総理

衙門についてはじめて言及されるのは、高宗３（1866）

年７月８日のフランス伝教師が朝鮮で殺害された事件

に際して、送られてきた清からの咨文の引用において

である。『同文彙考』では「當寧４年」（同治６年丁卯、

1867年）にはじめて総理衙門に関する記録があった。

総理衙門は1861年の設立であるから、数年経ってから

のことである。また、当時の朝鮮政府が清の総理衙門

について議論する記録は見当たらず、そのまま政治制

度に適用する意思も見られない。ただ、明・清以来に「宗

属関係」を有している朝鮮は、清朝中国の対外危機を

等閑視はできなかったのである。

　北原スマ子氏によれば、「1879年以降、日清のロシ

ア脅威感を反映した国際情報やイリ紛争の激化という

国際情勢、清の国力への不安、またロシアや欧米から

の開国要求、現実に抱えていたロシア領域への越境民

問題などによって、朝鮮の対外危機意識は徐々に強ま

り、専ら清朝に依存するだけでは生き抜けないことを

悟ったのである12」。したがって、朝鮮の政策転換・改

革への胎動は、このような緊迫した国際情勢への認識

の中からおこったのである。

２、「近代化」を支えるイデオロギー

　従来の研究は、朝鮮では近代化政策も政変も挫折し

たとして、日本の明治維新の「成功例」と比較してな

ぜそのような結果がもたらされたか、ということを考

える傾向があったように思われる。しかしこうした日

朝の比較ではなく、朝鮮における「近代化」は、ひた

すら「西洋化」を目指す日本の場合とは違う独自のも

のであったと考える必要がある。

　19世紀の後半の朝鮮においては、「東道西器」論に

立つ思想的基礎がその「近代」をなすものではないか

と考えられる。日本では、儒学的価値意識ゆえに、現

実の中国より西洋のほうがより優れていると信じてい

た13。程度の差があるものの、西洋には無関心ではな

かった朝鮮ではどうだったのか。

　以下の朝貢使節が清朝での見聞について述べた史料

から、朝鮮には、「中法」を正統とみなす考えがあっ

たことが読み取れる。

　　 　「総理各国衙門請設同文館学習天文算数、又請

延聘西人在館教習専用科甲正途人学習至於輪船機

器諸法藉西人為先導、俾講明機巧、宜謀自強、依

議欽遵矣。（略）天文算学、原係儒者所当習、是

以総管其事、以専責成、不過借西法以印証中法、

並非舎聖道而入 途（下略）。14」

というように、総理衙門では「天文算数」を学び、近

代的な機械を導入しようとして、西洋の技術を学ぶ

が、これはただ「西法」を以って「中法」を印証す

ることである。朝鮮では従来の学問が「聖道」であっ

て、西洋技術は「 途」（誤った道）に過ぎず、より

優れているとの考えは全くなかったようである。

　これは1860年代の終わり頃の記事であるが、1882年

代になると、いささか変化が見られた。国王高宗は

1882年８月に下した教書を通じて、開国・開化を国是

とし、西洋の「邪教」は斥けるが西洋の技術は学ぶべ

きであるとし、国内に建ててあった攘夷のための「斥
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和碑」の撤去を命じた。

　　 　「伝15曰、（略）其教則邪、当如淫声美色而遠之、

其器即利、苟可以利用厚生、則農桑医薬、甲兵舟

車之制、何憚而不為也、斥其教而效其器、固可並

行不悖也。況強弱之形、既相懸絶、苟不效彼之器、

何以禦彼之侮、而防其覬覦乎、誠能内修政教、外

結隣好、守我邦之礼儀、侔各国之富強、與爾士民、

共享昇平（下略）。16」

　ここで高宗は、西洋の科学技術の成果を「器」と位

置付けているのである。西洋の「教」は斥けるべきだ

が、その「器」は倣わなければならないものとした。

　1880年代に対外危機意識を高めた朝鮮は、「東道西

器」の論理を用いて、西洋技術に対する否定的な見方

からの転換を示したのである。必要に応じて、解釈を

変えていく柔軟な考え方は、統理機務衙門のような新

機構の設立を可能にしたのではなかろうか。

３、設立の契機

　朝鮮と日本との外交関係は、明治維新政府が成立し

てからいったん中断していたが、1876年に締結された

「日朝修好条規」によって復活した。しかしこの条約

は近代国際法に基づいたものであったため、朝鮮はそ

の後、開港場の問題や公使の駐在問題など、前例のな

い外交課題に取り組まなければならなくなったのであ

る。これに伴い、従来礼曹が担当する日本との「交隣」

の業務を大幅に拡大し、専門機構を設立する必要に迫

られた。

　1878年、日本公使花房義質は、外交交渉を担当する

専門機関の設立を促すような文書を朝鮮に渡した。彼

は清国総理衙門の所属機関である同文館が刊行した、

外交実務に関する『星 指掌』の内容を援用し、次の

ように述べている。

　　 　「該書〔星 指掌。著者註〕係清光緒二年北京

同文舘版行、説方今宇内各国遵行通使之例規殊詳。

其説邦国当有専管外国交際大臣、曰與各国使臣会

晤商議、本係総理大臣分内之事。至国君欲將和約

聯盟通商交戦等事宜宣示各国、此等文件、均由総

理大臣繕辦、遇慶吊等雖偶有国君自行函致隣邦、

亦例応由総理大臣辦理17。」

　点線部で示されるように、国には専ら「外国との交

際」を管轄するがいるべきで、それが「総理大臣」で

ある。各国の使節に面会して交渉することがその職務

であるが、条約締結や聯盟を結ぶこと、通商および交

戦などについての宣告のような書類も、すべて総理大

臣がまとめるべきである。また、隣国に慶弔事があっ

た際は、国の君主が自ら書信を送ることもまれにある

が、総理大臣が処理すべきであるとしている。「はじ

めに」で述べた従来の研究は、統理機務衙門の設立を

この「総理大臣」に関する記述と結びつけて、清朝の

総理衙門をモデルにしたとしてきた。しかし『星 指

掌』が統理機務衙門の設置に影響をもたらしたとは推

定できるものの、史料では確認ができない。

　1866年にアメリカの商船ジェネラル・シャーマン号

が朝鮮に通商を求めて来航したが、朝鮮はそれを拒み、

武力をもって退けた。しかし1870年代後半から、清よ

り開国通商の勧告を受け、次第に対外政策を変化させ

てきた。清の朝鮮に対する政策を主導した李鴻章は、

西洋諸国との通商問題は非常に重大であり、軍備強化

と並行して行わなければならないと、朝鮮の大臣李裕

元を通じて、「私信」の形で繰り返し朝鮮に開国する

よう勧告した。朝鮮は、対西洋諸国への開国に関して

は拒む一方で、応じなかったが、李鴻章の提言した軍

備強化に関しては賛成の意を示した。

　朝鮮政府に開国をめぐっての論争を激化させたの

は、1880年８月に第二次修信使金弘集が持ち帰った清

国公使館参賛官である黄遵憲の著した『朝鮮策略』で

あった。これは、それまでの清からの勧告を一層具体

化したものであった。黄遵憲は『朝鮮策略』において、

ロシアを脅威とみて、その対策として朝鮮に「親中国、

結日本、連美国」という基本外交路線を提言した上で、

「自強之基」を具体的に次のように勧めた。

　　 　「又遣学生往京師同文館、習西語、往直隷、淮

軍習兵、往上海製造局、学造器、往福州船政局、

学造船、凡日本之船廠・炮局・軍営、皆可往学、

凡西人之天文等法・化学・鉱学・地学、皆可往学、
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或以釜山等処、開学校、延西人教習、以広修武備、

誠如是、朝鮮自強之基基此矣18。」

　つまり、「自強之基」は清朝、日本より西洋言語の

学習、軍隊、機械、造船、また西洋の天文や科学を学

び、「広く武備を修む」ことである。

　金弘集の復命をうけ、国王と時・原任の諸大臣との

間で『朝鮮策略』についての検討が計られた19。政府

内部では、開国について諸大臣の意見は一致せず、そ

の後、鎖国攘夷派による強い反対などが辛巳衛正斥邪

運動までに発展した。それまでなかった外国との交渉、

変わる国際情勢、国内の意見分裂、これらの新たな事

態に対応して、統括する新しい機構を設立する必要性

を感じたのも無理がなかろう。

　また、『朝鮮策略』の中にも、李鴻章がたびたび提

言してきた「軍備を整える」という一条があり、それ

は国王の関心と一致するものであった。1876年「日朝

修好条規」を締結した直後に、国王は新武器に対して

関心を示し始めたのである。朝鮮は日本全権の来訪に

対する答礼を表向きの理由として、「解事者」を人選し

た使節を日本に派遣した20。派遣された第一次修信使

の正使である金綺秀が復命した際に、国王は日本の軍

兵、兵器など開化物情について大きな関心を示した21。

こうした軍備に強い関心を持っている国王の意思も

あって、朝鮮は新しい軍備を受容することを決定した

が、問題はどのように実現するかであった。つまり、

誰に、何処で、何を、どのように学ぶのか、を決めな

ければならない。

　この時の朝鮮は、日本と清朝以外の国とは外交関係

を結んでいない。日本の軍備について、大臣申 は、

「日本兵農之器、甲於天下22」との見解を示し、天下で

一番優れていると評価している。また李鴻章は、朝鮮

の李裕元に光緒５年（1879年）７月９日付けで送った

書信の中で、「日本廣聘西人、教練水陸兵法、其船

之堅利、雖万不如西人、恐貴国尚難與相敵23」と記し、

日本の軍備などは西洋と比べて劣るが、朝鮮と比べも

のにならないほどであるとしている。

　このような情報を得た朝鮮は、1880年３月23日に日

本に第二次修信使を派遣することを決定した。その表

向きの理由は日本外務省理事官宮本小一、公使花房義

質の数回に及んだ来朝に対する「答礼」であったが24、

真の目的は「物情詳探」であった25。すなわち、国際

情勢を調べ、新兵器をはじめとする日本の開化文物を

詳探することであった。このように、朝鮮は日本の状

況を調べることを優先にしていた。

　一方、最初に「学造器械」の留学生を派遣したのは、

清朝に対してであった。81年９月に「領選使」金允植

の率いる留学生一行が天津へ出発した。朝鮮はこれま

で李鴻章の開国勧告にはすぐに応えなかったが、軍備

強化のため留学生の派遣を要望してきた。

　　 　「官選明幹人員、情願学造器械之意聞于皇上、

恭俟誕綸、為今急務（下略）。26」

のように、朝鮮は自ら清に学ぶ意思を伝え、それを当

面の「急務」であるとして、清に咨文を送った。しか

し、清よりも他の先進したところに留学生を派遣した

ほうがいいとの反対意見もあった。その一例を挙げる

と、李駿善が著した「時弊疏」では、「寧不習、習則

固精、不必学於中国27」と清への留学生派遣に反対で

あった。習うなら精を固めるべきであって、必ずしも

清朝で学ぶ必要がないというのである。しかし、当時

の朝鮮には、清との関係をより親密にする必要があっ

た。領選使一行の費用は清朝が負担するということも

あって28、財政難の朝鮮にとっては、やむを得ぬ選択

であったのかもしれない。

　1880年８月29日に、清の皇帝から「学造器機事」の

留学生派遣を許可するが諭旨が出た29。これを契機に

同年の12月７日に、統理機務衙門の設立が検討された。

　　 　「上曰、向有幹局技藝等人之薦剡、亦以学造器

械事、咨請上国、今有回咨准許矣、不可不設一衙

門、凡係事大交隣軍務辺情等事、使之専管挙行、

衙門称号及官制、時原任大臣参賛有司堂上、商議

磨錬節目以入30。」

すなわち、国王は、「器械の製造を学習すること」が

許可されて、そのための管理機関を設けなければなら

ないとしている。そのほか凡そ事大、交隣、軍務、辺

境事情などをもっぱら管理するという権限も明らかに



－ 52 －

近代移行期における朝鮮の政府機構新設―統理機務衙門を中心に―

している。さらにその十日後の17日に、国王から新衙

門の設立は既に決まっており、規定条目を速やかに定

めるように、との命令が下され、その条目の作成は廟

堂、諸大臣に一任された31。

Ⅱ．統理機務衙門の職制

　１、各司

　議政府をはじめとする諸大臣の論議によって、「新

設衙門節目」が作られた。節目では、まず新衙門の名

称を「統理機務衙門」と規定し、業務内容によって

十二司に分け、各司は「各掌其事」とした。次の通り

である。

　　一、 事大司、掌事大文書、接待中国使臣、差送軍

務邉政使臣等事為
であるべきなり

白齊、

　　一、 交隣司、掌交隣文書、迎送往来使臣等事為白齊、

　　一、軍務司、掌統率中外軍旅等事為白齊、

　　一、 邉政司、掌邉務及隣国動静偵探等事為白齋、

政府之由来邉務、依前主管、

　　一、通商司、掌中国及隣国通商等事為白齊、

　　一、軍物司、掌製造兵器等事為白齊、

　　一、機械司、掌各様機械製造等事為白齊、

　　一、船艦司、掌京外各様船艦製造統領等事為白齊、

　　一、譏沿司、掌沿浦往来船隻照檢等事為白齊、

　　一、語学司、掌譯解各国言語文字等事為白齊、

　　一、典選司、掌擇取才藝、各司需用等事為白齊、

　　一、理用司、掌經理財用等事為白齊、32

　十二司の中で、兼管となったのは事大司・交隣司、 

軍務司・邉政司・譏沿司、典選司・語学司、機械司・

軍物司・船艦司の四部門十司であり、通商司と理用司

は専管であった。特に通商司は中国、そして隣国との

通商を掌る専門機関として規定された。事大司・交隣

司・通商司を「事大文書、中国の使臣を接待し、軍務

邉政使臣の差送などの事を掌る」、「交隣文書、往来使

臣の迎送などの事を掌る」、「中国及び隣国との通商等

の事を掌る」と定めている。この点については、「従

来の事大交隣という対外関係認識から脱し、条約体制

に立脚した近代的対外関係の本質を理解したものでは

なかった33」との批判がある。確かに、朝鮮と清朝の

事大関係は、日清戦争後、下関条約によって1895年に

最終的に廃棄され、条約関係に変わった。しかし、

1880年代初頭において、当時朝鮮の人々が条約体制を

優位な外交関係と考えていない。清朝との関係を強化

する方針は当時の朝鮮にとって、むしろ現実的であっ

て、必要であった。

　２、人事

　「節目」においてまた、統理機務衙門を正一品衙門

とし、内外の「軍国機務」を統一して総理することを

規定した。国王の伯父に当たる領議政の李最応を総理

大臣にして、その他の新衙門人事に関しては、「堂上

不拘員数、差下以経理統理機務衙門事下批、郎庁不拘

文蔭武、無定数択差34」と、柔軟な規定をしている。

翌1881年１月に国王の「伝」をもって、統理機務衙門

の「印信」（公印）を銀製のものにして鋳造することと、

懸板を作る命が下された35。そして、大まかな人事が

決定された。領議政は統理機務衙門の総理大臣と為し、

各司の堂上官は次のとおりである。

　事大・交隣司：趙寧夏・鄭範朝

　軍務・辺政・譏沿司：閔謙鎬・尹滋真

　通商司：金輔鉉・金弘集

　理用司：金炳徳・閔泳翊

　機械・軍物・船艦司：沈舜澤・申正煕

　典選・語学司：閔致庠・李載兢36

　登用された李載兢は総理大臣李最応の子であるほ

か、国王の外戚閔氏一族と名門の金氏の登用が目立つ。

このように人事が決まった翌日に、統理機務衙門は「機

密緩急」の職であるために、闕内に移設されて、堂郎

以下の入直が認められ、国王との面会が容易にできる

ようになった。これ以後、統理機務衙門は「内衙門」

とも呼ばれるようになった37。その後もまた人事の変

動や、節目の修正が続いた。人事に関しては、「自各

該司、随才収用」と38、人選権を統理機務衙門に任せて、

才能によって任用されることになった。

　『日省録』には、２月５日までに頻繁に行われた人

事異動が記録されている。それによるとこの日までに

計12回の任命があり、国王の兄である李載冕を事大・

交隣の堂上官にし、元事大・交隣司堂上の鄭範朝を機

械・軍物・船艦堂上に、元機械・軍物・船艦堂上の沈
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舜澤を典選・語学堂上にと配置換えもしている。中で

も特に注目すべきは、中人の訳官や僧侶などを特別登

用したことである。１月18日に漢学訳官金景遂・卞元

圭・李應憲、倭学訳官玄昔運を参事にし、２月５日に

は守門將であった李濟馬および僧侶の李東仁を參謀官

に任命した39。

　また、統理機務衙門総理大臣以下の官職名の変更も

行われた。２月５日の国王の伝には、「総理大臣以下

之職銜、今已付標釐正矣40」と記されていて、これに

従い李最応・金炳国を総理統理機務衙門事、金輔鉉・

閔謙鎬・閔致庠・金炳徳・尹滋真・李載冕・趙寧夏・

沈舜澤・鄭範朝・申正煕・閔泳翊・金弘集を経理統理

機務衙門事と改めた。すなわち統理機務衙門総理大臣

は総理統理機務衙門事に変り、統理機務衙門堂上は経

理統理機務衙門事に変ったのである。

　このように設立されてから２か月間の改変を経て、

ようやく落ち着いたように見えた統理機務衙門は、９

か月後の同年11月21日に、その組織がまた大きく変動

した41。設立当初の十二司は、同文、軍務、通商、利用、

典選、律例、監工の七司になり、「増置副経理主事、

随時増減」として、人員が増やされ、人事の変更は随

時行うことになった。この日の統理機務衙門人事を詳

しく見ていくと、次の通りになる。

　　 　「経理事李載冕・趙寧夏・副経理事沈相学並同

文司堂上差下、経理事李載・申正熙・閔泳翊・趙

義純・李元会、副経理事洪英植並軍務司堂上差

下、経理事金輔鉉・金弘集、副経理事趙秉稷・李

永・閔種黙並通商司堂上差下、経理事閔謙鎬・

李根弼・朴定陽並利用司堂上差下、経理事金炳徳・

尹滋真・趙準永並典選司堂上差下、経理事沈舜澤・

巌世永並律例司堂上差下、経理事閔台鎬・鄭範朝、

副経理事姜文馨並監工司堂上差下。」

　一年前に統理機務衙門が設立された当時の堂上官の

大部分は留任したが、李載兢だけが脱落している。ま

た、下線を施した人物は「紳士遊覧団」（朝士視察団」）

のメンバーである。彼らは1881年１月から２月にかけ

て、東萊暗行御史等の名目で国王から密かに「探求日

本国国勢形便」の任を受けて渡日した42。帰国後わず

か１、２ヶ月で、一行12名のうち10名（下線）が統理

機務衙門の堂上に任命されたことになる。彼らの所属、

日本での見学先は下表の通りである43。

所　属 メンバー 見学先

同文司 沈相学 外務省

軍務司 李元会・洪英植 陸軍教練・陸軍省

通商司 趙秉稷・李 永・閔種黙 税　関

利用司 朴定陽 内務省

典選司 趙準永 文部省

律例司 巌世永 司法省

監工司 姜文馨 工部省

　なお、残りのメンバーの中のもう一人、魚允中は、

遅れて高宗19（1882）年２月２日に、統理機務衙門主

事に任ぜられた44。「紳士遊覧団」が日本及びその見学

先について徹底した視察を行ったかどうかはさて置

き、彼らによってもたらされたものは、朝鮮の将来に

とって極めて重要な意味をもっていた。彼らが帰国後

に短期間のうちに統理機務衙門の要職に就任したこと

は、日本での見聞を生かしたいという朝鮮政府の意図

があったのであろう。彼らは政治・行政制度において

は、三権分立と内閣中心の政局運営に対する理解を深

め、司法・軍事制度、経済財政制度及び産業振興政策、

外交・通商体制についてもそれぞれ知見を広めたよう

うである。「紳士遊覧団」が収集してまとめた日本の

各省の制度に関する『視察記』類はその機構十二司か

ら七司への改編する際に活用された45。

　以上、統理機務衙門の職制および人事配置の変化を

見てきた。名門家系の出身者、戚族が多く登用される

のは、当時の政権を支えるうえで不可欠なことであろ

う。しかし中人の訳官や僧侶などが抜擢されたことは、

統理機務衙門ならではのことである。また、国王から

密命を受けて日本に派遣された「紳士遊覧団」のメン

バーの多くが統理機務衙門の官員になったことも興味

深い。

Ⅲ．外交面における機能

　こうして、統理機務衙門は専門化された新機構とし

て設立され、内外政務において機能をし始めた。国内

では、経理事閔謙鎬を通して、花房義質公使の推薦で

日本陸軍少尉堀本禮造を「別技軍」の「訓教之師」に
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任じ、軍制の改編を行った46。また、鬱陵島検察官の

派遣や、絶影島の投鎮、舟橋司の運営をし、鋳銭など

財政強化にも取り組んでいたのである。本稿では紙幅

の関係で、対外関係に焦点を絞って、統理機務衙門の

主な活動を考察していく。

　１、対日外交

　統理機務衙門はまず日本との間の外交窓口として定

着した。

　1881年日本公使の花房義質は、国王の謁見を求める

のにあたって、礼曹判書の洪祐昌に書信（明治14年５

月５日付け）を送り、その旨を伝えた47。これに対し

て返信をしたのは、やはり洪祐昌であった。事大・交

隣堂上の趙寧夏・鄭範朝が対応したのではない。また、

明治14年６月８日に花房公使が礼曹判書洪祐昌宛てに

「請講定仁川港埠頭位置海関例規」の書信を送ったが、

返信者は同じく「礼曹判書」の沈舜澤であった48。こ

れは、それ以前「日朝修好条規」の協商を行った際に、

朝鮮は「只当遵守三百年旧規、而大事則貴国政府與我

国政府、小幹則貴国外務省与弊国礼曹、比等往復、永

以為好･･･49」とし、礼曹を日本との外交を担う窓口に

していたからである。しかし、次の史料、「礼曹判書

示信使茲往仍要税則公平講定兼告新置衙門書」では、

朝鮮は統理機務衙門を日本政府、交隣司を外務省と同

等であるとしている。

　　 　「本邦新置統理機務衙門、分設交隣司、體貌

別、従今以後、衙門之於貴政府、交隣司之於貴外

務省、書契往復、概用平式、互相管幹一視、弊曹

之往例要将遵守、俾図永遠……50」。

　このように、朝鮮は統理機務衙門の中の交隣司（の

ちは同文司）が、日本との外交（交隣）業務を担当す

ると通知している。外交機関の専門化がしだいに定着

していったのである。

　また、日本への使節派遣に関しても力を発揮したの

である。1882年２月、統理機務衙門は見聞を広めるた

めに、日本に使節を派遣することを提言した。

　　 　「統理機務衙門啓言、以軍械学造事派使中国、

已有成命矣、謹当磨錬以入、而日本公使、亦以銃

船舶等事、至有文字於廟堂、非但難恝其厚意、

他国軍械、亦有広見聞之道、本衙門被薦人、前府

使李元会、参劃官差下、令該曹口傳単付、率参謀

官李東仁、従速発行･･･51」

ここで示されたように、日本公使の厚意を拒み難く、

そのうえ他国の軍備は見聞を広めることができると、

派遣目的をはっきりと表明している。以前に東萊暗行

御史等の名目で派遣された「紳士遊覧団」とは対照的

である。派遣された李東仁は僧侶の出身で、1881年２

月５日の人事で起用された人物であるが、「紳士遊覧

団」の案内人であったという説52もある。こうして統

理機務衙門が設立されてから、日本に使節を派遣し、

国勢とりわけ「軍械」についての知識を広めると公言

できるようになった。

　さらに、統理機務衙門は次の引用文の点線部で示し

ているように、

　　 　「統理機務衙門啓言、近年隣使之回、既有修謝

之例、即今於国書之来、亦宜派使賁答矣、通信行

之三使具備･･･使臣以信使称号･･･53」

と、日本に派遣する使節の名称を「信使」とした。「日

朝修好条規」が締結した後に派遣された使節は、それ

までの「通信使」の称号を改め、「修信使」としていた。

今回は、その名称を踏襲せず、対等な立場で使臣を交

換するという意味での「修信使」との違いを示したかっ

たであろうか。

　２、対清外交

　上に日本へ派遣する使節を「信使」と定めた同じ日

に、次のように清への使節派遣も決めたのである。

　　 　「統理機務衙門啓言、軍械学造事、上国回咨已

出来矣、領率使臣称号及工土資送凡節、令統理機

務衙門、従速磨錬以入事命下矣。謹依下教、諸条

磨錬節目書入、而使号称以領選使･･･」

と、点線部で示しているように、清への使節をその役

目によって「領選使」と称した。そして、領選使一行

の人選や節目の議定も統理機務衙門によるものであっ
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た。

　担当する「学造器機事」の人員派遣の要請を清が応

諾したことが、統理機務衙門の設立のきっかけとなっ

たことは前述した。領選使の一行は、目的とした武備

自強については、予期したとおりの成果を収められな

かったが54、彼らの天津行きには別の成果があったの

である。それは、朝鮮国王の望んでいた、アメリカと

の条約締結が、李鴻章に斡旋を依頼して、実現したこ

とであった。金允植は「領選使」として天津に到着し

た時に、李鴻章に国王の密書を届けた55。その際、金

允植は李鴻章に、天津で学ぶ留学生派遣の件よりも、

国王の密書を伝えることが今回の主な目的であると伝

えた。

　金允植が届けた国王の密書は、次のような内容で

あった。

　　 　「此小邦連美国之計、環瀛各国不応不心許、惟

日俄及本国人所不楽聞者也。（略）就此事宜速不

宜遅、宜密不宜疏。宜事体重大、弾壓国人之心宜

名正言順、惟有我皇上明降詔旨、先期暁諭、於明

春貢使之回踵、遣使派員協美議約、則寡君以憑仗

皇靈随宜酌辦、保和東洋、永固藩屏56。」

　すなわち、国王はアメリカと公平に平等な条約を結

ぶことを希望している。しかし、国内の世論とりわけ

鎖国攘夷派の反対が強いので、これを抑えるために、

清の皇帝から勅命を下してほしいと要請したのであっ

た。

　原田環氏は、「対外関係を担当する部門は事大司と

交隣司しかなく、しかも兼管であった。『朝鮮策略』

のいう「親中国・結日本・連美国」の、「連美国」を

担当する専門の部門がないのである。朝鮮政府は、『策

略』の描く開国近代化の方向をめざしながらも、実際

の対外システムは旧来の清と日本を対象にした事大・

交隣体制の次元に止まっている。これは朝鮮が清の属

国なので、「人臣にありては義として外交なし」とい

う観念の下に依然としてあったためであろう。このた

め米国との条約締結は、事大司を窓口に、清を経由し

て行われた57」と述べている。この点についてはまず、

事大司はすでに前年で廃止されていたため、この時点

では清の宗属関係（事大関係）とかかわる業務は同文

司が引き継いでいるはずである。すなわちアメリカと

の条約を交渉する際に、事大司は既に存在していな

かった。また朝鮮側で条約の交渉に参加し得た金允植

は、「領選使」であった。「領選使」は統理機務衙門の

人選によって派遣されたものであるが、条約締結の全

権を持っていなかったため、朝米条約の交渉をしたに

もかかわらず、署名できなかったのである。82年４月

に調印された条約の実際の署名者は「全権大官　経理

統理機務衙門事申 、全権大官　経理統理機務衙門事

金宏（弘）集」である。金弘集は当初より通商司の堂

上官であった。したがって、朝鮮はアメリカとの条約

締結は事大司ではなく、通商司の担当であると認識し

ていたであろう。朝鮮がアメリカに求めたのは、通商

の関係であったからである。

　そしてこの通商については清朝にも求めた。すなわ

ち1882年２月17日、国王は清朝との通商について、以

下のように述べた。

　　 　「教曰、既許日本開港通商、而於中国則尚守海

禁、有乖親中国之意、中国与我国已開各港互相貿

易、無礙往来、勉遵約束之意、亦就議於総理各国

事務衙門及通商大臣也。亦教曰、近来外国有窺伺

之意云、不可不先事綢繆58。」

ここで国王は、朝鮮が既に日本と通商しているのに、

なお清との海禁を守ることは、清に親しむ意に背くこ

とになるので、すでに開港している貿易港において清

と貿易を行い、往来を妨げず、約束に遵うことにつと

めるという考えと、近来、外国が「窺伺」して朝鮮を

ねらう意があるというので、事前に備えておかねばな

らないという考えを示している。通商は財政難の打開

のみならず、清朝との関係をより親密にすることで自

衛をはかる手段でもあった。

　そこで清との貿易交渉に派遣されたのは、統理機務

衙門の主事に任命されたばかりの魚允中であった。魚

允中は、東萊府暗行御史の命を受けて「紳士遊覧団」

のメンバーとして渡日した後、清に赴いて、李鴻章を

含めて清の洋務派官僚と接触して朝鮮に戻った人物で

ある。彼は長く経籍に関する事務を担当する弘文館に
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いたが、清国行きが決まった２月２日に副司果（従六

品）から急遽、統理機務衙門に異動することになった59。

清との交渉を担当するには、洋務派官僚とパイプを持

つ魚允中が適切であろうが、同時に統理機務衙門の官

員であるべきと朝鮮は考えていたのであろう。そして

「中朝水陸貿易章程」は1882年８月に正式に調印され、

朝鮮と清朝との貿易は拡大されたのである60。

　1882年６月５日に、朝鮮で兵士たちの反乱（壬午軍

乱）が起こり、続いて国王の父である大院君政権が復

活して、政局が混乱した。統理機務衙門は10日をもっ

て、国王の伝によって廃止されたが61、その構造の一

部は後に設立された統理軍国事務衙門、統理交渉通商

事務衙門に引き継がれることになった。

結びにかえて――統理機務衙門のもつ歴史的意味

　以上、近代移行期における朝鮮の新設した機関――

統理機務衙門――の設立背景とその活動を、対外関係

を中心に検討してきた。

　政権を担う諸勢力の中で、往々として同一の政権内

の主流派が政策の決定権を握っている。ということは

逆に、非主流派は政権の掌握をめざし、さまざまな政

治的資源の動員をはかり、政権内権力闘争を展開する

ことは当然である。一般的には、開化思想は開国論者

の朴珪寿の弟子たちを担い手として、日本との開国の

前に形成され、1877から79年頃に実際に朝鮮の改革を

行おうと政治活動を開始し、開化派の勢力が形成され

た、と言われている。糟谷憲一氏によると、閔氏政権

が開化政策へ転換したのち、開化派はしだいに政権上

層部に進出した62。統理機務衙門の人材登用は、国王

と政権上層部の利益の一致という側面を反映してい

る。国王から密命を受けて日本を視察した「紳士遊覧

団」のメンバー 12名のうち11名が復命の後、統理機

務衙門の堂上官となり、政府機構に重要な位置を占め

たのである。こうした「開化派」が政権の上層部を占

めてくると、国王と相互依存関係になっていくはずで

ある。新しい制度を作って発展させながら、国王と開

化派がそれぞれ勢力の拡大をはかることもあるだろ

う。統理機務衙門が制度上で「近代的」であるとすれ

ば、その「近代性」の中には、伝統国家における国王

と官僚との間の、政治権力の抑制＝均衡が一つの要素

としての存在が確認できよう。

　これまでの検討では、統理機務衙門設立の経緯を明

らかにした。朝鮮は日本と条約を締結した後、新たな

外交課題に直面した。1880年前後から強まってきた対

外的危機意識の下、従来の枠では対応できない事態が

発生し、政権内での勢力闘争も加わり、新しい政府機

構の設立を選んだのである。従来の研究は、清の総理

衙門と名称が類似することから統理機務衙門を「清朝

モデル」と指摘してきたが、本論で検討した結果、清

の総理衙門をモデルにした点、或はモデルにしようと

した点は確認できなかった。1861年に設立された清の

総理衙門と、その20年後に設立された朝鮮の統理機務

衙門は、それぞれ直面する課題が異なる一方、組織体

制から設立後の活動および発展の様相も異なる。した

がって、総理衙門をモデルにしたとの結論は安直であ

ると否めない。

　しかし、国家間の相互模倣は世界史の中で多々見ら

れる現象である。朝鮮は、日本と清を通じて西洋的近

代の知識を得た面が多いため、日本と清に「近代」像

を尋ね、その中で取捨選択して自らの「近代」像を作

りあげる面もあろうかと思われる。統理機務衙門が運

営する過程で、柔軟な対応で変革を重ねていた。設立

後の職制や頻繁に行われた人事異動などから見れば、

安定的に持続した部分が少なかったと言えよう。朝鮮

政府が最初から「近代的な政府機関」という明確なビ

ジョンを持って、それに向っていったのではなく、状

況に応じて変化させて完成していったと考えられる。

　本稿では紙幅の関係上、統理機務衙門の担う政務の

検討を対外関係に絞り、その他の活動や既存の政府機

関との折衝については割愛した。これらは後続論考に

譲りたい。
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口腔アレルギーをモデルとした唾液アミラーゼ活性による
食物アレルギー診断の検討

小林　晶子（常磐大学人間科学部　専任講師）　　　　　　　　　　
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小林　大輔（こばやし耳鼻咽喉科　日本アレルギー学会認定専門医）

Value of salivary α-amylase activities for the diagnosis of food allergy

Akiko Kobayashi（Faculty of Human Science, Tokiwa University）
Miki Ohsawa（Iwama day care center）
Megumi Ohnishi（Fujisangyo Co.,Ltd）

Daisuke Kobayashi（Kobayashi ear, nose and throat hospital）

要旨

　口腔アレルギー（食物アレルギーの特殊型）と唾液アミラーゼ活性の関係性について調査した。アボカドに対し

て口腔アレルギーを持つ被験者とアレルギーを持たない被験者が、アボカド及び、アレルゲンでないみかんを摂取

した後の唾液を採取し、そのアミラーゼ活性を比較した。その結果、アレルギー保持者がアレルゲンを摂取した場

合のみ、摂取後10 ～ 15分後に唾液アミラーゼ活性が低下することを見出した。このことは、唾液アミラーゼ活性

は食物アレルギー有無の指標となる可能性を示唆している。

１．緒言

　食物アレルギーとは、「食物によって引き起こされる

抗原特異的な免疫学的機序を介して生体にとって不利

益な症状が惹起される現象」と定義されている。症状

の確認は、詳細な問診によりアレルギーの誘発過程と、

現在のアレルゲン食品摂取状況を把握し、必要に応じ



－ 60 －

口腔アレルギーをモデルとした唾液アミラーゼ活性による食物アレルギー診断の検討

て食物経口負荷試験による確定診断（原因アレルゲン

の同定）を行う。また、原因と疑われる食物を絞りこ

むのに用いられる免疫学的検査には、血中抗原特異的

IgE抗体検査、皮膚プリックテスト（皮膚の上に直接ア

レルゲンを置いて、アレルギー反応をおこすか判定す

るテスト）、好塩基球ヒスタミン遊離試験などがある。

しかし、食物アレルギーの最も確実な診断法であるの

は食物経口負荷試験であり、確定診断、およびアレル

ギー耐性獲得の確認を目的として実施されている（１）。

　食物アレルギーの特殊型に口腔アレルギー症候群が

ある。このアレルギーは、IgE抗体を介した口腔粘膜

に限局する即時型アレルギー症状を示し、花粉症を合

併する場合はpollen-associated food allergy syndrome

（PFS）とも呼ばれている。原因食品は生野菜や果物

であり、多くの患者が花粉症の症状も示す。診断は病

歴と特異的IgE抗体価を参考に行い、補助診断として、

皮膚プリックテストの一種であるプリック・プリック

テストが行われている。確定診断のための経口負荷試

験は新鮮な食品の舌下投与で行われている（１）。

　今回、食物アレルギーの診断に、唾液アミラーゼ活

性が有効かどうかを検討した。唾液アミラーゼは、血

漿ノルアドレナリン濃度と相関が高いことが知られて

おり（２） （３）、ストレス評価における交換神経活動の指標

として利用されている（４）。食物アレルギーの場合、食

物抗原に感作され抗原特異的IgEが産生されると、IgE

はマスト細胞に結合し、マスト細胞からはヒスタミン

やセロトニンなどの伝達物質が放出される。この反応

は交感神経を抑制し、副交感神経を優位にすると考え

られており、食物アレルギーの場合にもアレルゲン摂

取後、唾液アミラーゼ活性に影響が及ぶ可能性が考え

られる。唾液は、非侵襲的に採取できる検体として、

全身疾患診断の検体として注目されてきた（５） （６） （７）。食

物アレルギー診断に唾液アミラーゼ活性が利用可能で

あれば、現在の食物アレルギー診断法よりも安価、簡

便で患者にストレスのかからない診断法となり得る。

　本論文では、口腔アレルギーと唾液アミラーゼ活性

の関係性について調査した。アボカドに対して口腔ア

レルギーを持つ被験者とアレルギーを持たない被験者

がアボカド及び、アレルゲンでないみかんを摂取した

後の唾液を採取し、そのアミラーゼ活性を比較した。

２．研究対象、方法

（１）対象

　常磐大学生及び教員のうち、以下のa、b、cに当て

はまるもの各１名ずつを対象とした。

被験者a：アボカドを摂取すると口腔内にかゆみを生

じる自覚症状があり、プリック・プリックテストで陽

性を示す。

被験者b：アボカドを摂取しても口腔内にかゆみは生

じず、プリック・プリックテストで陰性を示す。

被験者c：アボカドを摂取しても口腔内にかゆみは生

じず、プリック・プリックテストで陰性を示す。しか

し、アボカド特異的IgE濃度検査では、疑陽性を示す。

（２）方法

　プリック・プリックテストは、調べたい野菜や果物

を滅菌針で刺し、そのまま速やかに皮膚に出血しない

程度の傷をつけ、皮膚の反応を観察するテストである。

このテストには、バイファケイテッドニードル（東京

エム・アイ商会）、メキシコ産アボカド、陰性コント

ロールとして滅菌生理食塩水（大塚製薬）、陽性コン

トロールとして10mg/mlヒスタミン二塩酸塩（ナカラ

イテスク）を用いた。皮膚に傷をつけて15分後に膨疹

径を測定し、陰性コントロールより３mm大きい場合

を陽性とした。

　唾液の採取は、専門医の監視のもとに、昼食前の空

腹時に流涎（保存用チューブ内に挿入したストローを

口に含み、唾液を垂れ流すことにより採取する方法）

で行った。アボカド摂取時の唾液採取はa、b、cそれ

ぞれの被験者について３回行い、間隔は、２～３ヶ月

ごととした。アレルゲンではないみかん摂取時の唾液

採取は、アボカドアレルギーを自覚する被験者aにつ

いて３回（間隔は１～２ヶ月）、アボカドアレルギー

の自覚のない被験者bについて１回行った。アボカド

を摂取した場合は、摂取する前の唾液を採取（０分）

した後、アボカド約６gを60～90秒間に３回に分け

て摂取した。その後、摂取し始めてから５、10、15、

20、30分後の５点で唾液を採取した。なお、１回目の

採取のみ２、５、10、15、30分の５点で唾液を採取し

た。みかんを摂取した場合は、摂取する前の唾液を採

取（０分）した後、みかん一房（６～７ｇ）を摂取した。
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図２　唾液アミラーゼのデンプン分解能測定実験結果（アボカド摂取　２回目）
A．唾液アミラーゼがデンプンを分解し生じた還元糖量を、アボカド摂取直前の唾液（０分）を１として示した。
B．還元糖量を唾液たんぱく質濃度で除した値を、アボカド摂取直前の唾液（０分）を１として示した。
aはアボカドアレルギー陽性の被験者、bはアボカドアレルギー陰性の被験者、cはアボカドアレルギー疑陽性の被験者を示す。
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図１　唾液アミラーゼのデンプン分解能測定実験結果（アボカド摂取　１回目）
A．唾液アミラーゼがデンプンを分解し生じた還元糖量を、アボカド摂取直前の唾液（０分）を１として示した。
B．還元糖量を唾液たんぱく質濃度で除した値を、アボカド摂取直前の唾液（０分）を１として示した。
aはアボカドアレルギー陽性の被験者、bはアボカドアレルギー陰性の被験者、cはアボカドアレルギー疑陽性の被験者を示す。
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図３　唾液アミラーゼのデンプン分解能測定実験結果（アボカド摂取　３回目）
A．唾液アミラーゼがデンプンを分解し生じた還元糖量を、アボカド摂取直前の唾液（０分）を１として示した。
B．還元糖量を唾液たんぱく質濃度で除した値を、アボカド摂取直前の唾液（０分）を１として示した。
aはアボカドアレルギー陽性の被験者、bはアボカドアレルギー陰性の被験者、cはアボカドアレルギー疑陽性の被験者を示す。

図４　唾液アミラーゼのデンプン分解能測定実験結果（みかん摂取　１回目）
A．唾液アミラーゼがデンプンを分解し生じた還元糖量を、みかん摂取直前の唾液（０分）を１として示した。
B．還元糖量を唾液たんぱく質濃度で除した値を、みかん摂取直前の唾液（０分）を１として示した。
aはアボカドアレルギー陽性の被験者、bはアボカドアレルギー陰性の被験者を示す。
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その後、摂取し始めてから５、10、15、20、30分後の

５点で唾液を採取した。採取した唾液は、-20℃で保

存した。還元糖量測定やたんぱく質濃度測定の際には、

凍結した唾液を氷上で融解後、30秒間ボルテックスを

行い、４℃、3000回転、15分間遠心分離した。遠心分

離後の上清を実験に供した。

　唾液アミラーゼ活性は、デンプンの加水分解後に生

じるマルトースなどの還元糖をDNS法（８）にて定量する

ことにより測定した。試験管に0.1Mリン酸緩衝液

pH8.0（0.1M KH2PO4, 0.1M Na2HPO4）を2.0ml入れ、２

%可溶性デンプン溶液（Merck）を0.25ml入れた。そ

の試験管を37℃で約５分間保ち、酵素液（唾液を

0.9%NaClで450倍に希釈したもの）0.25mlを加え混和し

た後、37℃で正確に10分間反応させた。反応終了後は

速やかに氷水中に移して反応を停止させた。次に酵素反

応液の入った試験管と標準として用いるマルトース溶液

（０，1.0，2.0，3.0，4.0，5.0 mg/ml）の入った試験管に

糖定量試薬（１% ３，５-dinitrosalicylic acid （Wako）、

2M NaOH、1.1M KNaC4H4O6・4H2O）を2.5ml加え、試

験管ミキサーにて混和した。パラフィルムをして80℃の

湯浴で正確に20分間加熱した後、試験管を流水で冷却

して550nmで比色定量した。１サンプルを２回測定し、

その平均値を還元糖量とした。また、唾液のたんぱく質

濃 度 測 定 の た め に は、Bio-Rad Protein Assay Dye 

Reagent Concentrate （Biorad）を使用した。

　なお、この研究は、常磐大学・常磐短期大学研究倫

理委員会において審査、承認されている（承認番号

100018、100032）。

３．結果

（１）プリック・プリックテスト

　アボカドを摂取すると口内にかゆみを覚える被験者
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図５　唾液アミラーゼのデンプン分解能測定実験結果（みかん摂取　２、３回目）
A．アボカドアレルギー陽性の被験者の唾液アミラーゼがデンプンを分解し生じた還元糖量を、みかん摂取直前の
唾液（０分）を１として示した（２回目の実験）。
B．アボカドアレルギー陽性の被験者の還元糖量を唾液たんぱく質濃度で除した値を、みかん摂取直前の唾液（０
分）を１として示した（２回目の実験）。
C．アボカドアレルギー陽性の被験者の唾液アミラーゼがデンプンを分解し生じた還元糖量を、みかん摂取直前の
唾液（０分）を１として示した（３回目の実験）。
D．アボカドアレルギー陽性の被験者の還元糖量を唾液たんぱく質濃度で除した値を、みかん摂取直前の唾液（０
分）を１として示した（３回目の実験）。
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は陽性を示し、アボカドを摂取しても自覚症状の出

ない２名は陰性を示した。しかし、そのうち１名は、

陰性コントロールよりも２mm大きい膨疹が生じてお

り、この被験者について血液検査を行ったところ、ア

ボカド特異的IgE濃度が0.35～0.69UA/mlであり、疑陽

性の評価が得られた。

（２）アボカド摂取後の唾液アミラーゼ活性

　アボカド摂取時の唾液は、２（１）項で示したa、b、

cの３名ともに３回採取した。１回目の結果を図１、

２回目の結果を図２、３回目の結果を図３に示す。図

１Aは唾液アミラーゼが、デンプン溶液を分解して生

成した還元糖量を表しており、図１Bは還元糖量を唾

液中のタンパク質濃度で除した値を示している。アボ

カドを摂取する直前を０分とし、その時の値を１とし

て表示している。アボカドを摂取すると口内にかゆみ

を覚える被験者aは、アボカド摂取から６～８分後に

口腔内のかゆみがピークとなった。その後、アボカド

摂取10分後には還元糖量が急激に減少した。このこと

は、10分後では唾液アミラーゼ活性が低下したことを

示している。アボカドを摂取しても自覚症状のない被

験者bはアボカドを摂取しても、摂取10分後の唾液ア

ミラーゼ活性の低下は見られなかった。また、アボカ

ドを摂取しても自覚症状はないが、血液検査で疑陽性

である被験者cでは、摂取10分後の唾液アミラーゼ活

性の低下が見られた。２、３回目の実験（図２A、図

３A）では、被験者Aはアボカド摂取６～８分後にか

ゆみのピークが現れ、15分後には還元糖量が低下し

た。被験者b、cには大きな変化は見られなかった。こ

れらの結果は、アボカドアレルギーである被験者aは、

アボカド摂取後10～15分後に唾液アミラーゼ活性が低

下する傾向があることを示している。また、還元糖量

を唾液たんぱく質濃度で除すると、被験者aにおいて、

１回目、２回目の実験では低下が認められたが（図１

B、図２B）、３回目の実験では明確な低下が確認でき

なかった（図３B）。

（３）みかん摂取後の唾液アミラーゼ活性

　被験者aにおいては、アボカド摂取時の10～15分後

のような還元糖量の低下は見られなかった。被験者b

は、アボカド摂取時と同様低下しなかった（図４A）。

２、３回目は被験者aのみで実験を行った（図５A、C）。

その結果、１回目の時と同様に、アボカド摂取時に観

察された、十数分後の還元糖量の低下は見られなかっ

た。このことからアレルゲン以外の食物を食べても唾

液アミラーゼ活性は低下しないことが示唆される。ま

た、還元糖量を唾液たんぱく質濃度で除しても、還元

糖量に大きな影響を与えないように見えた（図４B、

図５B、D）。

４．考察

　アボカドアレルギーを呈する被験者aはアボカドを

摂取後10～15分で唾液アミラーゼ活性が低下し、アボ

カドによりアレルギー症状を全く示さない被験者bは

唾液アミラーゼ活性が低下することはなかった。ま

た、免疫学的検査でアボカドに対して疑陽性を示した

被験者cは３回の試験のうち１回のみ唾液アミラーゼ

活性がアボカド摂取後10分で低下した。次に、被験者

a、bについて、アレルゲン物質でないみかんを摂取し

た場合も同じ試験を行った。被験者a、bともにみかん

摂取後、唾液アミラーゼ活性が低下することはなかっ

た。これらの結果は、口腔アレルギーと唾液アミラー

ゼ活性には相関があることを示唆している。また、被

験者cのような自覚症状がないにも関わらず、免疫学

的検査では疑陽性が出るような事例でも、唾液アミ

ラーゼ活性が低下する場合があることから、精度的に

も免疫学的検査に劣らないと考えられる。そして、唾

液アミラーゼ活性（還元糖量）を唾液たんぱく質濃度

で除すると、アミラーゼ活性の低下が不明確になる場

合があることから、唾液中のたんぱく質量を考慮する

必要はなく、唾液アミラーゼ活性測定値のみによる判

断で十分と考えられる。

　唾液アミラーゼ活性は、刺激に対する交感神経興奮

状態の強さの目安になる指標として知られており、ス

トレス推定の指標になるとされている（４）。ヒトのスト

レスシステムは、視床下部－下垂体－副腎皮質系（HPA

システム）と視床下部－交感神経－副腎髄質系（SAM

システム）の二つの系で構成されている。唾液アミラー

ゼ活性に関連しているのは、SAMシステムである。

ストレスにより交感神経が刺激され興奮状態になる
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と、ノルアドレナリンが分泌され、血中ノルアドレナ

リン濃度が高まり、唾液アミラーゼの合成、分泌が高

まる（４） （９）。このように唾液アミラーゼは、交感神経の

作用によって分泌されるので、ストレッサーに対して

数分で鋭敏に反応する。今回のアボカドアレルギーの

被験者も口腔内にかゆみを生じてから数分で活性に変

化が生じている。

　アレルゲンを摂取すると、IgE抗体と結合し、マス

ト細胞からヒスタミンやセロトニンなどの伝達物質が

放出される。これにより血管拡張や筋収縮が起こり、

アレルギー反応が生じる。これは交感神経よりも副交

感神経が優位に働くと生じる反応であり、アレルゲン

摂取時に交感神経の働きが低下したため、唾液アミ

ラーゼ活性が低下したと考えられる。ただし、今回の

アレルゲンであるアボカドは仮性アレルゲンであるセ

ロトニンを含んでいる。仮性アレルゲンが副交感神経

の反応を助長した可能性は残り、仮性アレルゲンを含

まない食物でも検討する必要があるだろう。

　今回は限られたアレルギーを対象にし、被験者も限

られた人数で行なわれた試験ではあったが、得られた

結果は、唾液アミラーゼ活性は食物アレルギー有無の

指標になる可能性を示唆している。今回見られた現象

が普遍的なものであるならば、意思疎通の難しい乳幼

児などのアレルギー確定診断の際に利用できるであろ

う。また、一般的な食物経口負荷試験は、半日から１

泊入院で実施され、摂取量は食品により異なるが、例

えば大豆では総負荷量は50～100gとなる（1）。唾液アミ

ラーゼ活性を利用できれば、経口負荷試験が短時間で

済み、負荷量もはるかに少量で済むと考えられる。一

方、上記したように、唾液アミラーゼ活性はストレス

によって上昇するので、アレルギー検査に用いる場合

は、リラックスした状態で唾液を採取する必要がある。

実際、アレルギー保持者が興奮状態にある場合は、ア

レルギー物質摂取後も、アミラーゼ活性が低下するこ

とがなかった（data not shown）。今後は対象とする

食物アレルギーの種類や被験者を増やして検証する必

要があると考える。
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さ
ら
に
考
察
す
る
。
孔
穎
達
は
〈
喜
怒
哀
楽
之
未
発
〉
を
も
と
も
と
の
心
の
「
安
ら
か

で
静
か
な
状
態
（
澹
然
虚
静
）」
と
解
釈
し
た
。
こ
れ
も
老
仏
の
見
解
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
〈
天
〉
が
人
に
付
与
し
た
〈
性
の
徳
〉
で
あ
る
「
仁
・
義
・
礼
・
知
は
、
心
に
根
づ
い

て
お
り
」、
中
に
鬱
積
し
て
外
に
現
実
・
行
動
と
な
っ
て
発
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
〈
喜
怒
が
未
発
〉
の
状
態
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
「
仁
・
義
・
礼
・
知
」
の
端
緒

で
あ
る
「
四
端
」
が
、
中
に
充
実
し
て
お
り
、「
火
が
一
度
つ
け
ば
止
め
ど
な
く
燃
え
広
が

り
、
泉
の
水
が
一
度
蛇
口
か
ら
吹
き
出
れ
ば
と
ま
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
物
事
の
根
本

と
な
っ
て
お
り
、
未
発
の
状
態
は
世
界
の
究
極
的
な
現
実
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
心
に

は
こ
の
よ
う
な
「
仁
・
義
・
礼
・
知
」
と
い
う
〈
性
〉
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、〈
至

誠
は
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
い
〉
と
は
、
心
は
常
に
〈
己
を
成
し
〉〈
物
を
成
し
〉
て
お
り
、

少
し
の
間
も
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
易
』
の
「
天
行
は
健
な
り
」、

つ
ま
り
「
天
」
が
動
き
を
と
め
な
い
こ
と
を
「
健
」
と
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
っ
て
、〈
喜

怒
哀
楽
未
発
〉
は
世
界
の
根
本
的
な
運
動
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
篇
で
は
〈
未

発
〉
の
状
態
を
〈
中
〉
と
す
る
が
、〈
中
〉
を
ひ
た
す
ら
心
に
求
め
て
は
い
な
い
。
こ
の
篇

は
〈
善
に
明
ら
か
に
な
る
〉
こ
と
を
〈
身
を
誠
に
す
る
〉
た
め
の
根
本
と
し
、〈
学
・
問
・

思
・
辨
〉
を
〈
善
を
択
ぶ
〉
た
め
の
根
本
と
し
、
そ
し
て
、〈
博
く
・
審
ら
か
に
・
慎
し

み
・
明
ら
か
〉
に
し
、〈
善
を
択
び
、
固
く
守
っ
て
〉、〈
善
に
明
ら
か
と
な
っ
て
誠
〉
と
な

り
〈
誠
で
あ
っ
て
善
に
明
ら
か
〉
な
〈
聖
人
〉
と
同
じ
境
地
に
た
ど
り
着
け
る
と
し
、
自

己
を
成
し
遂
げ
る
〈
仁
〉
の
〈
徳
〉
と
、
他
物
を
完
成
さ
せ
る
〈
知
〉
の
〈
徳
〉
と
の
両

方
が
と
も
に
備
わ
り
機
能
し
て
、〈
性
の
徳
〉
は
完
全
と
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
〈
喜
怒
哀
楽
の
未
発
〉
の
状
態
を
〈
天
下
の
大
本
〉
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、〈
喜
怒
哀
楽
未
発
〉
は
中
に
充
実
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
〈
未
発
〉
は
〈
節
に
中
る
〉

こ
と
の
根
本
な
の
で
あ
る
。〈
ま
だ
発
動
し
て
い
な
い
〉
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
究
極
の

現
実
・
行
動
で
あ
り
、
孔
穎
達
の
言
う
よ
う
な
「
澹
然
虚
静
」
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

◯
以
上
、〈
道
〉
を
総
論
し
て
〈
中
庸
〉
の
義
を
た
ち
あ
げ
て
い
る
。
下
文
に
至
っ
て
、

は
じ
め
て
夫
子
の
言
葉
を
引
用
し
、〈
中
和
を
極
め
る
〉
根
拠
は
〈
中
庸
〉
の
二
字
に
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
。

　

道
の
大
要
を
論
ず

　（18）
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は
〈
天
〉
に
代
わ
っ
て
〈
天
〉
の
〈
化
育
を
助
け
〉、
ま
ず
〈
人
の
性
を
尽
く
し
〉、
そ
し

て
〈
物
の
性
を
尽
く
す
〉。
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
き
り
も
り
し
〈
万
物
を
生
育
す
る
〉。
思

う
に
、
心
の
官
に
は〈
知
・
仁
・
勇
〉の〈
徳
〉が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
、
も
と
も
と〈
中
〉

で
な
い
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
発
動
す
る
時
に
、
目
や
耳
な
ど
の
感
覚
器
官
が

時
に
外
物
に
蔽
わ
れ
、
さ
ら
に
外
物
と
外
物
と
が
交
わ
る
と
簡
単
に
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ

て
し
ま
い
、
そ
の
〈
中
〉
を
失
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
〈
未
発
〉
の
段
階
に

も
と
づ
い
て
、〈
性
の
徳
〉
が
も
と
も
と
〈
中
〉
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

も
し
そ
の
〈
性
〉
に
率
っ
て
、
発
動
す
る
時
に
み
な
〈
節
に
中
れ
〉
ば
、
喜
び
に
よ
っ
て

喜
び
を
な
し
、
怒
り
に
よ
っ
て
怒
を
な
す
と
い
う
よ
う
な
偏
り
が
な
く
な
り
、
五
味
が
調

和
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
を
〈
和
〉
と
言
う
の
で
あ
る
。〈
中
〉
を
受
け

た
民
が
、〈
知
・
仁
〉
の
〈
性
〉
に
よ
っ
て
、
五
倫
に
対
処
す
れ
ば
、
す
べ
て
み
な
〈
天
〉

が
命
じ
た
〈
性
〉
に
率
い
、
あ
ら
た
め
て
ま
っ
す
ぐ
に
な
お
し
た
り
そ
い
だ
り
す
る
必
要

が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、そ
の
〈
道
〉
は
天
下
古
今
に
通
達
す
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
〈
達
道
〉
な
の
で
あ
る
。
下
文
に
述
べ
ら
れ
る
〈
達
徳
〉〈
達
道
〉
と
は
、
こ
れ

に
基
づ
く
。

○
『
書
経
』
洪
範
の
義
よ
り
考
察
す
る
。
天
が
ひ
っ
そ
り
と
定
め
た
「
陰
騭
」
は
、「
彝

倫
」
す
な
わ
ち
万
物
に
内
在
す
る
常
道
で
あ
る
「
五
行
・
五
事
・
八
政
・
五
紀
・
皇
極
・

三
徳
・
稽
疑
・
庶
徴
・
福
極
」
に
も
と
も
と
備
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
す
る
と
、
こ
の

篇
の
〈
中
を
極
め
る
〉
と
は
、
善
を
明
ら
か
に
し
た
〈
至
誠
〉
の
心
か
ら
発
せ
ら
れ
て
、

「
皇
極
」、
す
な
わ
ち
〈
道
〉
の
究
極
の
状
態
で
あ
る
「
極
（
中
）」
が
確
立
さ
れ
る
こ
と

で
あ
り
、
ま
た
〈
和
を
極
め
る
〉
と
は
、
洪
範
の
九
疇
か
ら
「
皇
極
」
を
除
外
し
た
「
五

行
・
五
事
・
八
政
・
五
紀
・
三
徳
・
稽
疑
・
庶
徴
・
福
極
」
が
、
い
ず
れ
も
ス
ム
ー
ズ
に

機
能
し
、〈
天
〉
が
ひ
っ
そ
り
と
定
め
た
も
の
が
、
い
ず
れ
も
「
す
べ
て
居
る
べ
き
所
で

和
合
す
る
」
状
態
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
〈
性
に
率
っ
て
道
を
脩
め
る
〉

事
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
聖
人
は
天
工
を
助
け
て
万
物
を
居
る
べ
き
所
で
和
合
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
ま
た
〈
天
地
位
し
万
物
育
す
〉
と
言
い
、
上
文
の
意
を

結
ぶ
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
考
察
す
る
。
論
者
の
多
く
は
こ
の
篇
を
専
ら
学
者
が
心
を
治
め
る
た
め
の
方
法

と
し
、
本
文
を
解
釈
す
る
に
も
、〈
身
を
修
め
る
〉
こ
と
を
詳
述
し
、〈
人
を
治
め
る
〉
こ

と
を
略
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
〈
聖
人
の
道
〉
が
〈
仁
〉
の
み
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い

か
ら
だ
。〈
仁
〉
と
は
、〈
外
と
内
を
合
す
る
道
〉
で
あ
っ
て
、
自
分
を
捨
て
他
物
に
従
う

こ
と
は
、
も
と
よ
り
〈
仁
〉
で
は
な
く
、
一
身
の
存
在
だ
け
を
知
っ
て
〈
天
下
〉
を
忘

れ
て
い
る
こ
と
も
、〈
仁
〉
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
こ
の
篇
も
最
初
に
〈
知
・
仁
〉
と
い

う
〈
性
の
徳
に
率
う
〉
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
〈
自
分
を
成
し
遂
げ
る
の
が

仁
の
徳
で
あ
り
、
他
物
を
完
成
さ
せ
る
の
が
知
の
徳
で
あ
り
、
外
と
内
と
を
合
致
さ
せ
る

道
だ
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、〈
自
己
を
成
し
遂
げ
る
〉
の
は
〈
他
物
を
完
成
さ
せ
る
〉

た
め
で
あ
り
、〈
他
物
を
完
成
さ
せ
る
〉
の
は
〈
自
己
を
成
し
遂
げ
る
〉
た
め
で
あ
っ
て
、

結
局
、
自
己
も
万
物
も
〈
天
〉
の
定
め
た
〈
性
〉
に
従
っ
た
〈
道
〉
に
行
き
着
く
の
で
あ

り
、
も
と
も
と
二
つ
の
帰
着
点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
こ
の

節
の
前
半
は
〈
君
子
〉
に
つ
い
て
述
べ
、
後
半
は
〈
天
下
〉
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
ま
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
か
に
し
て
〈
自
己
を
成
し
遂
げ
る
〉
の
か
、

そ
れ
と
、
い
か
に
し
て
〈
他
物
を
完
成
さ
せ
る
〉
の
か
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
交
互
に
並
び

挙
げ
一
方
を
廃
す
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、『
中
庸
』
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
〈
中
を
民
に
用
う
〉〈
人
を
以
て
人
を
治
め
〉、〈
天
下
の
人
を
し
て
祭
祀
を
承

け
し
め
〉、〈
民
に
宜
し
く
人
に
宜
し
〉〈
喪
祭
は
則
ち
上
下
に
達
す
〉、〈
郊
社
は
則
ち
国

を
治
む
る
こ
と
掌
に
示み

る
が
如
し
〉
を
述
べ
て
、
そ
れ
に
〈
哀
公
政
を
問
う
〉
を
接
続
さ

せ
、〈
達
徳
・
達
道
〉〈
九
経
〉
に
及
ぶ
。
そ
し
て
〈
誠
〉
を
論
じ
、
そ
れ
を
〈
国
家
の
興

亡
〉
で
結
ぶ
。
続
け
て
〈
外
内
を
合
す
る
〉
を
論
じ
、〈
三
百
三
千
〉
の
〈
礼
〉
に
及
ぶ
。

そ
の
〈
三
重
〉
に
は
〈
天
下
に
王
た
る
〉
を
上
に
か
け
て
述
べ
、
末
章
に
至
っ
て
は
〈
天

下
平
ら
か
〉
と
述
べ
、〈
民
を
化
す
〉
と
述
べ
て
篇
を
終
え
て
い
る
。〈
聖
人
〉
も
人
で
あ

る
。
そ
の
た
め
〈
聖
人
の
道
〉
は
〈
天
下
〉
と
共
通
し
て
い
る
。〈
天
下
〉
を
治
め
る
の
は
、

自
分
自
身
を
根
本
と
す
る
の
で
あ
り
、〈
身
を
修
め
て
〉、
そ
れ
を
〈
天
下
〉
に
ま
で
推
し

及
ぼ
す
の
で
あ
っ
て
、〈
天
下
〉
を
度
外
に
置
い
て
、
得
意
に
な
っ
て
自
分
自
身
を
愛
す

る
こ
と
を
旨
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
む
な
し
く
自
己
の
ひ
と
つ
の
心
に
よ
っ
て

天
地
の
心
を
正
す
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
恐
ら
く
は
子
思
の
意
と
異
な
っ
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
。

　（17）
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を
充
た
す
こ
と
を
知
れ
ば
、
火
の
始
め
て
燃
え
、
泉
の
始
め
て
達
す
る
が
若
し
」
と
あ
る
。
集
註
に
は
「
四

端
我
れ
に
在
れ
ば
、
処
に
隨
い
て
発
見
す
。
皆
な
此
れ
に
即
い
て
推
し
広
め
て
、
其
の
本
然
の
量
を
充
ち
満

た
す
こ
と
を
知
れ
ば
、
則
ち
其
れ
日
に
新
た
に
又
た
新
た
に
し
て
、
将
に
自
ら
已
む
こ
と
能
わ
ざ
る
者
有
ら

ん
と
す
」
と
説
か
れ
る
。

（
二
五
）
天
行
は
健
な
り
：『
周
易
』
乾
卦
象
伝
に
「
象
に
曰
く
、
天
行
は
、
健
な
り
。
君
子
以
て
自
ら
強
め

て
息
ま
ず
」
と
あ
る
。

（
補
説
）
會
澤
は
「
故
に
教
の
功
最
も
多
と
為
し
て
中
庸
一
篇
は
道
を
脩
む
る
の
事
を
論
ず
る
非
ざ
る
は
莫

し
」
と
、『
中
庸
』
を
「
道
」
を
修
め
る
た
め
の
「
教
」
が
主
に
記
さ
れ
た
書
と
み
な
す
。
ま
た
、「
道
を
脩

む
る
の
要
は
、
焉
よ
り
切
な
る
は
莫
し
。
下
文
に
誠
を
論
ず
る
は
実
に
此
れ
に
根
ざ
す
な
り
」
と
、
首
章
と

六
章
の
「
論
脩
道
之
要
在
誠
身
礼
与
政
之
所
以
行
也
」
を
強
く
結
び
つ
け
て
い
る
。
そ
の
経
文
に
は
「
下
位

に
在
り
、
上
に
獲
ら
れ
ざ
れ
ば
、
民
得
て
治
め
ず
。
上
に
獲
ら
る
る
に
道
あ
り
…
…
身
を
誠
に
す
る
に
道
有

り
。
善
に
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
、
身
に
誠
な
ら
ず
。
誠
は
天
の
道
な
り
。
之
れ
を
誠
に
す
る
は
人
の
道
な
り
」

と
あ
り
、
政
治
の
根
本
を
善
に
明
ら
か
と
な
っ
て
、
身
を
誠
に
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
會
澤
は
身
を
誠
に

す
る
こ
と
を
教
育
の
使
命
と
し
、『
中
庸
』
は
「
之
れ
を
誠
に
す
る
は
人
の
道
」
が
主
と
な
っ
て
い
る
と
し
、

「
生
ま
れ
な
が
ら
知
る
」「
安
ん
じ
て
行
う
」「
誠
は
天
の
道
」「
勉
め
ず
し
て
中
り
、
思
わ
ず
し
て
得
、
従
容

と
し
て
道
に
中
る
」
と
い
う
聖
人
の
境
地
は
あ
く
ま
で
も
、
最
終
的
な
目
的
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の

と
み
な
す
。
そ
し
て
、
人
は
「
誠
」
に
至
る
た
め
に
、「
博
く
・
審
ら
か
に
・
慎
み
・
明
ら
か
に
」「
学
・

問
・
思
・
辨
」
し
て
「
善
を
択
び
」、
択
ん
だ
善
を
「
篤
く
行
い
、
固
く
守
っ
」
て
、「
己
を
成
し
遂
げ
」
さ

ら
に
「
物
を
完
成
さ
せ
」
る
と
す
る
。
こ
う
し
て
自
ら
と
他
物
と
と
も
に
「
道
」
の
状
態
に
し
、「
明
か
ら
誠
」

と
な
り
、
そ
れ
が
聖
人
の
境
地
で
あ
る
「
誠
は
天
の
道
」「
誠
よ
り
し
て
明
」
と
一
致
す
る
と
み
な
す
の
で
あ

る
。
こ
の
「
誠
」
に
至
る
た
め
の
、「
大
本
」
が
「
喜
怒
哀
楽
が
未
だ
発
し
て
い
な
い
」
状
態
で
あ
る
「
性
」

で
あ
り
、
そ
の
「
性
」
の
徳
が
「
仁
・
知
・
勇
」
お
よ
び
、「
仁
・
義
・
礼
・
智
」
で
あ
り
、
こ
の
「
性
」

の
「
徳
」
に
よ
っ
て
、「
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
昆
弟
・
朋
友
」
の
関
係
に
「
親
・
義
・
別
・
序
・
信
」

の
「
道
」
が
生
じ
る
と
す
る
。
そ
の
「
道
」
が
現
れ
た
か
た
ち
が
「
動
作
・
礼
義
・
威
儀
の
則
有
り
」
と
い

う
よ
う
な
、「
礼
」
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

４
【
現
代
語
訳
】
喜
怒
哀
楽
の
感
情
が
ま
だ
発
せ
ら
れ
て
い
な
い
状
態
を
中
と
い
う
。
感

情
が
発
せ
ら
れ
て
尽
く
節
義
に
あ
た
る
こ
と
を
和
と
い
う
。
中
は
天
下
の
大
本
で
あ
り
、

和
は
天
下
の
達
道
で
あ
る
。
中
和
を
極
め
尽
く
す
と
、
天
地
が
正
し
い
位
置
に
就
き
、
万

物
が
生
育
す
る
。《
釈
義
》
こ
こ
は
〈
慎
独
〉
の
意
を
承
け
、
そ
れ
を
推
し
進
め
て
〈
隠･

微
〉
の
極
致
に
至
り
、〈
道
を
脩
め
る
〉
主
旨
と
そ
の
効
能
と
を
述
べ
、
首
段
の
意
味
を

締
め
く
く
っ
て
い
る
。
○
〈
喜
怒
哀
楽
が
ま
だ
発
せ
ら
れ
て
い
な
い
〉
と
は
、〈
隠
・
微
〉

の
極
致
で
あ
る
。「
民
は
生
ま
れ
な
が
ら
天
地
の
中
を
受
け
て
い
る
」
た
め
、〈
性
〉
に
は

も
と
も
と
天
地
の
〈
中
・
和
〉
の
気
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、〈
性
〉
の
〈
達
徳
〉

が
〈
知
・
仁
・
勇
〉
で
あ
っ
て
、
喜
ぶ
べ
き
時
に
喜
び
、
怒
る
べ
き
時
に
怒
り
、
哀
し
む

べ
き
時
に
哀
し
み
、
楽
し
む
べ
き
時
に
楽
し
む
、
す
な
わ
ち
〈
和
〉
の
境
地
に
至
れ
る
の

は
、〈
ま
だ
喜
怒
哀
楽
が
発
せ
ら
れ
て
い
な
い
〉
状
態
の
時
に
、
す
で
に
そ
れ
ぞ
れ
の
物

事
に
対
応
し
て
〈
中
〉
を
得
る
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。〈
喜
怒
が
ま
だ
発

せ
ら
れ
て
い
な
い
〉
と
は
い
っ
て
も
、
人
の
〈
性
〉
に
は
も
と
も
と
〈
中
〉
が
備
わ
っ
て

い
る
。
そ
の
た
め
前
条
で
〈
慎
独
〉
の
極
致
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
物
事
が
ま
だ
発
動

し
て
い
な
い
〈
隠
・
微
〉
の
段
階
に
本
づ
い
て
立
言
し
て
い
る
の
は
、〈
中
〉
が
内
に
備

わ
っ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。〈
感
情
が
発
せ
ら
れ
て
節
義
に
中
る
〉
と
は
、
ま
さ
し
く
〈
誠

で
あ
っ
て
善
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
性
と
い
う
〉
こ
と
で
あ
り
、
お
の
ず
と
〈
中
〉

に
適
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、〈
中
〉
を
内
包
す
る
〈
性
の
徳
〉
は
、
ま
さ
し
く
〈
知
・

仁
〉
で
あ
り
、
そ
れ
は
、〈
天
〉
に
命
ぜ
ら
れ
て
〈
道
〉
の
根
本
と
な
っ
た
た
め
、
そ
れ

を
〈
大
本
〉
と
い
う
の
で
あ
る
。〈
感
情
が
発
せ
ら
れ
て
節
義
に
中
る
〉
と
は
、『
論
語
』

顔
淵
篇
の
「
父
は
父
た
れ
、
子
は
子
た
れ
、
君
は
君
た
れ
、
臣
は
臣
た
れ
」
が
成
し
遂
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
自
ら
の
〈
性
〉
に
率
い
、
そ
の
〈
道
〉
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
状
態
に
ま
で
至
れ
ば
〈
善
に
明
ら
か
と
な
っ
て
誠
に
な
る
〉
も
の
は
、〈
誠
で
あ
っ

て
善
に
明
ら
か
な
〉
も
の
と
、
同
じ
〈
和
〉
と
い
う
境
地
に
た
ど
り
着
い
た
こ
と
に
な
る
。

〈
道
を
脩
め
る
〉
効
果
は
絶
大
で
あ
り
、
人
は
み
な
〈
道
〉
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
の
で
、

〈
達
道
〉
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
は
〈
天
地
〉
の
心
で
あ
っ
て
、〈
天
〉
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た

〈
性
〉
に
率
っ
て
、
そ
の
〈
中
・
和
〉
を
極
め
つ
く
し
、
そ
の
〈
道
〉
が
〈
天
下
〉
の
あ

ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
〈
達
す
〉
れ
ば
、〈
君
臣
〉
上
下
、〈
父
子
〉
内
外
、
す
べ
て
が
あ
る
べ

き
状
態
と
な
り
、〈
天
地
〉
の
心
が
正
し
く
な
り
、〈
天
地
〉
の
〈
道
〉
が
打
ち
立
て
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
陰
陽
が
そ
れ
ぞ
れ
正
し
い
位
置
を
得
て
〈
天
地
位
す
〉
る
の
で
あ
る
。
人

　（16）
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會澤正志齋『中庸釋義』訳注稿（１）

に
「
皇
の
極
に
居
る
は
、
猶
お
北
極
の
極
の
ご
と
し
。
至
極
の
義
に
し
て
、
標
準
の
名
な
り
。
中
立
し
て
四

方
の
正
を
取
る
所
の
者
な
り
。
故
に
孔･

鄭
訓
じ
て
中
と
為
す
。
詩
に
云
う
、
爾
の
極
に
非
ざ
る
は
莫
し
、

周
官
に
以
て
民
の
極
と
為
し
、
論
語
に
允
に
其
の
中
を
執
れ
、
中
庸
に
、
舜
は
中
を
民
に
用
う
、
孟
子
に
、

湯
中
を
執
る
と
は
、
皆
な
人
君
の
建
立
す
る
所
な
り
。
故
に
詩
に
爾
の
極
と
云
う
は
、
爾
は
君
を
謂
う
な
り
。

周
官
の
民
の
極
は
、
次
句
を
以
て
之
れ
を
承
け
、
三
を
佐
く
を
以
て
す
。
舜
湯
の
中
を
執
る
と
は
、
操
持
し

て
失
わ
ざ
る
の
義
な
り
。
用
と
は
活
動
し
て
左
右
す
る
の
義
な
り
。
皆
な
人
君
の
柄
用
な
り
。
父
子
は
則
ち

親
を
以
て
極
と
為
し
、
君
臣
は
則
ち
義
を
以
て
極
と
為
し
、
別･

序･

信
は
各
お
の
夫
婦･

長
幼･

朋
友
の

極
と
為
す
。
…
…
凡
そ
天
下
細
大
の
事
、各
々
其
の
極
有
ら
ざ
る
莫
し
。
而
し
て
政
は
以
て
多
門
す
べ
か
ら
ず
、

極
を
建
て
一
君
在
れ
ば
、
則
ち
国
は
是
れ
乃
ち
定
ま
る
」
と
あ
る
。

（
十
五
）
五
行･

五
事
…
…
福
極
：
洪
範
の
九
疇
の
こ
と
。
會
澤
は
『
洪
範
要
義
』
に
お
い
て
、「
聖
人
、
天

工
に
代
わ
り
て
人
事
を
修
む
る
は
、
厚
生･
利
用･

正
徳
に
在
り
。
五
行
な
る
者
は
、
天
の
民
を
し
て
厚
生
・

利
用
せ
し
む
る
所
以
な
り
。
故
に
首
に
在
り
。
以
下
の
八
者
は
人
の
天
に
代
わ
り
て
三
事
を
行
う
所
以
な
り
」

と
の
べ
、
政
治
と
は
、
天
工
に
代
わ
っ
て
、
人
事
を
治
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
人
び
と
を
「
厚
生

･

利
用･

正
徳
」
す
る
こ
と
と
し
、
九
疇
が
こ
の
三
つ
の
目
的
へ
と
導
く
た
め
の
道
具
で
あ
る
と
す
る
。
こ

こ
で
は
「
皇
極
」
が
除
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
皇
極
」、
す
な
わ
ち
君
が
確
立
し
た
極
（
中
）
は
、
九
疇

の
根
本
で
あ
り
、
そ
れ
が
他
の
八
者
の
主
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
皇
極
」
は
「
中
を
致
す
」
と
さ

れ
、
そ
の
他
の
八
者
が
「
和
を
致
す
」
た
め
の
、
機
能
・
は
た
ら
き
と
さ
れ
る
。

（
十
六
）
厥
の
居
を
協
す
：『
尚
書
』
洪
範
に
「
相
協
厥
居
」
と
あ
り
、『
洪
範
要
義
』
で
は
「
王
者
之
れ
を
輔

相
し
、
其
の
当
に
居
止
す
べ
き
所
に
和
合
す
る
は
、
人
、
天
工
に
代
わ
る
な
り
」
と
説
か
れ
る
。

（
十
七
）
此
の
篇
を
以
て
専
ら
学
者
の
心
を
治
む
る
の
法
と
為
し
：『
中
庸
章
句
』
冒
頭
に
「
子
程
子
曰
く
、

偏
ら
ざ
る
之
れ
を
中
と
謂
い
、
易
わ
ら
ざ
る
之
れ
を
庸
と
謂
う
。
中
と
は
天
下
の
正
道
に
し
て
、
庸
と
は
天

下
の
定
理
な
り
。
此
の
篇
は
乃
ち
孔
門
伝
授
の
心
法
な
り
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
囚
わ
れ
て
、「
物
を
成
し
、
外

内
を
合
す
る
」
に
至
ら
な
い
者
を
指
す
。

（
十
八
）
己
を
舎
て
…
…
亦
た
仁
に
非
ざ
る
な
り
：「
己
を
舎
て
物
に

う
」
と
は
、
墨
子
の
よ
う
な
兼
愛
を

唱
え
る
輩
で
あ
り
、「
一
身
有
る
を
知
り
て
天
下
を
忘
る
る
」
と
は
、
楊
子
の
よ
う
な
為
我
の
説
を
唱
え
る
輩

で
あ
る
。
序
【
訳
注
】（
五
）
参
照
。

（
十
九
）
知
・
仁
の
性
に
率
う
：
29
節
に
「
知･

仁･

勇
の
三
者
は
天
下
の
達
徳
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
42

節
に
「
己
を
成
す
は
仁
な
り
。
物
を
成
す
は
知
な
り
。
性
の
徳
な
り
」
と
あ
る
。
冒
頭
の
「
性
に
率
う
之
れ

を
道
と
謂
う
」
の
「
性
」
と
は
、「
性
の
徳
」
で
あ
る
「
知･

仁･

勇
」
が
内
在
化
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
さ

れ
る
。

（
二
十
）
吾
が
一
心
を
以
て
天
地
の
心
を
正
す
：
王
陽
明
『
伝
習
録
』
上
に
「
心
は
即
ち
道
な
り
。
道
は
即
ち

天
な
り
。
心
を
知
れ
ば
則
ち
道
を
知
り
天
を
知
る
。
又
た
曰
く
、
諸
君
、
実
に
此
の
道
を
見
ん
こ
と
を
要
む

れ
ば
、
須
く
自
己
の
心
上
よ
り
、
体
認
す
べ
く
、
外
求
を
仮
ら
ざ
れ
ば
、
始
め
て
得
ん
」
と
あ
り
、
陽
明
学

の
影
響
を
受
け
た
学
者
の
言
を
指
す
。

（
二
一
）
孔
穎
達
…
虚
静
：
孔
穎
達
疏
に
は
「
言
う
こ
こ
ろ
、
喜
怒
哀
楽
は
事
に
縁
り
て
生
ず
。
未
だ
発
せ
ざ

る
の
時
は
、
澹
然
虚
静
と
し
て
、
心
に
慮
る
所
無
く
し
て
、
理
に
当
た
る
。
故
に
之
れ
を
中
と
謂
う
」
と
あ

る
。「
澹
然
」
は
安
ら
か
で
静
か
で
あ
る
こ
と
、『
荘
子
』
天
下
篇
に
「
澹
然
と
し
て
独
り
神
明
と
与
に
居
る
」

と
あ
る
。「
虚
静
」
は
『
老
子
』
十
六
章
に
「
虚
を
致
す
こ
と
極
ま
り
、
静
を
守
る
こ
と
篤
し
」
と
あ
り
、『
荘

子
』
天
道
篇
に
「
虚
静
恬
淡
寂
漠
無
為
は
天
地
の
平
に
し
て
道
徳
の
至
な
り
。
…
…
夫
れ
虚
静
恬
淡
寂
漠
無

為
は
万
物
の
本
な
り
」
と
あ
り
、
無
心
で
静
か
な
状
態
は
万
物
の
根
本
と
さ
れ
て
い
る
。
孔
穎
達
は
、
老
荘

思
想
に
よ
っ
て
、
こ
こ
を
解
釈
す
る
。
さ
ら
に
『
中
庸
』
冒
頭
の
「
天
の
命
ず
る
之
れ
を
性
と
謂
う
」
に
つ

い
て
も
「
老
子
云
わ
く
、
道
は
本
よ
り
名
無
し
。
強
い
て
之
れ
を
名
づ
け
て
道
と
曰
う
、
と
。
但
だ
人
自
ず

か
ら
然
り
し
て
感
じ
て
生
じ
、
剛
柔
好
悪
、
或
は
仁
、
或
は
義
、
或
は
礼
、
或
は
知
、
或
は
信
有
り
。
是
れ

天
性
の
自
然
な
り
。
故
に
謂
之
性
と
云
う
」
と
、『
老
子
』
に
基
づ
き
解
釈
す
る
。

（
二
二
）
仁
・
義
・
礼
・
知
は
心
に
根
ざ
し
：『
孟
子
』
尽
心
上
に
「
君
子
の
性
と
す
る
所
は
、
仁
・
義
・
礼
・

智
、
心
に
根
ざ
す
」
と
あ
る
。

（
二
三
）
四
端
：『
孟
子
』
公
孫
丑
上
に
「
惻
隠
の
心
は
、
仁
の
端
な
り
。
羞
悪
の
心
は
、
義
の
端
な
り
。
辞

譲
の
心
は
、
礼
の
端
な
り
。
是
非
の
心
は
、
智
の
端
な
り
。
人
の
是
の
四
端
有
る
や
、
猶
お
其
の
四
体
有
る

が
ご
と
き
な
り
。
是
の
四
端
有
り
て
、
而
し
て
自
ら
能
わ
ず
と
謂
う
者
は
、
自
ら
賊そ

こ
な

う
者
な
り
。
其
の
君
能

わ
ず
と
謂
う
者
は
、
其
の
君
を
賊
う
者
な
り
」
と
あ
る
。「
惻
隠
の
心･

羞
悪
の
心･

辞
譲
の
心
、
是
非
の

心
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
仁
・
義
・
礼
・
智
」
の
端
緒･

糸
口
と
さ
れ
る
。『
集
註
』
で
は
、「
惻
隠･

羞
悪

･
辞
譲･

是
非
は
情
な
り
。
仁･

義･

礼･

智
は
性
な
り
。
心
は
性･

情
を
統
ぶ
る
者
な
り
。
端
は
緖
な

り
。
其
の
情
の
発
す
る
に
因
り
て
、
性
の
本
然
得
て
見
る
べ
し
。
猶
お
物
有
り
て
中
に
在
り
、
緒
、
外
に
見あ

ら
わ

る
る
が
ご
と
し
」
と
説
か
れ
る
。
ま
た
、
42
節
で
は
、「
仁
知
」
は
「
己
を
成
す
は
仁
な
り
、
物
を
成
す
は
知

な
り
、
性
の
徳
な
り
」
と
さ
れ
る
。「
四
端
」
は
「
性
」
が
「
道
」
へ
と
実
現
化
さ
れ
る
端
緒
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

（
二
四
）
火
の
燃
え
泉
の
達
す
る
：
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
に
「
凡
そ
我
に
四
端
有
る
者
は
、
皆
な
擴
め
て
之
れ
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て
中
り
、
思
わ
ず
し
て
得
、
従
容
と
し
て
道
に
中
る
。
聖
人
な
り
」
と
い
う
境
地
に
い
る
者
を
聖
人
と
し
、

聖
人
は
、「
生
ま
れ
な
が
ら
知
る
」「
安
ん
じ
行
う
」「
誠
自
り
し
て
明
」
と
い
う
、
い
わ
ば
人
為
的
な
努
力
な

く
し
て
こ
の
境
地
に
い
る
も
の
と
す
る
。
聖
人
の
境
地
は
あ
く
ま
で
も
目
標
で
あ
り
、
人
は
聖
人
を
目
指
し

て
「
学
び
・
苦
し
み
知
り
」「
利
し
勉
し
行
い
」、「
学
・
問
・
思
・
辨
・
篤
行
」
し
て
、
つ
ま
り
教
育
に
よ

っ
て
「
明
よ
り
誠
」に
な
っ
て
、
聖
人
の
境
地
に
達
す
る
べ
き
だ
と
説
く
。

（
三
）
父
は
父
た
れ
、
子
は
子
た
れ
、
君
は
君
た
れ
、
臣
は
臣
た
れ
：『
論
語
』
顔
淵
篇
に
「
斉
の
景
公
、
政

を
孔
子
に
問
う
。
孔
子
、
対
え
て
曰
く
、
君
は
君
た
れ
、
臣
は
臣
た
れ
、
父
は
父
た
れ
、
子
は
子
た
れ
」
と

あ
る
。
集
註
に
は
「
楊
氏
曰
く
、
君
の
君
た
る
所
以
、
臣
の
臣
た
る
所
以
、
父
の
父
た
る
所
以
、
子
の
子
た

る
所
以
は
、
是
れ
必
ず
道
有
り
」
と
、
説
か
れ
る
。
ま
た
、
27
節
に
は
「
天
下
の
達
道
は
五
、
之
れ
を
行
う

所
以
の
者
は
三
。
曰
く
、
君
臣
な
り
。
父
子
な
り
。
夫
婦
な
り
。
昆
弟
な
り
。
朋
友
の
交
わ
り
な
り
。
五
者

は
天
下
の
達
道
な
り
。
…
…
」
と
あ
り
、
會
澤
は
「
五
者
は
人
の
道
に
し
て
、
三
者
は
性
の
徳
な
り
。
性
の

徳
を
以
て
人
の
道
を
行
う
は
、
性
に
率
う
と
為
す
所
以
な
り
。
…
…
盖
し
知
と
は
則
ち
五
道
を
知
り
、
仁
と

は
則
ち
五
道
を
行
い
、
勇
と
は
則
ち
能
く
之
れ
を
果
た
す
こ
と
な
り
」
と
説
く
。
性
の
徳
で
あ
る
知
・
仁
・

勇
に
よ
っ
て
、
五
道
を
完
全
な
状
態
に
す
る
、
そ
れ
が
性
に
率
う
こ
と
と
す
る
。

（
四
）
人
は
天
地
の
心
：『
伝
習
録
』
中
に
「
夫
れ
人
は
天
地
の
心
に
し
て
、
天
地
万
物
は
本
吾
が
一
体
の
者

な
り
」
と
あ
り
、
陽
明
学
に
影
響
さ
れ
た
句
。
な
お
、
會
澤
は
後
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
時
に
陽
明
学
者
を

批
判
し
て
お
り
、
彼
が
陽
明
学
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
い
た
の
か
は
検
討
を
要
す
る
。

（
五
）
天
工
に
代
わ
り
て
…
…
：『
書
経
』
皐
陶
謨
に
「
天
工
人
其
代
之
」
と
あ
る
。
１
節
【
訳
注
】（
七
）
参
照
。

（
六
）
宰
制
：
き
り
も
り
す
る
。
全
権
を
握
っ
て
処
分
す
る
。

（
七
）
輔
相
：
力
を
添
え
助
け
る
。
政
事
を
助
け
る
。
宰
相
を
い
う
。

（
八
）心
の
官
…
…
耳
目
の
官
、或
い
は
物
に
蔽
わ
れ
…
…
：『
孟
子
』告
子
上
に「
曰
く
、鈞
し
く
是
れ
人
な
り
。

或
は
其
の
大
体
に
従
い
、
或
は
其
の
小
体
に
従
う
は
、
何
ぞ
や
、
と
。
曰
く
、
耳
目
の
官
は
思
わ
ず
し
て
、

物
に
蔽
わ
る
。
物
、
物
に
交
わ
れ
ば
、
則
ち
之
れ
に
引
か
る
る
の
み
。
心
の
官
は
則
ち
思
う
。
思
え
ば
則
ち

之
れ
を
得
、
思
わ
ざ
れ
ば
則
ち
得
ず
。
此
れ
天
の
我
に
与
う
る
所
の
者
な
り
。
先
ず
其
の
大
な
る
者
を
立
つ

れ
ば
、
則
ち
其
の
小
な
る
者
奪
う
能
わ
ず
。
此
れ
大
人
た
る
の
み
」
と
あ
り
、
集
註
に
は
「
官
の
言
為
る
は
、

司
な
り
。
耳
は
聴
く
を
司
り
、
目
は
視
る
を
司
る
。
各
々
職
と
す
る
所
有
れ
ど
も
、
思
う
能
わ
ず
。
是
を
以

て
外
物
に
蔽
わ
る
。
既
に
思
う
能
わ
ず
し
て
、
外
物
に
蔽
わ
る
れ
ば
、
則
ち
亦
た
一
物
な
る
の
み
。
又
た
外

物
を
以
て
此
の
物
と
交
わ
れ
ば
、
其
の
之
れ
を
引
い
て
去
る
こ
と
難
か
ら
ず
。
心
は
則
ち
能
く
思
い
、
思
う

を
以
て
職
と
す
。
凡
そ
事
物
の
来
る
に
、心
其
の
職
を
得
る
と
き
は
、則
ち
其
の
理
を
得
て
、物
蔽
う
能
わ
ず
。

其
の
職
を
失
え
ば
、
則
ち
其
の
理
を
得
ず
し
て
、
物
来
り
て
之
れ
を
蔽
う
。
此
の
三
つ
の
者
は
、
皆
な
天
の

以
て
我
に
与
う
る
所
の
者
に
し
て
、
心
を
大
な
り
と
す
。
若
し
能
く
以
て
之
れ
を
立
つ
る
こ
と
有
れ
ば
、
則

ち
事
思
わ
ざ
る
無
く
し
て
、耳
目
の
欲
も
之
れ
を
奪
う
能
わ
ず
。
此
れ
大
人
と
す
る
所
以
な
り
」と
説
か
れ
る
。

（
九
）
矯
揉
：
曲
が
っ
た
も
の
を
、
ま
っ
す
ぐ
に
あ
ら
た
め
る
。

（
十
）
戕
賊
：
そ
こ
な
う
。
殺
す
。

（
十
一
）
洪
範
：『
尚
書
』
洪
範
に
「
惟
十
有
三
祀
王
訪
于
箕
子
。
王
乃
言
曰
嗚
呼
箕
子
、
惟
天
陰
騭
下
民
相

協
厥
居
。
我
不
知
其
彝
倫
攸
敘
。
箕
子
乃
言
曰
。
我
聞　

在
昔
。
鯀
・
洪
水
。
汨
陳
其
五
行
。
帝
乃
震
怒
。

不
畀
洪
範
九
疇
。
彝
倫
攸
斁
。
鯀
則
殛
死
。
禹
乃
嗣
興
。
天
乃
錫
禹
洪
範
九
疇
。
彝
倫
攸
敘
。
初
一
曰
。
五

行
。
次
二
曰
。
敬
用
五
事
。
次
三
曰
。
農
用
八
政
。
次
四
曰
。
協
用
五
紀
。
次
五
曰
。
建
用
皇
極
。
次
六
曰
。

乂
用
三
徳
。
次
七
曰
。
明
用
稽
疑
。
次
八
曰
。
念
用
庶
徵
。
次
九
曰
。
嚮
用
五
福
。
威
用
六
極
。」
と
あ
る
。

（
十
二
）
陰
騭
：
會
澤
は
『
洪
範
要
義
』
で
、
洪
範
の
こ
の
条
に
つ
い
て
、「
陰
騭
」
の
「
騭
」
を
『
史
記
』

に
従
っ
て
「
定
」
と
し
、
さ
ら
に
「
天
は
冥
々
の
中
に
於
い
て
、
黙
し
て
以
て
其
の
民
を
安
定
す
る
こ
と
有

り
、
即
ち
天
工
な
り
」
と
し
て
、「
陰
騭
」
を
、
天
が
暗
く
か
す
か
な
中
で
、
ひ
っ
そ
り
と
そ
の
民
を
安
定
さ

せ
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
を
「
天
工
」
と
見
な
し
て
い
る
。

（
十
三
）
彝
倫
：
人
の
守
る
べ
き
常
道
と
さ
れ
る
が
、
會
澤
は
人
倫
の
み
な
ら
ず
、
万
物
の
常
道
と
す
る
。
こ

こ
で
は
洪
範
九
疇
で
あ
る
「
五
行
・
五
事
・
八
政
・
五
紀
・
皇
極
・
三
徳
・
稽
疑
・
庶
徴
・
福
極
」
を

指
す
。「
彝
倫
」
が
人
の
守
る
べ
き
常
道
と
さ
れ
る
の
は
、「
洪
範
」
の
蔡
伝
に
「
彝
は
常
な
り
。
倫
は
理
な

り
。
彝
倫
と
は
彝
を
人
倫
に
秉
る
」
と
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
が
、
會
澤
は
『
洪
範
要
義
』
で
蔡
伝
を
ふ
ま

え
「
彝
倫
と
は
彝
を
人
倫
に
秉
る
。
顧
氏
炎
武
曰
く
、
天
地
の
常
な
る
こ
と
、
五
行･

五
事･

八
政･

五
紀

･

皇
極･

三
徳･

稽
疑･

庶
徴･

五
福･

六
極
の
如
き
は
、
皆
な
其
の
中
に
在
り
、
止
だ
孟
子
の
人
倫
を
言

う
の
み
な
ら
ず
。
能
く
其
の
性
を
尽
く
し
、
以
て
人
と
物
と
の
性
と
を
尽
く
す
に
至
り
、
天
地
の
化
育
を
賛た

す

け
て
、
彝
倫
叙
す
と
。
安
按
ず
る
に
孟
子
の
人
倫
を
言
う
は
、
八
政
中
の
司
徒
の
教
に
存
す
」
と
述
べ
る
。

（
十
四
）
皇
極
を
建
つ
る
：
會
澤
は
「
極
」
を
「
中
」
と
同
義
に
解
釈
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
物
事
に
「
極
」

は
備
わ
る
と
さ
れ
、
君
主
は
「
極
」
を
見
極
め
て
、
法
を
た
て
、
人
び
と
に
「
極
」
に
従
っ
た
行
動
を
さ
せ

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
た
と
え
ば
、「
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
昆
弟
（
長
幼
）・
朋
友
」
は
、「
天
下
の

達
道
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
徳
目
で
あ
る
「
親
・
義
・
別
・
序
・
信
」
が
「
極
」
と
み
な
さ
れ
、
人

び
と
を
そ
れ
ぞ
れ
の
「
道
」
の
「
極
」
に
導
く
の
が
「
教
」
で
あ
り
、
政
治
で
あ
る
と
す
る
。『
洪
範
要
義
』

　（14）



—　72　　　—

會澤正志齋『中庸釋義』訳注稿（１）

○
洪
範

（
十
一
）の

義
よ
り
按
ず
。〈
天
〉
の
陰
騭

（
十
二
）は

、
固
よ
り
彝
倫

（
十
三
）に

存
せ
り
。
而
ら
ば
此
の
篇

の〈
中
を
致
す
〉と
は
、則
ち〈
至
誠
38
〉に
発
し
て
、「
皇
極
を
建
つ
る

（
十
四
）」こ

と
に
し
て
、〈
和

を
致
す
〉
と
は
、
則
ち
「
五
行･

五
事･

八
政･

五
紀･

三
徳･

稽
疑･

庶
徴･

福
極

（
十
五
）」、

皆
な
其
の
用
を
得
て
、
而
し
て
天
の
騭さ

だ

む
る
所
、
皆
な
「
厥そ

の
居
を
協
す

（
十
六
）」

こ
と
な
り
。

是
れ
皆
な
〈
性
に
率
い
道
を
脩
む
る
１

〉
の
事
に
し
て
、
聖
人
の
〈
天
〉
を
相た

す

け
て
居
を

協
す
所
以
な
り
。
故
に
此
こ
に
亦
た
〈
天
地
位
し
万
物
育
す
〉
と
言
い
、
以
て
上
文
の
意

を
結
べ
り
。

又
た
按
ず
。
論
者
の
多
く
は
此
の
篇
を
以
て
専
ら
学
者
の
心
を
治
む
る
の
法
と
為
し

（
十
七
）、

其

の
本
文
を
解
く
に
も
、
亦
た
〈
身
を
修
む
る
31

〉
に
詳
し
く
し
て
、〈
人
を
治
む
る
31

〉

に
略
に
せ
し
は
、
殊
に
〈
聖
人
の
道
47
〉
は
〈
仁
〉
の
み
な
る
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。〈
仁
〉

と
は
、〈
外
内
を
合
す
る
の
道
42

〉
に
し
て
、
己
を
舎
て
物
に

う
は
、
固
よ
り
〈
仁
〉

に
非
ず
、
一
身
有
る
を
知
り
て
〈
天
下
〉
を
忘
る
る
も
、
亦
た
〈
仁
〉
に
非
ざ
る
な
り

（
十
八
）。

故
に
此
の
篇
も
亦
た
首
め
に
〈
知･

仁
〉
の
〈
性
に
率
う

（
十
九
）〉

を
掲
げ
た
り
。
而
し
て
〈
己

を
成
す
、
物
を
成
す
、
外
内
を
合
す
42

〉
と
謂
え
ば
、〈
己
を
成
す
〉
は
即
ち
〈
物
を
成

す
〉
所
以
、〈
物
を
成
す
〉
は
即
ち
〈
己
を
成
す
〉
所
以
に
し
て
、
本
よ
り
二
致
無
き
こ

と
見
る
べ
し
。
故
に
此
の
條
、
前
に
は
則
ち
〈
君
子
〉
を
以
て
言
い
、
後
に
は
則
ち
〈
天

下
〉
を
以
て
言
え
り
。
而
し
て
篇
を
終
う
る
ま
で
論
ず
る
所
は
、〈
己
を
成
す
〉
所
以
な

る
者
と
、〈
物
を
成
す
〉
所
以
な
る
者
と
に
し
て
、
交
互
に
並
び
挙
げ
て
偏
廃
せ
ざ
る
な

り
。〈
中
を
民
に
用
う
７

〉〈
人
を
以
て
人
を
治
め
16

〉、〈
天
下
の
人
を
し
て
祭
祀
を
承
け

し
め
21

〉、〈
民
に
宜
し
く
人
に
宜
し
23

〉、〈
喪
祭
は
則
ち
上
下
に
達
す
24

〉、〈
郊
社
は
則

ち
国
を
治
む
る
こ
と
掌
に
示み

る
が
如
し
25

〉
と
曰
い
、
之
れ
に
接
す
る
に
〈
哀
公
政
を
問

う
26

〉
を
以
て
し
、
以
て
〈
達
徳･

達
道
29

〉〈
九
經
32･

33

〉
に
及
ぶ
。〈
誠
〉を
論
ず

る
は
則
ち
〈
國
家
の
興
亡
40

〉
を
以
て
之
れ
を
結
ぶ
。
之
れ
を
継
い
で
〈
外
内
を
合
す
る

42

〉
を
以
て
し
て
、〈
三
百･

三
千
47

〉
に
及
ぶ
。
其
の
〈
三
重
52

〉
に
は
則
ち
〈
天
下

に
王
た
る
52

〉
を
以
て
之
れ
を
言
い
、
末
章
に
至
り
て
は
乃
ち
〈
天
下
平
ら
か
63

〉
と
曰

い
、〈
民
を
化
す
63

〉
と
曰
い
、
而
し
て
以
て
篇
を
終
う
。〈
聖
人
〉
は
斯
れ
人
の
徒
な
ら

ん
か
。
故
に
〈
聖
人
の
道
47

〉
は
、〈
天
下
〉
と
之
れ
を
共
に
す
。〈
天
下
を
治
む
る
〉
に

は
、
則
ち
之
れ
を
身
に
本
づ
け
、〈
身
を
修
め
〉
て
則
ち
推
し
て
以
て
〈
天
下
〉
に
及
ぼ

す
に
し
て
、
未
だ
嘗
て
〈
天
下
〉
を
度
外
に
置
き
、
區
區
と
し
て
専
ら
一
身
の
自
ら
好
む

を
以
て
旨
と
為
さ
ざ
る
な
り
。
若
し
徒
ら
に
吾
が
一
心
を
以
て
天
地
の
心
を
正
す

（
二
十
）と

言
え

ば
、
則
ち
恐
ら
く
は
子
思
の
意
と
異
な
ら
ん
。

又
た
按
ず
。
孔
穎
達
〈
喜
怒
哀
楽
之
未
発
〉
を
解
き
て
、
本
よ
り
心
は
「
澹
然
虚
静

（
二
一
）」

と

云
う
。
是
れ
亦
た
老
佛
の
見
な
り
。
夫
れ
「
仁･

義･

礼･

知
は
心
に
根
ざ
し

（
二
二
）」

、
中
に

欝
し
て
外
に
発
す
る
者
に
し
て
、
実
な
り
、
動
な
り
。
故
に
〈
喜
怒
未
だ
発
せ
ず
〉
と

雖
も
、
四
端

（
二
三
）は

中
に
充
実
し
、「
火
の
燃
え
泉
の
達
す
る

（
二
四
）」

の
本
と
為
る
者
に
し
て
、
天

下
の
至
実
な
り
。
而す

な
わ

ち
心
に
存
す
る
に
仁
礼
を
以
て
し
た
れ
ば
、〈
至
誠
息
む
こ
と
無
き

43

〉
と
は
、
心
は
常
に
〈
己
を
成
し
〉〈
物
を
成
す
〉
に
在
り
て
、
暫
ら
く
も
止
息
せ
ざ

る
こ
と
な
り
。
即
ち
「
天
行
は
健
な
り

（
二
五
）」

と
は
、
是
れ
天
下
の
至
動
な
り
。
故
に
此
の
篇

に
〈
未
だ
発
せ
ざ
る
〉
を
〈
中
〉
と
言
う
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
亦
た
専
ら
〈
中
〉
を
心
に

求
め
ず
。〈
善
に
明
ら
か
な
る
34

〉
を
以
て
〈
身
を
誠
に
す
る
34

〉
の
本
と
為
し
、〈
学･

問･

思･

辨
36

〉
を
以
て
〈
善
を
擇
ぶ
35

〉
の
本
と
為
し
、〈
博
く･

審
ら
か
に･

慎
し

み
て･

明
ら
か
36

〉
に
し
、〈
明
よ
り
し
て
誠
37

〉
に
な
り
て
〈
誠
よ
り
し
て
明
な
る
37

〉

と
同
じ
き
に
帰
し
、〈
仁･

知
〉
並
び
存
し
て
、〈
性
の
徳
〉
以
て
全
し
と
す
。〈
天
下
の

大
本
４

〉
と
為
す
所
以
な
り
。
其
の
中
に
充
実
す
る
者
此
の
如
し
。
是
れ
を
以
て
〈
節
に

中
る
〉
の
本
と
為
す
。〈
未
だ
発
せ
ず
〉
と
云
う
と
雖
も
、
至
実･

至
動
に
し
て
、
未
だ

其
の
「
澹
然
虚
静
」
と
為
す
を
見
ざ
る
な
り
。

◯
以
上
、〈
道
〉
を
総
論
し
、
以
て
〈
中
庸
５
〉
の
義
を
起
こ
す
。
下
文
に
至
り
て
、
始
め

て
夫
子
の
言
を
引
き
、〈
中
和
を
致
す
〉
所
以
は
〈
中
庸
〉
の
二
字
に
在
る
を
證
す
る
な
り
。

　

道
の
大
要
を
論
ず

【
訳
注
】

（
一
）
民
の
天
地
の
中
を
受
く
：
『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
十
三
年
に
よ
る
。
１
節
【
訳
注
】（
一
）
参
照
。

（
二
）
誠
自
り
し
て
明
な
る
之
れ
を
性
と
謂
う
：
37
節
の
言
葉
。
會
澤
は
「
誠
よ
り
し
て
明
な
る
は
、
即
ち
生

知
・
安
行
・
従
容
と
し
て
道
に
中
る
な
り
。
明
よ
り
し
て
誠
な
る
は
、
善
を
択
び
て
固
く
執
る
に
し
て
、
即

ち
学
び
・
困
し
み
知
り
、
利
し
勉
し
行
う
の
事
な
り
。
学･

問･

思･

辨･

篤
行
は
、
以
て
明
に
至
る
の

謂
い
、
皆
な
道
を
脩
む
る
の
教
な
り
」
と
説
く
。
彼
は
「
誠
は
天
の
道
な
り
。
…
…
誠
な
る
者
は
勉
め
ず
し

　（13）
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以
結
上
文
之
意
也
。

又
按
。
論
者
多
以
此
篇
専
為
学
者
治
心
之
法
、
其
解
本
文
、
亦
詳
於
修
身
、
而
略
於
治
人
、

殊
不
知
聖
人
之
道
仁
而
已
。
仁
者
合
外
内
之
道
、
舎
己

物
、
固
非
仁
、
知
有
一
身
而
忘

天
下
、
亦
非
仁
也
。
故
此
篇
亦
首
掲
率
知
仁
之
性
。
而
謂
成
己
成
物
合
外
内
、
可
見
成
己

即
所
以
成
物
、
成
物
即
所
以
成
己
、
本
無
二
致
也
。
故
此
條
、
前
則
以
君
子
言
、
後
則
以

天
下
言
。
而
終
篇
所
論
、
所
以
成
己
者
、
与
所
以
成
物
者
、
交
互
並
挙
而
不
偏
廃
。
曰
用

中
於
民
、
以
人
治
人
、
使
天
下
之
人
承
祭
祀
、
宜
民
宜
人
、
喪
祭
則
達
於
上
下
、
郊
社
則

治
国
如
示
掌
、
接
之
以
哀
公
問
政
、
以
及
達
徳
達
道
九
經
。
論
誠
則
以
國
家
興
亡
結
之
。

継
之
以
合
外
内
、
而
及
三
百
三
千
。
其
三
重
則
以
王
天
下
言
之
、
至
末
章
乃
曰
天
下
平
、

曰
化
民
、
而
以
終
篇
。
聖
人
斯
人
之
徒
與
。
故
聖
人
之
道
、
与
天
下
共
之
。
治
天
下
、
則

本
之
身
、
修
身
則
推
以
及
天
下
、
未
嘗
置
天
下
於
度
外
、
區
區
専
以
一
身
自
好
為
旨
也
。

若
徒
言
以
吾
一
心
正
天
地
之
心
、
則
恐
与
子
思
之
意
異
矣
。

又
按
。
孔
穎
達
解
喜
怒
哀
楽
之
未
発
云
、
本
心
澹
然
虚
静
。
是
亦
老
佛
之
見
也
。
夫
仁
義

礼
知
根
於
心
、
欝
於
中
而
発
於
外
者
、
実
也
動
也
。
故
雖
喜
怒
未
発
、
而
四
端
充
実
於
中
、

為
火
燃
泉
達
之
本
者
、
天
下
之
至
実
。
而
存
心
以
仁
礼
、
至
誠
無
息
者
、
心
常
在
成
己
成

物
、
不
暫
止
息
。
即
天
行
健
者
、
是
天
下
之
至
動
也
。
故
此
篇
雖
言
未
発
之
中
、
而
亦
不

専
求
中
於
心
。
以
明
善
為
誠
身
之
本
、
以
学
問
思
辨
為
擇
善
之
本
、
博
審
慎
明
、
明
誠
与

誠
明
同
帰
、
仁
知
並
存
、
而
性
之
徳
以
全
。
所
以
為
天
下
之
大
本
。
其
充
実
於
中
者
如
此
。

是
以
為
中
節
之
本
。
雖
云
未
発
、
而
至
実
至
動
、
未
見
其
為
澹
然
虚
静
也
。
◯
以
上
総
論

道
、
以
起
中
庸
之
義
。
至
下
文
、
始
引
夫
子
之
言
、
證
所
以
致
中
和
者
在
中
庸
二
字
也
。

　

右
論
道
之
大
要

４
【
訓
読
文
】
喜
怒
哀
樂
の
未
だ
發
せ
ず
、
之
れ
を
中
と
謂
う
。
発
し
て
皆
な
節
に
中
る
、

之
れ
を
和
と
謂
う
。
中
な
る
者
は
天
下
の
大
本
な
り
。
和
な
る
者
は
天
下
の
達
道
な
り
。

中
和
を
致
し
て
、
天
地
位
し
、
萬
物
育
す
。《
釈
義
》
此
れ
〈
慎
獨
３
〉
の
意
を
承
け
、
推

し
て
〈
隱･

微
３
〉
の
極
に
至
り
、〈
脩
道
１
〉
の
旨
と
其
の
俲
と
を
言
い
、
以
て
首
段
の
義

を
終
う
。
○
〈
喜
怒
哀
楽
の
未
だ
発
せ
ざ
る
４

〉
は
、〈
隱･

微
３

〉
の
極
な
り
。「
民
の
天

地
の
中
を
受
く
る（

一
）

」
は
、
其
の
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
得
る
所
の
者
な
れ
ば
、
其
の
〈
性
〉

は
固
よ
り
天
地
の
〈
中･

和
４

〉
の
氣
を
有
す
。
故
に
其
の
〈
達
徳
29

〉
は
〈
知･

仁･

勇
29

〉
為
り
て
、
固
よ
り
宜
し
く
喜
ぶ
べ
く
し
て
喜
び
、
怒
る
べ
く
し
て
怒
り
、
哀
し
む

べ
く
し
て
哀
し
み
、
楽
し
む
べ
く
し
て
楽
し
む
べ
き
は
、
其
の
未
発
の
間
に
、
既
に
物
に

應
じ
て
〈
中
〉
を
得
た
る
所
以
の
者
有
り
て
存
す
れ
ば
な
り
。〈
喜
怒
未
だ
発
せ
ず
〉
と

雖
も
、
其
の
〈
性
〉
に
は
固
よ
り
〈
中
〉
有
る
な
り
。
故
に
〈
慎
獨
〉
の
極
を
論
ず
る
に
、

其
の
未
発
に
本
づ
き
て
言
を
立
つ
る
は
、〈
中
〉
は
内
に
存
す
れ
ば
な
り
。〈
発
し
て
節
に

中
る
４

〉
と
は
、
即
ち
〈
誠
自
り
し
て
明
な
る
之
れ
を
性
と
謂
う（

二
）

37

〉
者
に
し
て
、
自
ず

か
ら
然
り
と
し
て
〈
中
〉
に
適
う
も
の
な
り
。
而
し
て
〈
性
の
徳
〉、
即
ち
〈
知･

仁
〉

は
、〈
天
〉
に
命
ぜ
ら
れ
て
〈
道
〉
の
本
と
為
る
が
、
故
に
之
れ
を
〈
大
本
４

〉
と
謂
う
な

り
。〈
発
し
て
節
に
中
る
４

〉
と
は
、「
父
は
父
た
れ
、
子
は
子
た
れ
、
君
は
君
た
れ
、
臣

は
臣
た
れ（

三
）

」
に
し
て
、
其
の
〈
性
〉
に
率
い
て
其
の
〈
道
〉
を
得
た
る
も
の
な
り
。
此
れ

に
至
ら
ば
則
ち
〈
明
自
り
し
て
誠
な
る
者
37

〉
は
、〈
誠
自
り
し
て
明
な
る
者
37

〉
と
其

の
帰
を
同
じ
く
す
。〈
道
を
脩
む
る
１

〉
の
功
は
大
為
り
て
、
人
皆
な
以
て
離
る
べ
か
ら
ざ

る
が
、
故
に〈
達
道
〉と
曰
う
。
人
は〈
天
地
〉の
心（

四
）

に
し
て
、〈
天
〉の
命
ず
る
所
の〈
性
〉

に
率
い
、
其
の
〈
中
和
〉
を
致
し
、
其
の
〈
道
〉、〈
天
下
〉
に
達
す
れ
ば
、〈
君
臣
29
〉
上

下
、〈
父
子
29
〉
内
外
、
皆
な
其
の
當
を
得
、〈
天
地
〉
の
心
正
し
く
し
て
、〈
天
地
〉
の
〈
道
〉

立
つ
。
故
に
陰
陽
相
い
得
て
〈
天
地
位
す
４

〉
る
な
り
。
人
、天
工
に
代
わ
り（

五
）

て
、以
て
〈
化

育
を
賛
け
38

〉、
既
に
〈
人
の
性
を
盡
く
し
38

〉
て
、
則
ち
〈
物
の
性
を
盡
く
す
38

〉。
故

に
宰
制（

六
）

輔
相（

七
）

し
て
〈
萬
物
育
す
４

〉。
盖
し
心
の
官（

八
）

、既
に
〈
知･

仁･

勇
〉
の
徳
有
れ
ば
、

本
よ
り
〈
中
〉
な
ら
ざ
る
莫
し
。
其
の
発
す
る
に
及
び
て
、
耳
目
の
官（

八
）

、
或
い
は
物
に
蔽

わ
れ
、
物
、
物
に
交
わ
り
則
ち
之
れ
に
引
か
れ
て
、
以
て
其
の
〈
中
〉
を
失
す
。
故
に
其

の
〈
未
発
〉
に
就
き
て
、〈
性
の
徳
42

〉
は
本
よ
り
〈
中
〉
為
る
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。

若
し
能
く
其
の
〈
性
〉
に
率
い
て
、
発
す
る
に
及
び
て
皆
な
〈
節
に
中
れ
〉
ば
、
則
ち
喜

を
以
て
喜
を
済
し
、
怒
を
以
て
怒
を
済
す
の
偏
無
き
こ
と
、
五
味
の
和
の
如
し
。
故
に
之

れ
を
〈
和
〉
と
謂
う
。〈
中
〉
を
受
く
る
の
民
、〈
知･

仁
〉
の
〈
性
〉
を
以
て
し
て
、
五

倫
に
處
す
れ
ば
、
皆
な
〈
天
〉
の
命
ず
る
所
に
率
い
て
、
矯
揉（

九
）

戕
賊（

十
）

す
る
所
無
し
。
故
に

其
の
〈
道
〉
は
古
今
に
通
じ
天
下
に
達
す
べ
し
、
是
れ
〈
達
道
〉
と
為
す
。
下
文
に
所
謂

〈
達
徳･

達
道
29
〉
と
は
此
れ
に
本
づ
く
な
り
。

　（12）
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に
非
ざ
る
に
、
況
ん
や
人
有
る
を
や
」
と
説
か
れ
る
。
ま
た
、
集
註
で
は
「
屋
漏
は
室
の
西
北
隅
な
り
。
上

文
を
承
け
て
又
た
言
う
、
君
子
の
戒
謹
恐
懼
は
、
時
に
し
て
然
ら
ざ
る
無
く
、
言
動
を
待
ち
て
而
る
後
に
敬

信
す
る
に
あ
ら
ず
」
と
説
か
れ
る
。

（
二
）
立
て
ば
…
…
：『
論
語
』
衞
霊
公
篇
に
「
子
張
行
わ
れ
ん
こ
と
を
問
う
。
子
曰
く
、
言
、
忠
信
に
、
行

い
篤
敬
な
れ
ば
、
蛮
貊
の
邦
と
雖
も
行
わ
る
。
言
、
忠
信
な
ら
ず
、
行
い
篤
敬
な
ら
ざ
れ
ば
、
州
里
と
雖
も

行
わ
れ
ん
や
。
立
て
ば
則
ち
其
の
前
に
参
わ
る
を
見
、
輿
に
在
れ
ば
則
ち
其
の
衡
に
倚
る
を
見
る
。
夫
れ
然

る
後
、行
わ
れ
ん
。
子
張
、諸
を
紳
に
書
す
」
と
あ
り
、集
註
に
は
「
其
の
忠
信
篤
敬
に
於
い
て
念
念
忘
れ
ず
、

其
の
在
る
所
に
隨
い
て
、
常
に
見
る
こ
と
有
る
が
若
く
し
、
頃
刻
も
之
れ
を
離
さ
ん
と
欲
す
る
と
雖
も
得
べ

か
ら
ず
。
然
る
後
に
一
言
一
行
、
自
然
に
忠
信
篤
敬
よ
り
離
れ
ず
し
て
、
蠻
貊
な
る
も
行
う
べ
き
な
り
。」
と

説
か
れ
る
。

（
三
）
造
次
顛
沛
：
造
次
は
、
あ
わ
た
だ
し
く
、
わ
ず
か
な
時
。
顛
沛
と
は
つ
ま
づ
き
た
お
れ
居
場
所
を
見
失

っ
て
い
る
際
の
こ
と
。『
論
語
』
里
仁
篇
に
「
君
子
は
仁
を
去
り
て
、
悪
く
に
か
名
を
成
さ
ん
。
君
子
は
食
を

終
う
る
の
間
も
仁
に
違
う
こ
と
無
く
、造
次
に
も
必
ず
是
れ
に
於
い
て
し
、顚
沛
に
も
必
ず
是
れ
に
於
い
て
す
」

と
あ
り
、
集
註
に
は
「
食
を
終
う
と
は
、
一
飯
の
頃
な
り
。
造
次
と
は
、
急
遽
苟
且
の
時
な
り
。
顚
沛
と
は

傾
覆
流
離
の
際
な
り
。
蓋
し
君
子
の
仁
を
去
ら
ざ
る
こ
と
此
の
如
し
。
但
だ
富
貴
貧
賤
取
捨
の
間
の
み
な
ら

ざ
る
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
、
君
子
の
仁
を
為
す
は
、
富
貴
貧
賤
取
捨
の
間
よ
り
以
て
終
食
造
次
顚
沛
の
頃
に

至
り
、
時
無
く
処
す
る
に
其
の
力
を
用
い
ざ
る
こ
と
無
し
。
然
し
て
取
捨
の
分
明
ら
か
に
し
て
、
然
る
後
存

養
の
功
、
密
な
り
。
存
養
の
功
、
密
に
し
て
則
ち
其
の
取
捨
の
分
、
益
々
明
ら
か
な
り
」
と
説
か
れ
る
。

（
四
）
下
文
に
誠
を
論
ず
：
「
誠
」
は
21
節
に
最
初
に
見
ら
れ
、
主
に
六
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

３
【
現
代
語
訳
】
だ
か
ら
こ
そ
、
君
子
は
見
え
な
い
所
に
も
戒
め
慎
み
、
聞
こ
え
な
い
こ

と
に
も
恐
れ
あ
や
ぶ
む
。
隠
れ
た
も
の
よ
り
は
っ
き
り
現
れ
る
も
の
は
な
く
、
微
か
な
も

の
よ
り
顕
わ
な
る
も
の
は
な
い
。
そ
の
た
め
君
子
は
そ
の
独
を
慎
む
の
で
あ
る
。《
釈
義
》

〈
道
を
修
め
る
〉
事
で
あ
る
。
◯
〈
道
は
人
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
〉。
そ
の
た
め
、〈
道
〉

が
〈
見
・
聞
〉
で
き
な
く
て
も
、
な
お
〈
戒
慎
・
恐
懼
〉
し
て
、
少
し
も
〈
道
〉
を
見
失

う
ま
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
人
が〈
見
・
聞
〉で
き
な
い
も
の
は
、〈
隠
・
微
〉で
は
あ
る
が
、

自
ら
注
意
し
て
よ
く
よ
く
見
て
み
る
と
、
は
っ
き
り
と
現
れ
彰
ら
か
と
な
る
。
そ
こ
で

〈
君
子
〉
は
、〈
見
・
聞
〉
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
独
り
で
家
の
奥
に
い

る
時
で
も
、大
衆
の
面
前
に
い
る
よ
う
に
慎
み
深
く
し
て
い
る
。『
論
語
』
衞
霊
公
の
「
立

っ
て
い
る
時
は
、
自
分
の
前
に
忠
信
・
篤
敬
が
ち
ら
ち
ら
見
え
る
よ
う
に
す
る
」
と
は
、

「
造
次
顛
沛
」、
す
な
わ
ち
あ
わ
た
だ
し
く
か
り
そ
め
の
時
や
、
転
び
そ
う
に
な
っ
て
切
迫

し
て
い
る
時
と
い
う
、
ど
ん
な
わ
ず
か
な
時
間
で
あ
っ
て
も
「
道
」
を
離
さ
な
い
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
〈
道
を
脩
む
る
〉
の
要
点
は
、こ
れ
よ
り
切
実
な
も
の
は
な
い
。

下
文
で
〈
誠
〉
を
論
じ
て
い
る
の
は
、
実
に
こ
こ
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

４
【
原
文
】
喜
怒
哀
樂
之
未
發
、
謂
之
中
。
発
而
皆
中
節
、
謂
之
和
。
中
也
者
天
下
之
大

本
也
。
和
也
者
天
下
之
達
道
也
。
致
中
和
、
天
地
位
焉
、
萬
物
育
焉
。《
釈
義
》
此
承
慎

獨
之
意
、
推
至
隱
微
之
極
、
而
言
脩
道
之
旨
与
其
俲
、
以
終
首
段
之
義
也
。
◯
喜
怒
哀
楽

之
未
発
、
隱
微
之
極
也
。
民
受
天
地
之
中
、
其
所
生
而
得
者
、
其
性
固
有
天
地
中
和
之
氣
。

故
其
達
徳
為
知
仁
勇
、
固
宜
可
喜
而
喜
、
可
怒
而
怒
、
可
哀
而
哀
、
可
楽
而
楽
、
其
未
発

之
間
、
既
有
所
以
應
物
得
中
者
而
存
焉
。
雖
喜
怒
未
発
、
而
其
性
固
有
中
也
。
故
論
慎
獨

之
極
、
本
於
其
未
発
而
立
言
、
中
存
於
内
。
発
而
中
節
、
即
自
誠
明
謂
之
性
者
、
自
然
而

適
於
中
也
。
而
性
之
徳
即
知
仁
、
命
於
天
而
為
道
之
本
、
故
謂
之
大
本
也
。
発
而
中
節
者
、

父
父
子
子
、
君
君
臣
臣
、
率
其
性
而
得
其
道
。
至
此
則
自
明
誠
者
、
与
自
誠
明
者
同
其
帰
。

脩
道
之
功
為
大
、
而
人
皆
不
可
以
離
、
故
曰
達
道
也
。
人
者
天
地
之
心
、
率
於
天
所
命
之

性
、
而
致
其
中
和
、
其
道
達
於
天
下
、
君
臣
上
下
、
父
子
内
外
、
皆
得
其
當
、
天
地
之
心
正
、

而
天
地
之
道
立
。
故
陰
陽
相
得
、
而
天
地
位
焉
。
人
代
天
工
、
以
賛
化
育
、
既
盡
人
之
性
、

則
盡
物
之
性
。
故
宰
制
輔
相
、
而
萬
物
育
焉
。
盖
心
之
官
、
既
有
知
仁
勇
之
徳
、
本
莫
不

中
。
及
其
発
、
而
耳
目
之
官
、
或
蔽
於
物
、
物
交
物
則
引
之
、
以
失
其
中
。
故
就
其
未
発
、

而
明
性
之
徳
本
為
中
也
。
若
能
率
其
性
、
及
発
而
皆
中
節
、
則
無
以
喜
済
喜
以
怒
済
怒
之

偏
、
如
五
味
之
和
。
故
謂
之
和
也
。
受
中
之
民
、
以
知
仁
之
性
、
而
處
於
五
倫
、
皆
率
天

所
命
、
而
無
所
矯
揉
戕
賊
。
故
其
道
可
通
於
古
今
達
於
天
下
、
是
為
達
道
。
下
文
所
謂
達

徳
達
道
者
本
於
此
。

◯
按
洪
範
之
義
。
天
之
陰
騭
、
固
存
彝
倫
。
而
此
篇
致
中
者
、
則
発
於
至
誠
、
而
皇
極
建

焉
、
致
和
者
、
則
五
行
五
事
八
政
五
紀
三
徳
稽
疑
庶
徴
福
極
、
皆
得
其
用
、
而
天
所
騭
者
、

皆
協
厥
居
。
是
皆
率
性
脩
道
之
事
、
聖
人
所
以
相
天
協
居
。
故
此
亦
言
天
地
位
万
物
育
、
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て
〈
道
は
少
し
の
間
も
離
れ
な
い
〉
と
述
べ
て
、〈
道
〉
が
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
〈
道
〉
を
備
え
て
い
て
も
修
得
し
な
け
れ
ば
、〈
道
〉

を
実
行
で
き
な
い
。
そ
の
た
め〈
教
〉の
は
た
ら
き
が
最
も
多
大
な
の
で
あ
る
。
思
う
に
、

だ
か
ら
こ
そ
、『
中
庸
』
一
篇
は
す
べ
て
〈
道
を
修
得
す
る
〉
事
、
つ
ま
り
は
〈
教
〉
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
【
原
文
】
道
也
者
不
可
須
臾
離
也
。
可
離
非
道
也
。《
釈
義
》
承
上
文
言
道
不
可
不
脩
。

◯
道
者
率
性
也
。
人
不
可
以
離
性
、
而
父
子
以
下
五
者
、
亦
不
可
離
。
則
其
不
可
暫
離
知

仁
勇
与
親
義
別
序
信
也
固
矣
。
而
率
性
者
所
以
為
中
、
不
可
離
者
所
以
為
庸
也
。
不
然
則

人
為
道
而
遠
人
者
、
人
得
而
離
之
、
非
達
道
也
。

２
【
訓
読
文
】
道
な
る
者
は
須
臾
も
離
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
離
る
べ
き
は
道
に
非
ざ
る

な
り
。《
釈
義
》
上
文
を
承
け
て
〈
道
〉
の
脩
め
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
言
う
。
◯
〈
道
〉

と
は
〈
性
に
率
う
１

〉
な
り
。
人
は
以
て
〈
性
〉
よ
り
離
る
べ
か
ら
ず
し
て
、〈
父
子
29

〉

以
下
の
五
者
も
、
亦
た
離
る
べ
か
ら
ず
。
則
ち
其
れ
暫
く
も
〈
知･

仁･

勇
29

〉
と
「
親

･

義･

別･

序･

信（
一
）

」
と
を
離
る
べ
か
ら
ざ
る
や
固
し
。
而
し
て
〈
性
に
率
う
１

〉
は
〈
中
〉

為
る
所
以
に
し
て
、〈
離
る
べ
か
ら
ざ
る
２

〉
は
〈
庸
〉
為
る
所
以
な
り
。
然
ら
ざ
れ
ば
則

ち
〈
人
の
道
を
為
し
て
人
に
遠
き
16
〉
者
に
し
て
、
人
得
て
之
れ
よ
り
離
る
れ
ば
、〈
達
道

４
・
29

〉
に
非
ざ
る
な
り
。

【
訳
注
】

（
一
）
知
・
仁
・
勇
と
親
・
義
・
別
・
序
・
信
：
１
節
《
釈
義
》
及
び
１
節
訳
注
（
二
）（
三
）
参
照
。

２
【
現
代
語
訳
】
道
は
少
し
も
離
れ
る
こ
と
が
な
い
。
離
れ
て
し
ま
う
の
は
道
で
は
な
い
。

《
釈
義
》
上
文
を
承
け
て
、〈
道
〉
は
修
得
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
言
う
。
◯
〈
道
〉

は
〈
性
に
率
っ
て
い
る
〉。
人
は
〈
性
〉
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、〈
父
子
〉
以
下
の
五
つ
も
同

様
に〈
道
〉か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
少
し
の
間
も〈
知･

仁･

勇
〉と
い
う〈
性
〉

の
〈
徳
〉
と
「
親･

義･

別･

序･

信
」
の
〈
道
〉
と
は
、
固
く
結
び
つ
い
て
離
れ
ら
れ

な
い
。
そ
し
て
〈
性
に
率
う
〉
か
ら
こ
そ
、〈
中
〉
な
の
で
あ
り
、〈
離
れ
ら
れ
な
い
〉
か

ら
こ
そ
〈
庸
〉
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
の
は
、〈
人
の
道
を
為
し
て
人
に
遠
き
〉
こ

と
で
あ
り
、
人
は
離
れ
ら
れ
る
の
で
〈
達
道
〉
で
は
な
い
。

３
【
原
文
】
是
故
君
子
、
戒
慎
乎
其
所
不
睹
、
恐
懼
乎
其
所
不
聞
。
莫
見
乎
隱
、
莫
顯
乎

微
。
故
君
子
慎
其
獨
也
。《
釈
義
》
修
道
之
事
。
◯
道
不
可
離
。
故
雖
其
所
無
見
聞
、
而

尚
戒
慎
恐
懼
、
不
敢
暫
離
之
也
。
人
所
不
見
聞
、
雖
如
隱
微
、
而
身
自
省
視
、
則
甚
為
見

顯
焉
。
故
君
子
不
謂
無
見
聞
而
忽
之
。
雖
獨
処
屋
漏
、
而
其
加
慎
、
毎
如
在
衆
中
。
如
所

謂
立
則
見
其
参
於
前
也
者
、
則
造
次
顛
沛
、
無
頃
刻
離
道
。
而
脩
道
之
要
、
莫
切
焉
。
下

文
論
誠
、
実
根
於
此
也
。

３
【
訓
読
文
】
是
の
故
に
君
子
は
、
其
の
睹
え
ざ
る
所
に
戒
慎
し
、
其
の
聞
こ
え
ざ
る
所

に
恐
懼
す
。
隱
れ
た
る
よ
り
見
わ
る
る
は
莫
く
、
微
か
な
る
よ
り
顯
ら
か
な
る
は
莫
し
。

故
に
君
子
は
其
の
獨
を
慎
む
な
り
。《
釈
義
》〈
道
を
修
む
る
１
〉
の
事
な
り
。
◯
〈
道
は

離
る
べ
か
ら
ず
２

〉。
故
に
其
の
〈
見･

聞
３

〉
無
き
所
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
尚
お
〈
戒
慎･

恐
懼
３

〉し
、
敢
え
て
暫
く
も
之
れ
を
離
さ
ざ
る
な
り
。
人
の〈
見･

聞
〉せ
ざ
る
所
は
、〈
隱

･

微
３

〉
の
如
し
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
身
自
ら
省
視
す
れ
ば
、
則
ち
甚
だ
〈
見･

顯
３

〉
と

為
る
な
り
。
故
に
〈
君
子
〉
は
〈
見･

聞
〉
無
く
し
て
之
れ
を
忽
そ
か
に
す
る
と
謂
わ
ず
。

獨
り
屋
漏（

一
）

に
処
る
と
雖
も
、
其
れ
慎
み
を
加
う
る
こ
と
、
毎
に
衆
中
に
在
る
が
如
し
。
所

謂
「
立
て
ば
則
ち
其
の
前
に
参
わ
る
を
見
る（

二
）

」
が
如
き
者
は
、
則
ち
「
造
次
顛
沛（

三
）

」、
頃

刻
も
〈
道
〉
を
離
す
こ
と
無
し
。
而す

な
わ

ち
〈
道
を
脩
む
る
〉
の
要
は
、
焉
よ
り
切
な
る
は
莫

し
。
下
文
に
〈
誠
〉
を
論
ず
る（

四
）

は
、
実
に
此
れ
に
根
ざ
す
な
り
。

【
訳
注
】

（
一
）屋
漏
：
部
屋
の
西
北
の
隅
。
63
節
に
「
詩
に
云
う
。
爾
の
室
に
在
る
を
相み

る
に
、
尚
お
屋
漏
に
愧
じ
ず
、

と
。
故
に
君
子
は
動
か
ず
し
て
而
も
敬
わ
れ
、
言
わ
ず
し
て
而
も
信
ぜ
ら
る
」
と
あ
る
。
疏
で
は
「
言
う
こ

こ
ろ
、
君
子
は
隠
居
す
と
雖
も
、
其
の
君
子
の
容
徳
を
失
わ
ざ
る
な
り
。
相
は
視
な
り
。
室
の
西
北
隅
、
之

れ
を
屋
漏
と
言
う
な
り
。
女
の
室
に
在
り
て
独
居
す
る
を
視
る
に
、
猶
お
屋
漏
に
愧
じ
ず
。
屋
漏
は
人
有
る
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（
四
）
動
作･

礼
義･

威
儀
の
則
有
り
：『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
十
三
年
に
よ
る
。
前
訳
注
（
一
）
参
照
。

（
五
）道
は
猶
お
大
路
の
ご
と
く
：『
孟
子
』告
子
下
に「
夫
れ
道
は
大
路
の
若
く
然
り
。豈
に
知
り
難
か
ら
ん
や
」

と
あ
る
。

（
六
）
俯
し
て
就
き
企
だ
ち
て
及
ぶ
：『
礼
記
』
檀
弓
上
に
「
子
思
曰
く
、
先
王
の
礼
を
制
す
る
や
、
之
れ
に

過
ぐ
る
者
は
俯
し
て
之
れ
に
就
き
、
至
ら
ざ
る
者
は
跂
ち
て
之
れ
に
及
ば
し
む
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
孝
経
』

喪
親
章
に
「
喪
三
年
を
過
ぎ
ざ
る
は
、
民
に
終
わ
り
有
る
を
示
す
な
り
」
の
注
疏
に
「
三
年
の
喪
は
天
下
の

達
礼
に
し
て
、
不
肖
を
し
て
企
だ
ち
及
ば
し
め
、
賢
者
を
し
て
俯
し
て
従
わ
し
む
」
と
あ
る
。
背
が
高
過
ぎ

る
者
は
頭
を
低
く
し
て
普
通
の
人
と
同
じ
に
し
、
低
過
ぎ
る
者
は
つ
ま
先
立
ち
に
な
っ
て
普
通
の
人
に
同
じ

に
す
る
よ
う
に
、
賢
者
や
知
者
の
よ
う
に
や
り
過
ぎ
て
し
ま
う
者
は
身
を
か
が
め
て
中
に
就
く
よ
う
に
し
、

愚
者
や
不
肖
者
の
よ
う
に
及
ば
な
い
も
の
は
、
努
力
し
て
中
に
及
ぶ
よ
う
に
す
る
こ
と
。
荻
生
徂
徠
『
弁
名
』

上
、
中
庸
和
衷
八
則
に
も
「
賢
知
者
は
俯
し
て
之
れ
に
就
き
、
愚
不
肖
者
は
企
ち
て
之
れ
に
及
ぶ
。
是
れ
所

謂
中
な
り
」
と
あ
る
。

（
七
）
皐
陶
の
典
を

し
、
礼
に
自
る
：『
書
経
』
皐
陶
謨
に
「
天
工
人
其
代
之
。
天
敘
有
典
、

我
五
典
五

惇
哉
。
天
秩
有
礼
、
自
我
五
礼
有
庸
哉
」
と
あ
り
、
會
澤
は
『
典
謨
述
義
』
を
著
し
『
尚
書
』
を
解
釈
す
る
が
、

そ
こ
で
は
「
叙
は
其
の
倫
次
を
定
む
る
を
謂
う
。
君
臣･

父
子･
兄
弟･

夫
婦･

朋
友
の
倫
叙
な
り
。
秩
は

其
の
差
等
を
制
す
る
を
謂
う
。
尊
卑･

貴
賤･

等
級･

隆
殺
の
品
秩
な
り
。
…
…

は
正
、
惇
は
厚
、
自
は

由
な
り
。
有
庸
は
馬
本
、
五
庸
に
作
る
。
…
…
按
ず
る
に
皐
陶
天
工
に
代
わ
る
を
言
い
既
え
て
、
民
を
安
ん

ず
る
の
事
に
及
ぶ
。
民
を
安
ん
ず
る
は
即
ち
天
に
代
わ
る
の
事
な
り
。
天
の
民
を
安
ん
ず
る
所
以
は
、
即
ち

叙･

秩･

命･

討
な
り
。
生
民
有
れ
ば
、
則
ち
父
子
有
り
、
君
臣
有
り
、
夫
婦･

長
幼･
朋
友
有
り
、
是
れ

天
の
叙
す
る
所
の
生
民
の
彝
に
し
て
、即
ち
有
典
な
り
。五
典
有
れ
ば
則
ち
親
疏･

尊
卑･

等
級･
隆
殺
有
り
、

是
れ
天
の
秩
す
る
所
の
事
物
の
則
に
し
て
、
即
ち
有
礼
な
り
。
二
者
は
皆
な
天
工
に
し
て
之
れ
を

た
だ

し
、
之

れ
に
自
る
は
、
人
、
之
れ
に
代
わ
る
な
り
。
天
、
有
典
を
叙
す
れ
ば
、
則
ち
人
に
親･

義･

別･

序･

信
の

五
典
有
り
。
天
有
礼
を
秩
す
れ
ば
、
則
ち
人
に
吉
・
凶
・
軍
・
賓
・
嘉
の
五
礼
有
り
。
天
の
叙
秩
す
る
所
に

し
て
、
人
、
之
れ
を

し
自
る
が
、
故
に
我
と
曰
う
な
り
。
我
れ
に
在
る
の
五
典
を

し
、
五
つ
な
が
ら
皆

な
之
れ
を
し
て
惇
厚
に
し
て
偸
薄
せ
ざ
ら
し
む
。
我
れ
に
在
る
の
五
礼
に
由
り
て
、
五
つ
な
が
ら
皆
な
活
用

有
り
て
死
物
と
為
さ
ざ
ら
し
む
」
と
す
る
。
會
澤
は
経
文
を
「
天
工
、
人
、
其
れ
之
れ
に
代
わ
る
。
天
、
有

典
を
叙さ

だ

め
、
我
が
五
典
を

た
だ

し
て
五
つ
な
が
ら
惇あ

つ

く
せ
し
む
。
天
、
有
礼
を
秩た

だ

し
、
我
が
五
礼
に
自
り
て
五

つ
な
が
ら
庸も

ち

い
し
む
」
と
読
ん
で
い
る
。

１
【
現
代
語
訳
】
天
が
命
じ
た
人
の
本
質
を
性
と
い
い
、
性
に
従
う
こ
と
を
道
と
い
い
、

道
を
修
得
す
る
こ
と
を
教
と
い
う
。《
釈
義
》
子
思
は
、〈
道
〉
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
、

先
ず
〈
道
〉
の
出
自
を
述
べ
、
次
に
〈
道
〉
が
な
に
ゆ
え
〈
道
〉
で
あ
る
の
か
を
述
べ
、

さ
ら
に
〈
道
〉
は
何
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
を
述
べ
て
、
そ
れ
を
一
篇

の
綱
要
と
し
た
。
◯
〈
命
〉
は
令
と
ほ
ぼ
同
義
。〈
性
〉
と
は
、〈
天
〉
が
人
に
賦
与
し
た

生
の
本
質
で
あ
る
。『
左
伝
』
成
公
十
三
年
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
「
民
は
天
地
の
中
和
の

気
を
受
け
て
生
ま
れ
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
〈
知･

仁･

勇
〉
の
〈
徳
〉
を
備
え
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
〈
天
が
命
じ
た
性
〉
で
あ
る
。
こ
の
〈
性
〉

の
〈
徳
〉
を
備
え
て
〈
自
己
を
成
し
遂
げ
、
他
物
を
完
成
さ
せ
る
〉
と
、〈
父
子･

君
臣

･

夫
婦･

昆
弟･

朋
友
〉
の
関
係
に
、
必
ず
「
親･

義･

別･

序･

信
」
の
〈
道
〉
が
備

わ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
『
左
伝
』
成
公
十
三
年
に
「
動
作･

礼
義･

威
儀
に
は
法
則
が

あ
る
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
人
心
に
あ
て
は
ま
り
、
こ
れ

こ
そ
が
〈
性
に
率
う
〉
と
い
う
〈
道
〉
で
あ
る
。〈
道
〉
と
は
誰
も
が
通
る
大
き
な
道
路

と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
さ
し
く
〈
達
道
〉
で
あ
り
、〈
礼
が
発
生
す
る
所
〉
で
あ
る
。

〈
聖
人
〉
は
〈
天
〉
が
命
じ
た
〈
性
〉
と
、
人
の
率
う
べ
き
〈
道
〉
に
よ
っ
て
、
中
制
を

定
め
、〈
中
〉
を
過
ぎ
て
し
ま
う
〈
賢
者
〉
に
は
身
を
屈
め
て
〈
中
〉
に
就
か
せ
、〈
中
〉

に
及
ば
な
い
〈
不
肖
者
〉
に
は
努
力
さ
せ
て
〈
中
〉
に
及
ぶ
よ
う
に
さ
せ
た
。
こ
れ
は
『
書

経
』
皐
陶
謨
の
「
親･

義･

別･

序･

信
の
五
典
を
正
し
、
吉･

凶･

賓･

軍･

嘉
の
五

礼
に
由
る
」
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
人
び
と
に
教
え
、
人
び
と
に
〈
道
を
修
得
〉
さ

せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

◯
子
思
は
思
う
に
〈
道
〉
の
根
本
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
〈
性
〉

を
述
べ
て
、〈
道
〉
が
〈
天
〉
に
由
来
す
る
こ
と
を
示
し
、
次
い
で
〈
道
〉
を
述
べ
て
、

〈
性
〉
は
必
ず
〈
道
〉
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
率
え
る
こ
と
を
示
し
、
最
後
に
〈
教
〉
を

述
べ
て
、〈
道
〉
は
必
ず
〈
教
〉
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
修
得
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
の

で
あ
る
。
天
下
の
理
は
こ
の
三
言
で
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
。〈
道
〉
は
〈
性
〉
に
由
来

し
、〈
道
〉
は
〈
教
〉
に
よ
っ
て
確
立
す
る
。〈
道
〉
字
は
〈
天
〉
と
〈
教
〉
の
中
間
に
あ

っ
て
、
こ
の
二
つ
を
統
べ
て
い
る
。〈
性･

道･

教
〉
の
三
つ
は
一
つ
の
こ
と
に
至
る
の

で
あ
っ
て
、〈
道
〉
字
が
そ
れ
ら
の
主
で
あ
る
。
そ
の
た
め
下
の
文
で
は
、
こ
れ
を
承
け

　（９）
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則
道
不
可
得
而
行
焉
。
故
教
之
功
最
為
多
。
而
中
庸
一
篇
無

（
校
一
）

非
論
脩
道
之
事
者
、
盖
以

此
也
。

【
校
注
】

（
校
一
）「
無
」
は
會
澤
家
本
・
熱
田
家
本
と
も
に
本
来
は
「
莫
」
で
あ
る
が
、
と
も
に
「
無
」
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

１
【
訓
読
文
】
天
の
命
ず
る
之
れ
を
性
と
謂
い
、
性
に
率
う
之
れ
を
道
と
謂
い
、
道
を
脩

む
る
之
れ
を
教
と
謂
う
。《
釈
義
》
子
思
、〈
道
１
〉
を
論
ず
る
に
、
先
ず
〈
道
〉
の
由
り

出
づ
る
所
を
言
い
、
次
い
で
〈
道
〉
の
〈
道
〉
た
る
所
以
を
言
い
、
又
た
〈
道
〉
の
用
に

施
す
所
以
を
言
い
、
以
て
一
篇
の
綱
要
と
為
す
な
り
。
◯
〈
命
１

〉
は
猶
お
令
の
ご
と
き

な
り
。〈
性
１

〉
と
は
生
の
質
、〈
天
１

〉
の
人
に
賦
与
す
る
所
の
者
な
り
。「
民
、
天
地
の

中
を
受
け
て
生
ま
る
る（

一
）

」
が
、
故
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
〈
知･

仁･

勇
29
〉
の
〈
徳
〉

を
有
す
。
即
ち
〈
天
の
命
ず
る
１

〉
所
の
〈
性
〉
な
り
。
斯
の
〈
徳
〉
を
有
し
て
以
て
〈
己

を
成
し
、
物
を
成
せ
42

〉
ば
、
則
ち
〈
父
子･
君
臣･

夫
婦･

昆
弟･

朋
友（

二
）

29

〉
の
倫
に
、

必
ず
「
親･

義･

別･

序･

信（
三
）

」
の
〈
道
〉
有
り
。
即
ち
所
謂
「
動
作･

礼
義･

威
儀
の

則
有
り（

四
）

」
と
は
是
れ
な
り
。
是
れ
天
下
人
心
の
同
じ
く
然
る
所
に
し
て
、
即
ち
〈
性
に
率

う
１

〉
の
〈
道
〉
な
り
。〈
道
〉
と
は
猶
お
大
路
の
ご
と
く（

五
）

、
人
の
同
じ
く
由
る
所
な
り
。

即
ち
〈
達
道
４
・
29

〉
に
し
て
〈
礼
の
生
ず
る
所
27
〉
な
り
。〈
聖
人
〉、〈
天
〉
の
命
ず
る
所
、

人
の
率
う
所
に
因
み
て
、
立
て
て
之
れ
が
中
制
を
為
し
、〈
賢･

不
肖
６

〉
を
し
て
俯
し
て

就
き
企つ

ま
だ

ち
て
及
ば（

六
）

し
む
る
こ
と
、
皐
陶
の
「
典
を

た
だ

し
、
礼
に
自
る（

七
）

」
の
意
の
如
き
に
し

て
、
是
れ
之
れ
に
教
え
、
之
れ
を
し
て
〈
道
を
脩
め
１

〉
し
む
る
な
り
。

◯
子
思
盖
し
〈
道
〉
の
本
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
。
故
に
先
ず
〈
性
〉
を
言
い
、
以
て

〈
道
〉
の
〈
天
〉
よ
り
出
づ
る
を
見し

め

し
、
次
い
で
〈
道
〉
を
言
い
、
以
て
〈
性
〉
の
必
ず
〈
道
〉

を
待
み
て
而
る
後
に
率
う
べ
き
を
見
し
、
終
り
に
〈
教
１

〉
を
言
い
、
以
て
〈
道
〉
の
必

ず
〈
教
〉
を
待
み
て
而
る
後
に
脩
む
る
を
得
た
る
を
見
す
。
天
下
の
理
、
三
言
に
し
て
盡

く
せ
り
。
而
し
て
〈
性
〉
と
は
〈
道
〉
の
由
り
出
づ
る
所
、〈
教
〉
と
は
〈
道
〉
の
立
つ

所
以
な
り
。〈
道
〉
の
字
は
中
間
に
在
り
て
二
者
を
統
ぶ
。
三
言
一
致
し
て
、〈
道
〉
字
は

之
れ
が
主
と
為
る
。
故
に
下
文
に
之
れ
を
承
け
て
〈
道
な
る
者
は
須
臾
も
離
る
べ
か
ら
ず

２

〉
と
云
い
、
重
ん
ず
る
所
は
〈
道
〉
に
在
る
を
見
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
〈
道
〉
有
る
も

脩
め
ざ
れ
ば
、
則
ち
〈
道
〉
は
得
て
行
う
べ
か
ら
ず
。
故
に
〈
教
〉
の
功
最
も
多
と
為
す
。

『
中
庸
』
一
篇
は
〈
道
を
脩
む
る
〉
の
事
を
論
ず
る
に
非
ざ
る
無
き
は
、
盖
し
此
れ
を
以

て
な
り
。

【
訳
注
】

（
一
）
民
、
天
地
の
中
を
受
け
て
生
ま
る
。：『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
十
三
年
に
「
劉
子
曰
く
、
吾
れ
之
れ
を
聞

く
。
民
は
天
地
の
中
を
受
け
て
以
て
生
ま
る
。
所
謂
命
な
り
。
是
こ
を
も
っ
て
動
作
・
礼
義
・
威
儀
の
則
有

り
、
以
て
命
定
る
な
り
」
と
あ
り
、
孔
穎
達
疏
に
「
正
義
に
曰
く
、天
地
の
中
と
は
、中
和
の
気
を
謂
う
な
り
。

民
は
人
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
、
人
、
此
の
天
地
の
中
和
の
気
を
受
け
以
て
生
育
す
る
を
得
」
と
あ
り
、
人
は

中
和
の
気
を
受
け
て
生
育
す
る
と
さ
れ
る
。「
中
和
」
は
、
す
ぐ
後
の
経
文
に
「
中
な
る
者
は
天
下
の
大
本
な

り
。
和
な
る
者
は
天
下
の
達
道
な
り
。
中
和
を
致
し
て
天
地
位
し
、
万
物
育
す
」
と
あ
り
、
會
澤
は
「
民
の

天
地
の
中
を
受
く
る
は
、
其
の
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
得
る
者
な
れ
ば
、
其
の
性
は
固
よ
り
天
地
中
和
の
気

を
有
す
」
と
し
、「
中
和
」
は
人
の
性
に
生
ま
れ
な
が
ら
備
わ
る
も
の
と
す
る
。

（
二
）
知･

仁･

勇
…
…
父
子･

君
臣･

夫
婦･

昆
弟･

朋
友
：
29
節
に
「
天
下
の
達
道
は
五
。
之
れ
を
行
う

所
以
の
者
は
三
。
曰
く
、
君
臣
な
り
。
父
子
な
り
。
夫
婦
な
り
。
昆
弟
な
り
。
朋
友
の
交
わ
り
な
り
。
五
者

は
天
下
の
達
道
な
り
。
知･

仁･

勇
の
三
者
は
天
下
の
達
徳
な
り
」
と
あ
る
。
會
澤
は
「
知･

仁･

勇
」
の

徳
に
よ
っ
て
、
自
己
を
成
し
遂
げ
、
他
物
を
完
成
さ
せ
れ
ば
、「
父
子･

君
臣･

夫
婦･

昆
弟･

朋
友
」
の
関

係
に
「
親･

義･

別･

序･

信
」
の
「
道
」
が
備
わ
る
と
し
、「
達
道
」
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
、「
達
徳
」

が
必
須
で
あ
る
と
す
る
。
朱
子
も
集
註
で
「
達
道
は
人
の
共
に
由
る
所
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
是
の
三
徳
無
け

れ
ば
、
則
ち
以
て
之
れ
を
行
う
こ
と
無
し
」
と
し
、「
知･

仁･

勇
」
の
徳
に
よ
っ
て
、「
達
道
」
を
成
し
遂

げ
る
と
す
る
。
會
澤
は
、
人
は
「
中
和
の
気
」
を
受
け
て
生
ま
れ
る
と
捉
え
、「
中
和
」
を
生
ま
れ
な
が
ら
備

え
る
「
性
」
と
し
た
。「
和
」
と
は
「
天
下
の
達
道
」
で
あ
り
、「
達
道
」
を
行
う
原
理
で
あ
る
「
達
徳
」
も

ま
た
「
性
」
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
親･

義･

別･

序･

信
：
29
節
「
天
下
の
達
道
は
五
…
…
」
に
つ
い
て
集
註
で
は
「
達
道
と
は
、
天
下

古
今
の
共
に
由
る
所
の
路
な
り
。
即
ち
書
に
謂
う
所
の
五
典
、
孟
子
の
謂
う
所
の
父
子
に
親
有
り･

君
臣
に

義
有
り･

夫
婦
に
別
有
り
・
長
幼
に
序
有
り
・
朋
友
に
信
有
り
、
是
れ
な
り
」
と
し
、『
孟
子
』
滕
文
公
上
を

根
拠
に
し
て
「
達
道
」
を
解
釈
し
て
い
る
。

　（８）
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會澤正志齋『中庸釋義』訳注稿（１）

述
べ
て
、〈
道
〉
を
修
得
す
る
方
法
を
示
し
、
そ
し
て
孔
子
が
な
ぜ
〈
堯
舜
文
武
を
祖
述

憲
章
〉
し
た
の
か
、
そ
の
主
旨
に
つ
い
て
、
も
は
や
ま
っ
た
く
言
い
の
こ
す
点
を
な
く
し

た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
〈
道
〉
は
〈
礼
が
生
み
出
さ
れ
る
所
〉
で
あ
り
、〈
礼
〉
に
は
〈
道
〉

が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
篇
と
〈
礼
〉
の
記
と
は
、
い
ず
れ
も
戴
氏
の
書
で

あ
る
『
礼
記
』
に
記
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
儒
が
そ
の
最
も
純
粋
な
部
分
を
抜
粋
し
て

表
章
し
た
の
は
、
す
ぐ
れ
た
見
識
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
世
の
耳
学
の
輩
た
ち
は
、

い
た
ず
ら
に
空
論
談
義
に
務
め
て
、
そ
れ
に
か
こ
つ
け
て
拙
い
意
見
を
飾
る
道
具
と
し
、

守
り
行
う
べ
き
〈
礼
〉
に
つ
い
て
弁
じ
る
こ
と
も
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
性
命
を
説
く
ば
か
り

で
あ
る
。
彼
ら
は
『
中
庸
』
を
諳
ん
じ
て
は
い
る
が
、〈
中
庸
を
択
ぶ
〉
こ
と
が
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
者
は
洙
泗
の
異
端
、
濂
洛
の
罪
人
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
〈
道
〉
は
〈
礼
〉
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、

〈
礼
〉
は
〈
道
〉
を
備
え
て
は
じ
め
て
実
行
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
相
い
離
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
鐘
鼓
玉
帛
は
〈
礼
〉
の
道
具
で
あ
り
、『
中
庸
』
は
〈
礼
〉
の
義

で
あ
る
。
義
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
で
そ
の
道
具
を
並
べ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
道
具
が
あ
っ

て
、
そ
の
後
で
そ
の
義
が
実
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
神
官
の
仕
事
は
、
そ
の
道

具
を
陳
列
す
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
の
義
に
つ
い
て
は
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
義
を
語
る
だ
け
で
、
そ
の
道
具
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
の
も
、
ま
た
中
途
半
端
な
理

解
で
人
に
説
い
て
い
る
者
と
か
わ
り
は
な
い
。
子
思
の
時
代
は
、
ま
だ
そ
の
道
具
は
す
べ

て
な
く
な
っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
た
だ
そ
の
義
だ
け
を
述
べ
れ
ば
、
そ
の

事
を
実
行
で
き
た
。
後
世
に
な
る
と
、
そ
の
道
具
も
す
べ
て
亡
ん
で
し
ま
い
、
そ
れ
を
文

章
の
断
片
に
求
め
て
、
た
だ
ぼ
ん
や
り
と
見
て
い
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
す

な
わ
ち
、『
中
庸
』
を
読
む
者
は
、
他
の
礼
経
を
参
考
と
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
節
文
を
見

る
こ
と
は
で
き
ず
、
義
を
述
べ
た
と
し
て
も
た
だ
の
空
論
と
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
を
実

行
に
移
そ
う
と
し
て
も
、
私
知
に
よ
っ
て
処
理
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
で
い
る
。
こ
の
よ

う
で
あ
る
の
で
、
学
者
は
ま
ず
『
中
庸
』
が
〈
道
〉
を
論
じ
た
書
物
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、

さ
ら
に
ま
た
そ
れ
が
具
体
的
に
実
行
す
べ
き
〈
礼
〉
の
書
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
子
思

の
意
図
と
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
な
い
こ
と
を
願
う
。
安
は
以
前
こ
の
書
物
を
読
み
、
全
篇

に
文
理
が
貫
徹
し
前
後
が
照
応
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
書
物
を
読

み
、
全
篇
を
通
じ
検
討
し
て
、
意
義
の
所
在
を
求
め
る
べ
き
だ
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
、
お

お
ま
か
に
そ
の
大
旨
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
が
、
浅
陋
な
る
学
識
で
あ
っ
た
の
で
、
誤
り

を
伝
え
醜
態
を
遺
し
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
、
途
中
で
止
め
て
し
ま
っ
た
。
今
か
ら
三
十

年
前
の
出
来
事
で
あ
る
。
近
頃
、
書
棚
を
閲
覧
し
、
当
時
の
書
き
付
け
を
取
り
読
ん
で
み

る
と
、
少
壮
期
に
費
や
し
た
日
々
の
努
力
を
、
火
中
に
投
げ
い
れ
て
焼
き
捨
て
る
の
は
な

ん
と
も
忍
び
な
い
。
そ
こ
で
さ
ら
に
続
け
て
編
を
完
成
さ
せ
た
。
し
か
し
、
安
は
も
と
も
と

粗
放
で
あ
り
、
儒
家
者
流
の
言
に
習
熟
し
て
い
な
い
の
で
、
章
句
訓
詁
に
、
必
ず
大
き
な
誤

り
が
あ
ろ
う
。さ
ら
に
こ
こ
に
示
し
た
大
義
も
ま
た
ど
う
し
て
自
ら
正
し
い
と
で
き
よ
う
か
。

た
だ
し
ば
ら
く
こ
の
説
を
記
録
し
て
、
将
来
の
正
し
い
見
識
を
乞
う
ば
か
り
で
あ
る
。
天
保

己
亥
（
一
八
三
九
年
）
秋
日
會
澤
安
識
す
。

中
庸
釋
義

一
．
論
道
之
大
要

１
【
原
文
】
天
命
之
謂
性
、
率
性
之
謂
道
、
脩
道
之
謂
教
。《
釈
義
》
子
思
論
道
、
先
言

道
之
所
由
出
、
次
言
道
之
所
以
為
道
、
又
言
道
之
所
以
施
於
用
、
以
為
一
篇
之
綱
要
也
。

◯
命
猶
令
也
。
性
者
生
之
質
、
天
之
所
賦
与
於
人
者
也
。
民
受
天
地
之
中
而
生
、
故
生
而

有
知
仁
勇
之
徳
。
即
天
所
命
之
性
也
。
有
斯
徳
以
成
己
成
物
、
則
於
父
子
君
臣
夫
婦
昆
弟

朋
友
之
倫
、
必
有
親
義
別
序
信
之
道
。
即
所
謂
有
動
作
礼
義
威
儀
之
則
是
也
。
是
天
下
人

心
之
所
同
然
、
即
率
性
之
道
也
。
道
者
猶
大
路
、
人
之
所
同
由
。
即
達
道
而
礼
之
所
生
也
。

聖
人
因
天
之
所
命
人
之
所
率
、
立
而
為
之
中
制
、
使
賢
不
肖
俯
就
企
及
、
如
皐
陶

典
自

礼
之
意
、
是
教
之
而
使
之
脩
道
也
。

◯
子
思
盖
欲
明
道
之
本
。
故
先
言
性
、
以
見
道
之
出
於
天
、
次
言
道
、
以
見
性
之
必
待
道

而
後
可
率
、
終
言
教
、
以
見
道
之
必
待
教
而
後
得
脩
。
天
下
之
理
、
三
言
而
盡
矣
。
而
性

者
道
之
所
由
出
、
教
者
道
之
所
以
立
。
道
字
在
中
間
、
而
統
二
者
。
三
言
一
致
、
而
道
字

為
之
主
。
故
下
文
承
之
云
、
道
也
者
不
可
須
臾
離
、
可
見
所
重
在
道
也
。
然
有
道
而
不
脩
、

　（７）
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中
を
執
り
、
賢
を
立
つ
る
に
方
無
し
」
と
あ
り
、
孫
奭
疏
に
「
湯
執
中
立
賢
無
方
と
は
、
孟
子
言
え
り
、
湯

王
、
大
中
至
正
の
道
を
執
り
、
其
の
賢
者
・
智
者
を
し
て
、
以
て
俯
し
て
就
く
を
得
て
狂
者
と
為
さ
ざ
ら
し

め
、
愚
者
・
不
肖
者
を
し
て
、
以
て
跂
ち
て
及
ぶ
を
得
て
狷
者
と
為
さ
ざ
ら
し
む
。
未
だ
嘗
て
驕
伉
・
崖
異
・

絶
俗
の
道
を
立
て
て
、
人
を
し
て
得
て
至
る
を
得
ざ
ら
し
む
。
所
謂
、
中
道
に
し
て
立
つ
、
能
者
之
れ
に
従

う
、
是
れ
其
の
旨
か
」
と
、
説
か
れ
、
張
載
『
張
子
全
書
』
中
正
篇
第
八
に
は
「
大
中
至
正
の
極
、
文
な
れ

ば
必
ず
能
く
其
の
用
を
致
し
、
約
な
れ
ば
必
ず
能
く
感
じ
て
通
ず
。
未
だ
此
れ
に
至
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
聖
人

を
視
る
に
前
後
に
恍
惚
と
し
て
、
像
を
為
す
べ
か
ら
ず
。
此
れ
顏
子
の
歎
ぜ
る
と
こ
ろ
か
」
と
、
説
か
れ
る
。

さ
ら
に
、『
伝
習
録
』
上
に
は
「
先
生
夷
に
居
る
こ
と
三
載
、
困
に
居
り
静
を
養
う
。
精
一
の
功
、
固
よ
り
已

に
超
え
て
聖
域
に
入
り
、
粋
然
た
る
大
中
至
正
の
帰
な
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
あ
り
、
偏
ら
ず
徒
党
を
組

ま
ず
、
極
め
て
公
正
で
あ
る
意
と
さ
れ
る
。

（
三
）
戸
説
：
家
毎
に
説
く
こ
と
。

（
四
）
聖
人
、
禮
を
制
し
て
、
以
て
民
に
中
を
教
う
：
欄
外
で
『
礼
記
』
仲
尼
燕
居
の
孔
子
の
言
を
引
用
し
、

「
礼
か
、
礼
な
り
。
夫
れ
礼
は
中
を
制
す
る
所
以
な
り
」
と
説
か
れ
る
。

（
五
）
異
端
の
徒
起
つ
に
及
び
て
…
…
：
周
が
衰
え
、
道
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
様
々
な
学
説
が
天
下
に
満

ち
あ
ふ
れ
た
こ
と
、
所
謂
、
諸
子
百
家
の
時
代
に
な
っ
た
こ
と
を
指
す
。『
孟
子
』
滕
文
公
下
に
「
世
衰
え

道
微
に
し
て
、
邪
説
暴
行
有ま

た
作お

こ

る
。
…
…
聖
王
作
ら
ず
、
諸
侯
放
恣
す
。
処
士
横
議
し
、
楊
朱
・
墨
翟
の

言
、
天
下
に
盈
つ
。
天
下
の
言
、
楊
に
帰
せ
ざ
れ
ば
則
ち
墨
に
帰
す
。
楊
氏
は
我
が
為
に
す
。
是
れ
君
を
無

み
す
る
な
り
。
墨
氏
は
兼
愛
す
。
是
れ
父
を
無
み
す
る
な
り
。
父
を
無
み
し
君
を
無
み
す
る
は
、
是
れ
禽
獣

な
り
。
…
…
楊
墨
の
道
息
ま
ず
ん
ば
、
孔
子
の
道
著
わ
れ
ず
。
是
れ
邪
説
民
を
誣
い
、
仁
義
を
充
塞
す
れ
ば

な
り
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
尽
心
上
に
「
孟
子
曰
く
、
楊
子
は
我
が
為
に
す
る
を
取
る
。
一
毛
を
抜
い
て
天
下

を
利
す
る
も
、
為
さ
ざ
る
な
り
。
墨
子
は
兼
愛
す
。
頂
を
摩
し
て
踵
に
放い

た

る
も
、
天
下
を
利
す
る
は
之
れ
を

為
す
」
と
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
。
そ
し
て
、
周
が
衰
え
、
道
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
様
々
な
学
者
が
勝
手

な
こ
と
を
言
い
出
し
た
こ
と
を
、
12
節
を
ふ
ま
え
て
、「
隠
れ
た
る
を
索
め
怪
し
き
を
行
い
」
と
す
る
。
楊
朱

は
自
分
本
位
で
他
を
ま
っ
た
く
顧
み
な
か
っ
た
為
我
の
説
を
唱
え
、
墨
翟
は
他
人
を
平
等
に
愛
す
る
こ
と
を

主
張
す
る
兼
愛
の
説
を
唱
え
た
。
そ
れ
ら
は
、
儒
家
か
ら
み
る
と
、
君
を
無
み
し
、
父
を
無
み
す
る
行
為
で

あ
り
、
全
く
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
説
が
天
下
に
は
び
こ
り
、『
礼
記
』

礼
運
に
「
今
、
大
道
既
に
隠
れ
、
天
下
を
家
と
為
す
」
と
孔
子
が
嘆
く
よ
う
に
、
孔
子
の
時
代
に
は
「
大
道
」

は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

（
六
）
礼
の
記
：
儒
教
経
典
が
整
備
さ
れ
た
の
は
前
漢
で
あ
る
が
、
当
時
は
多
種
多
様
な
儒
教
に
関
す
る
書
物

が
存
在
し
て
い
た
。
礼
に
関
す
る
書
物
も
、
礼
の
記
が
二
百
余
篇
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
当
時
の
礼
に
関
す
る

大
家
は
戴
徳
、
戴
聖
、
慶
普
で
あ
り
、
戴
徳
が
編
纂
し
た
書
物
が
『
大
戴
礼
』
で
あ
り
、
戴
聖
が
編
纂
し
た

書
物
が
『
小
戴
礼
』
で
あ
り
、
そ
れ
が
今
日
に
見
ら
れ
る
『
礼
記
』
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
七
）
執
礼
：
守
り
行
う
べ
き
礼
。『
論
語
』
述
而
篇
に
「
子
の
雅つ

ね

に
言
う
所
は
、
詩
書
執
礼
、
皆
な
雅
に
言

う
な
り
」
と
あ
り
、
集
註
に
「
執
は
守
な
り
」
と
あ
る
。

（
八
）
洙
泗
：
孔
子
は
洙
水
と
泗
水
の
ほ
と
り
で
教
育
を
施
し
た
こ
と
か
ら
、
孔
子
の
学
問
を
洙
泗
の
学
と
い
う
。

（
九
）
濂
洛
：
宋
学
を
指
す
。
宋
学
を
興
し
た
北
宋
の
周
敦
頤
は
濂
渓
に
住
み
、
程
顥
・
程
頤
は
洛
陽
の
人
で

あ
り
、
そ
れ
に
由
来
す
る
。
そ
の
他
、
宋
学
の
中
心
人
物
で
あ
る
関
中
の
人
で
あ
る
張
載
、
閩
中
の
人
で
あ

る
南
宋
の
朱
熹
に
ち
な
ん
で
、
濂
洛
関
閩
の
学
と
も
い
う
。

（
十
）
道
聴
塗
説
：『
論
語
』
陽
貨
第
十
七
に
「
子
曰
く
、
道
に
聴
き
て
塗
に
説
く
は
、徳
を
之
れ
棄
つ
る
な
り
」

と
あ
る
。

（
十
一
）
丙
丁
に
附
す
：
火
中
に
投
じ
て
焼
き
捨
て
る
。

【
現
代
語
訳
】〈
仲
尼
は
、
遠
き
五
帝
時
代
の
堯
舜
の
道
を
宗
と
し
、
近
き
文
王
武
王
の
法

を
守
っ
た
〉。
仲
尼
が
宗
と
し
守
っ
た
〈
道
〉
は
、〈
天
が
命
じ
た
人
の
本
質
で
あ
る
性
に

率
い
〉、
大
い
に
中
立
、
極
め
て
公
正
で
あ
り
、
世
界
中
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
通
じ
行

な
わ
れ
、
適
応
し
な
い
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
『
中
庸
』
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、『
中
庸
』
の
義
は
、
各
家
を
訪
問
し
て
人
び
と
に
諭
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

の
た
め
、聖
人
は
、〈
礼
〉
を
制
定
し
て
、
民
に
〈
中
〉
を
教
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

孔
子
も
〈
礼
〉
に
立
脚
し
て
教
育
し
た
の
は
、
人
び
と
に
堯
舜
文
武
の
〈
道
〉
を
実
行
さ

せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
後
世
、
異
端
の
説
を
唱
え
る
輩
が
徒
党
を
組
み
、〈
高
遠
な
も
の

を
求
め
奇
特
な
行
為
を
し
〉、
聖
人
を
誹
謗
し
、
仁
義
礼
楽
を
捨
て
去
る
者
達
が
現
れ
た
。

楊
朱
が
自
分
本
位
で
他
物
を
顧
み
な
い
為
我
の
説
を
唱
え
、
墨
翟
が
外
の
事
ば
か
り
を
懸

命
に
し
自
分
を
省
み
な
い
兼
愛
を
唱
え
る
な
ど
、
邪
説
が
天
下
に
は
び
こ
り
、
そ
れ
ら
が

入
り
混
じ
っ
て
、「
大
道
」
は
跡
形
も
な
く
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
子
思

は
『
中
庸
』
を
著
し
て
、「
大
道
」
の
要
点
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は

〈
道
〉
が
〈
天
〉
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
、
聖
人
が
〈
礼
〉
を
制
定
し
た
こ
と
の
意
義
を

　（６）
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（
校
三
）「
談
」
は
、
會
澤
家
本
で
は
「
論
」
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

（
欄
外
）
會
澤
家
本
・
熱
田
家
本
と
も
に
頭
注
と
し
て
「
礼
乎
礼
夫
礼
所
以
制
中
也 

仲
尼

燕
居
」
と
あ
る
。

【
訓
読
文
】〈
仲
尼
、
堯
舜
を
祖
述
し
、
文
武
を
憲
章
す（

一
）

56

〉。
其
の
〈
道
〉
は
則
ち
〈
天

命
の
性
に
率
い
１

〉、
大
中
至
正（

二
）

、
天
下
萬
世
に
通
行
し
て
悖
る
こ
と
無
し
。
故
に
『
中

庸
』
と
曰
う
な
り
。
然
り
而
し
て
『
中
庸
』
の
義
は
、
以
て
戸
説（

三
）

し
て
人
を
喩
す
べ
か
ら

ず
。
故
に
聖
人
、〈
禮
〉
を
制
し
て
、
以
て
民
に
〈
中
〉
を
教
う（

四
）

。
而
し
て
夫
子
も
亦
た
人

に
教
う
る
に
以
て
〈
礼
〉
に
立
つ
る
は
、
人
人
を
し
て
〈
堯
舜
文
武
〉
の
〈
道
〉
を
行
わ

し
む
る
所
以
な
り
。
異
端
の
徒
起
つ
に
及
び
て（

五
）

、〈
隱
れ
た
る
を
索
め
怪
し
き
を
行
い
12
〉、

聖
人
を
誹
謗
し
、
仁
義
礼
樂
を
絶
弃
す
る
者
之
れ
有
り
。
内
を
務
め
て
外
を
遺
し
て
、
我

が
為
に
す
る
者
之
れ
有
り
。
外
を
先
に
し
内
を
後
に
し
て
、
兼
愛
す
る
者
之
れ
有
り
。
邪

説
跛
行
し
、
紛
然
雜
出
し
て
、「
大
道
」
湮
晦
す
。
故
に
子
思
、『
中
庸
』
を
作
り
て
、
以

て
「
大
道
」
の
要
を
明
ら
か
に
す
。〈
道
〉
は
〈
天
〉
に
出
づ
る
の
義
と
、
聖
人
制
禮
の
意

と
を
言
い
、
以
て
〈
道
を
脩
む
る
１

〉
の
法
を
為
し
、
而
し
て
夫
子
の
〈
祖
述･

憲
章
〉
す

る
所
以
の
旨
に
於
い
て
、
復
た
餘
蘊
無
か
ら
し
む
。
夫
れ
〈
道
〉
は
〈
礼
の
生
ず
る
所
27
〉

に
し
て
、〈
礼
〉
は
〈
道
〉
の
在
る
所
な
り
。
故
に
此
の
篇
と
〈
礼
〉
の
記（

六
）

と
は
、
同
じ

く
戴
氏
の
書
に
載
す
。
先
儒
、
其
の
最
も
純
粋
な
る
を
以
て
、
特
に
之
れ
を
表
章
す
る
は
、

其
の
見
卓
な
り
。
而
れ
ど
も
後
世
の
耳
學
の
徒
、
徒
ら
に
空
論
に
務
め
て
、
籍
り
て
以
て

拙
き
を
飾
る
の
具
と
為
し
、
未
だ
執
礼（

七
）

を
辨
ぜ
ず
し
て
、
輒も

っ
ぱ

ら
性
命
を
説
く
。『
中
庸
』

を
口
誦
す
る
も
、〈
中
庸
を
擇
ぶ
８

〉
の
何
事
な
る
か
を
知
ら
ず
。
洙
泗（

八
）

の
異
端･
濂
洛（

九
）

の

罪
人
と
謂
う
べ
き
な
り
。
夫
れ
〈
道
〉
は
〈
礼
〉
を
待
ち
て
存
し
、〈
礼
〉
は
〈
道
〉
を

待
ち
て
行
わ
れ
、
固
よ
り
相
い
離
る
る
を
得
ず
。
鐘
鼓
玉
帛
は
、〈
礼
〉
の
具
に
し
て
、『
中

庸
』
は
〈
礼
〉
の
義
な
り
。
義
有
り
て
然
る
後
に
其
の
具
陳
す
べ
く
、
具
有
り
て
然
る
後

に
其
の
義
行
う
べ
し
。
其
の
具
を
陳
す
る
も
其
の
義
を
知
ら
ざ
る
は
、
固
よ
り
祝
史
の
事

な
り
。
其
の
義
を
言
い
其
の
具
を
知
ら
ざ
る
も
、
亦
た
未
だ
道
聴
塗
説（

十
）

と
為
る
を
免
れ
ざ

る
な
り
。
子
思
の
時
、
其
の
具
、
未
だ
盡
く
は
亡
び
ず
。
故
に
但
だ
其
の
義
を
言
う
の
み

に
し
て
、
其
の
事
行
わ
る
べ
し
。
後
世
に
至
る
に
及
び
、
其
の
具
盡
く
亡
び
、
之
れ
を
断

簡
に
求
め
て
、
僅
か
に
其
の
髣
髴
を
見
る
の
み
。
則
ち
『
中
庸
』
を
讀
む
者
、
之
れ
を
他

の
礼
經
に
参
ず
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
節
文
は
得
て
見
る
べ
か
ら
ず
し
て
、
謂
う
所

の
義
な
る
者
も
亦
た
空
談
に
属
し
、
之
れ
を
實
事
に
施
す
に
至
れ
ば
、
則
ち
私
知
を
以
て

之
れ
を
處
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
然
ら
ば
則
ち
學
者
既
に
〈
中
庸
〉
の
〈
道
〉
を
論
ず

る
の
書
た
る
を
知
り
、
亦
た
其
の
〈
礼
〉
書
た
る
を
知
り
、
庶
幾
く
ば
子
思
の
意
に
於
い

て
、
亦
た
甚
し
く
は
乖
違
す
る
こ
と
無
か
ら
ん
。
安
、
嘗
て
此
の
書
を
讀
み
、
全
篇
の
文

理
串
貫
し
前
後
照
應
す
る
を
見
る
。
謂
え
ら
く
、
本
書
を
讀
み
當
に
全
篇
を
通
観
し
て
意

義
の
在
る
所
を
求
む
る
べ
し
、
と
。
迺す

な
わ

ち
粗
ぼ
其
の
大
旨
を
解
釋
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
而

れ
ど
も
浅
陋
の
學
な
れ
ば
、
誤
ま
り
を
傳
え
醜
を
遺
す
を
恐
れ
て
、
半
塗
に
し
て
止
む
。

今
を
距
つ
る
こ
と
殆
ど
三
十
年
な
り
。
頃ち

か

ご
ろ
書
簏
を
閲
し
、
取
り
て
之
れ
を
讀
み
、
少

壮
の
費
や
す
所
の
日
力
、
亦
た
丙
丁
に
附
す
る

（
十
一
）に

忍
び
ず
。
因
み
て
續
け
て
編
を
成
す
。

然
れ
ど
も
安
素
よ
り
疎
放
に
し
て
、
儒
家
者
流
の
言
に
習
わ
ざ
れ
ば
、
章
句
訓
詁
に
、
必

ず
大
い
な
る
紕
繆
有
ら
ん
。
而
し
て
其
の
大
義
も
亦
た
豈
に
敢
え
て
自
ら
以
て
是
と
為
さ

ん
や
。
特
だ
姑
ら
く
其
の
説
を
録
し
て
、
将
に
以
て
正
識
を
乞
わ
ん
と
す
る
の
み
。
天
保

己
亥
秋
日
會
澤
安
識
。

【
訳
注
】

（
一
）
仲
尼
、
堯
舜
を
祖
述
し
、
文
武
を
憲
章
す
：『
中
庸
釋
義
』
56
節
の
句
（
以
下
、
算
用
数
字
＋
節
は
『
中

庸
釋
義
』
の
節
を
示
す
）。
朱
熹
集
註
で
は
「
祖
述
と
は
、
遠
く
其
の
道
を
宗
と
す
。
憲
章
と
は
、
近
く
其
の

法
を
守
る
」
と
説
か
れ
る
。

（
二
）
大
中
至
正
：「
大
中
」
は
『
尚
書
』
洪
範
に
「
建
つ
る
に
皇
極
を
用
う
」
と
あ
り
、孔
安
国
伝
で
は
「
皇

は
大
、
極
は
中
な
り
。
凡
そ
事
を
立
つ
る
に
当
に
大
中
の
道
を
用
う
べ
し
」
と
説
か
れ
る
。
洪
範
で
は
さ
ら

に
「
五
皇
極
、
皇お

お

い
に
其
の
有
極
を
建
つ
」
と
あ
り
、
孔
伝
に
「
大
中
の
道
、
大
い
に
其
の
有
中
を
立
つ
」

と
あ
る
。
疏
に
は
「
皇
は
大
な
り
。
極
は
中
な
り
。
下
民
を
施
政
教
治
し
、
当
に
大
い
に
其
の
中
を
得
、
邪

僻
無
か
ら
し
む
べ
し
。
故
に
之
れ
を
演
じ
て
云
う
、
大
中
と
は
、
人
君
、
民
の
主
と
為
り
、
当
に
大
い
に
自

ら
其
の
有
中
の
道
を
立
て
、
以
て
民
に
施
教
す
べ
し
」
と
説
か
れ
る
。
會
澤
は
『
尚
書
』
に
つ
い
て
、『
典
謨

述
義
』
を
著
し
て
い
る
が
、
そ
の
付
録
『
洪
範
要
義
』
に
於
い
て
、
蔡
沈
に
依
拠
し
「
中
立
し
て
四
方
の
正

を
取
る
所
の
者
な
り
（
原
漢
文
、
訳
注
者
訓
読
、
以
下
同
）」
と
説
く
。
ま
た
、『
孟
子
』
離
婁
下
に
「
湯
は

　（５）
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52
非
天
子
、
不
議
禮
、
不
制
度
、
不
考
文
。
今
天
下
車
同
軌
、
書
同
文
、
行
同
倫
。

雖
有
其
位
、
苟
無
其
德
、
不
敢
作
禮
樂
焉
。
雖
有
其
德
、
苟
無
其
位
、
亦
不
敢
作

禮
樂
焉
。
子
曰
、
吾
說
夏
禮
、
杞
不
足
徵
也
、
吾
學
殷
禮
、
有
宋
存
焉
、
吾
學
周

禮
、
今
用
之
。
吾
從
周
。
王
天
下
有
三
重
焉
。
其
寡
過
矣
乎
。
上
焉
者
雖
善
無
徵
。

無
徵
不
信
。
不
信
民
弗
從
。
下
焉
者
雖
善
不
尊
。
不
尊
不
信
。
不
信
民
弗
從
。

53
故
君
子
之
道
、
本
諸
身
、
徵
諸
庶
民
、
考
諸
三
王
而
不
繆
、
建
諸
天
地
而
不
悖
、

質
諸
鬼
神
而
無
疑
。
百
世
以
俟
聖
人
而
不
惑
、

54
質
諸
鬼
神
而
無
疑
、
知
天
也
。
百
世
以
俟
聖
人
而
不
惑
、
知
人
也
。

55
是
故
君
子
、
動
而
世
為
天
下
道
、
行
而
世
為
天
下
法
、
言
而
世
為
天
下
則
。
遠
之

則
有
望
、
近
之
則
不
厭
。
詩
曰
、
在
彼
無
惡
、
在
此
無
射
、
庶
幾
夙
夜
、
以
永
終
譽
。

君
子
未
有
不
如
此
、
而
蚤
有
譽
於
天
下
者
也
。

　

八
．
論
孔
子
修
道

56
仲
尼
祖
述
堯
舜
、
憲
章
文
武
。
上
律
天
時
、
下
襲
水
土
。
辟
如
天
地
之
無
不
持
載
、

無
不
覆
幬
。

57
辟
如
四
時
之
錯
行
、
如
日
月
之
代
明
。
萬
物
並
育
而
不
相
害
、
道
並
行
而
不
相
悖
。

小
德
川
流
、
大
德
敦
化
。
此
天
地
之
所
以
為
大
也
。

58
唯
天
下
至
聖
、
為
能
聰
明
睿
知
、
足
以
有
臨
也
。
寬
裕
溫
柔
、
足
以
有
容
也
、
發

強
剛
毅
、
足
以
有
執
也
。
齊
莊
中
正
、
足
以
有
敬
也
、
文
理
密
察
、
足
以
有
別
也
。

59
溥
博
淵
泉
、而
時
出
之
。溥
博
如
天
、淵
泉
如
淵
。見
而
民
莫
不
敬
、言
而
民
莫
不
信
、

行
而
民
莫
不
說
。
是
以
聲
名
、
洋
溢
乎
中
國
、
施
及
蠻
貊
。
舟
車
所
至
、
人
力
所

通
、
天
之
所
覆
、
地
之
所
載
、
日
月
所
照
、
霜
露
所
隊
、
凡
有
血
氣
者
、
莫
不
尊
親
。

故
曰
配
天
。

60
唯
天
下
至
誠
、
為
能
經
綸
天
下
之
大
經
、
立
天
下
之
大
本
、
知
天
地
之
化
育
。
夫

焉
有
所
倚
。

61
肫
肫
其
仁
。
淵
淵
其
淵
。
浩
浩
其
天
。
苟
不
固
聰
明
聖
知
、
達
天
德
者
、
其
孰
能
知
之
。

　

九
．
通
論
本
篇
之
歸
趣

62
詩
曰
、
衣
錦
尚
絅
、
惡
其
文
之
著
也
。
故
君
子
之
道
、
闇
然
而
日
章
。
小
人
之
道
、

的
然
而
日
亡
。
君
子
之
道
、淡
而
不
厭
、簡
而
文
、溫
而
理
。
知
遠
之
近
、知
風
之
自
、

知
微
之
顯
、
可
與
入
德
矣
。

63
詩
云
、
潛
雖
伏
矣
、
亦
孔
之
昭
。
故
君
子
內
省
不
疚
、
無
惡
於
志
。
君
子
之
所
不

可
及
者
、
其
唯
人
之
所
不
見
乎
。
詩
云
、
相
在
爾
室
、
尚
不
愧
于
屋
漏
。
故
君
子
、

不
動
而
敬
、
不
言
而
信
。
詩
曰
、
奏
假
無
言
、
時
靡
有
爭
。
是
故
君
子
不
賞
而
民

勸
、
不
怒
而
民
威
於
鈇
鉞
。
詩
曰
、
不
顯
惟
德
、
百
辟
其
刑
之
。
是
故
君
子
篤
恭

而
天
下
平
。
詩
云
、予
懷
明
德
、不
大
聲
以
色
。
子
曰
、聲
色
之
於
以
化
民
、末
也
。

詩
曰
、
德
輶
如
毛
、
毛
猶
有
倫
。
上
天
之
載
、
無
聲
無
臭
。
至
矣
。

中
庸
釋
義
序

仲
尼
祖
述
堯
舜
、
憲
章
文
武
。
其
道
則
率
天
命
之
性
、
大
中
至
正
、
通
行
天
下
萬
世
而
無

悖
。
故
曰
中
庸
也
。
然
而
中
庸
之
義
、
不
可
以
戸
説
而
人
喩
焉
。
故
聖
人
制
禮
、
以
教
民

中
。
而
夫
子
亦
教
人
以
立
於
礼
、
所
以
使
人
人
行
堯
舜
文
武
之
道
也
。
及
異
端
之
徒
起
、

而
索
隱
行
怪
、
誹
謗
聖
人
、
絶

（
校
一
）

弃
仁
義
礼
樂
者
有
之
。
務
内
遺
外
、
而
為
我
者
有
之
。
先

外
後
内
、
而
兼
愛
者
有
之
。
邪
説
跛
行
、
紛
然
雜
出
、
而
大
道
湮
晦
矣
。
故
子
思
作
中
庸
、

以
明
大
道
之
要
。
言
道
出
於
天
之
義
、
与
聖
人
制
禮
之
意
、
以
為
脩
道
之
法
、
而
於
夫
子

所
以
祖
述
憲
章
之
旨
、
無
復
餘
蘊
焉
。
夫
道
者
礼
之
所
生
、
而
礼
者
道
之
所
在
。
故
此
篇

与
礼
之
記
、
同
載
於
戴
氏
之
書
。
先
儒
以
其
最
純
粋
、
特
表
章
之
、
其
見
卓
矣
。
而
後
世

耳
學
之
徒
、
徒
務
空
論
、
籍
以
為
飾
拙
之
具
、
未
辨
執
礼
、
輒
説
性
命
。
口
誦
中
庸
、
而

不
知
擇
乎
中
庸
之
為
何
事
。
可
謂
洙
泗
之
異
端
、
濂
洛
之
罪
人

（
校
二
）

也
。
夫
道
者
待
礼
而
存
、

礼
者
待
道
而
行
、
固
不
得
相
離
焉
。
鐘
鼓
玉
帛
、
礼
之
具
也
、
中
庸
礼
之
義
也
。
有
義
然

後
其
具
可
陳
、
有
具
然
後
其
義
可
行
。
陳
其
具
不
知
其
義
、
固
祝
史
之
事
。
言
其
義
不
知

其
具
、
亦
未
免
為
道
聴
塗
説
也
。
子
思
之
時
、
其
具
未
盡
亡
。
故
但
言
其
義
、
而
其
事
可

行
。
及
至
後
世
、
其
具
盡
亡
、
求
之
断
簡
、
僅
見
其
髣
髴
。
則
讀
中
庸
者
、
非
参
之
他
礼

經
、
則
其
節
文
不
可
得
見
、
而
所
謂
義
者
亦
属
空
談

（
校
三
）、
至
於
施
之
實
事
、
則
不
過
以
私
知

處
之
耳
。
然
則
學
者
既
知
中
庸
為
論
道
之
書
、
亦
知
其
為
礼
書
、
庶
幾
於
子
思
之
意
、
亦

無
甚
乖
違
焉
。
安
嘗
讀
此
書
、
見
全
篇
文
理
串
貫
前
後
照
應
。
謂
讀
本
書
當
通
観
全
篇
而

求
意
義
所
在
。
迺
欲
粗
解
釋
其
大
旨
、
而
浅
陋
之
學
、
恐
傳
誤
遺
醜
、
半
塗
而
止
。
距
今

殆
三
十
年
。
頃
閲
書
簏
、
取
而
讀
之
、
少
壮
所
費
日
力
、
亦
不
忍
附
丙
丁
。
因
續
而
成
編

焉
。
然
安
素
疎
放
、
不
習
於
儒
家
者
流
之
言
、
於
章
句
訓
詁
、
必
大
有
紕
繆
。
而
其
大
義

亦
豈
敢
自
以
為
是
哉
。
特
姑
録
其
説
、
将
以
乞
正
識
者
爾
。
天
保
己
亥
秋
日
會
澤
安
識
。

【
校
注
】

（
校
一
）「
絶
」
は
會
澤
家
本
で
は
「
廢
」
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

（
校
二
）
會
澤
家
本
で
は
本
来
は
「
濂
洛
之
罪
人
、洙
泗
之
異
端
也
」
と
記
さ
れ
る
が
、「
洙

泗
之
異
端
、
濂
洛
之
罪
人
也
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
熱
田
家
本
は
も
と
も
と
こ
の
句
で

あ
る
。

　（４）
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會澤正志齋『中庸釋義』訳注稿（１）

　

五
．
論
政
之
所
以
立

26
哀
公
問
政
。
子
曰
、
文
武
之
政
、
布
在
方
策
。
其
人
存
、
則
其
政
舉
、
其
人
亡
、

則
其
政
息
。
人
道
敏
政
、
地
道
敏
樹
。
夫
政
也
者
、
蒲
盧
也
。
故
為
政
在
人
。
取

人
以
身
、
脩
身
以
道
、
脩
道
以
仁
。

27
仁
者
人
也
。
親
親
為
大
。
義
者
宜
也
。
尊
賢
為
大
。
親
親
之
殺
、
尊
賢
之
等
、
禮

所
生
也
。

28
在
下
位
不
獲
乎
上
、
民
不
可
得
而
治
矣
。
故
君
子
不
可
以
不
脩
身
。
思
脩
身
、
不

可
以
不
事
親
。
思
事
親
、
不
可
以
不
知
人
。
思
知
人
、
不
可
以
不
知
天
。

29
天
下
之
達
道
五
、
所
以
行
之
者
三
。
曰
君
臣
也
、
父
子
也
、
夫
婦
也
、
昆
弟
也
、

朋
友
之
交
也
。
五
者
天
下
之
達
道
也
。
知
・
仁
・
勇
三
者
、
天
下
之
達
德
也
。
所

以
行
之
者
一
也
。

30
或
生
而
知
之
、
或
學
而
知
之
、
或
困
而
知
之
。
及
其
知
之
一
也
。
或
安
而
行
之
、

或
利
而
行
之
、
或
勉
強
而
行
之
、
及
其
成
功
一
也
。

31
子
曰
、好
學
近
乎
知
、力
行
近
乎
仁
、知
恥
近
乎
勇
。
知
斯
三
者
、則
知
所
以
脩
身
。

知
所
以
脩
身
、
則
知
所
以
治
人
。
知
所
以
治
人
、
則
知
所
以
治
天
下
國
家
矣
。

32
凡
為
天
下
國
家
有
九
經
、曰
、脩
身
也
、尊
賢
也
、親
親
也
、敬
大
臣
也
、體
群
臣
也
、

子
庶
民
也
、
來
百
工
也
、
柔
遠
人
也
、
懷
諸
侯
也
。

33
脩
身
則
道
立
、
尊
賢
則
不
惑
、
親
親
則
諸
父
昆
弟
不
怨
、
敬
大
臣
則
不
眩
、
體
群

臣
則
士
之
報
禮
重
、
子
庶
民
則
百
姓
勸
、
來
百
工
則
財
用
足
、
柔
遠
人
則
四
方
歸

之
、
懷
諸
侯
則
天
下
畏
之
。
齊
明
盛
服
、
非
禮
不
動
、
所
以
脩
身
也
。
去
讒
遠
色
、

賤
貨
而
貴
德
、
所
以
勸
賢
也
。
尊
其
位
、
重
其
祿
、
同
其
好
惡
、
所
以
勸
親
親
也
。

官
盛
任
使
、
所
以
勸
大
臣
也
。
忠
信
重
祿
、
所
以
勸
士
也
。
時
使
薄
斂
、
所
以
勸

百
姓
也
。
日
省
月
試
、
既
稟
稱
事
、
所
以
勸
百
工
也
。
送
往
迎
來
、
嘉
善
而
矜
不

能
、
所
以
柔
遠
人
也
。
繼
絶
世
、
舉
廢
國
、
治
亂
持
危
、
朝
聘
以
時
、
厚
往
而
薄
來
、

所
以
懷
諸
侯
也
。
凡
為
天
下
國
家
有
九
經
、
所
以
行
之
者
一
也
。

　

六
．
論
脩
道
之
要
在
誠
身
、
礼
与
政
之
所
以
行
也

34
凡
事
豫
則
立
、
不
豫
則
廢
。
言
前
定
則
不

、
事
前
定
則
不
困
。
行
前
定
則
不
疚
、

道
前
定
則
不
窮
。
在
下
位
不
獲
乎
上
、
民
不
可
得
而
治
矣
。
獲
乎
上
有
道
。
不
信

乎
朋
友
、
不
獲
乎
上
矣
。
信
乎
朋
友
有
道
。
不
順
乎
親
、
不
信
乎
朋
友
矣
。
順
乎

親
有
道
、
反
諸
身
不
誠
、
不
順
乎
親
矣
。
誠
身
有
道
。
不
明
乎
善
、
不
誠
乎
身
矣
。

35
誠
者
天
之
道
也
、
誠
之
者
人
之
道
也
。
誠
者
不
勉
而
中
、
不
思
而
得
、
從
容
中
道
。

聖
人
也
。
誠
之
者
、
擇
善
而
固
執
之
者
也
。

36
博
學
之
、
審
問
之
、
慎
思
之
、
明
辨
之
、
篤
行
之
。
有
弗
學
學
之
、
弗
能
弗
措
也
。

有
弗
問
、
問
之
弗
知
弗
措
也
。
有
弗
思
思
之
、
弗
得
弗
措
也
。
有
弗
辨
、
辨
之
弗

明
弗
措
也
。
有
弗
行
行
之
、弗
篤
弗
措
也
。
人
一
能
之
己
百
之
。
人
十
能
之
己
千
之
。

果
能
此
道
矣
、
雖
愚
必
明
、
雖
柔
必
強
。

37
自
誠
明
、
謂
之
性
。
自
明
誠
、
謂
之
教
。
誠
則
明
矣
。
明
則
誠
矣
。

38
唯
天
下
至
誠
、
為
能
盡
其
性
。
能
盡
其
性
、
則
能
盡
人
之
性
。
能
盡
人
之
性
、
則

能
盡
物
之
性
。
能
盡
物
之
性
、
則
可
以
贊
天
地
之
化
育
。
可
以
贊
天
地
之
化
育
、

則
可
以
與
天
地
參
矣
。

39
其
次
致
曲
、曲
能
有
誠
、誠
則
形
、形
則
著
、著
則
明
、明
則
動
、動
則
變
、變
則
化
。

唯
天
下
至
誠
為
能
化
。

40
至
誠
之
道
、
可
以
前
知
。
國
家
將
興
、
必
有
禎
祥
。
國
家
將
亡
、
必
有
妖
坥
。
見

乎
蓍
龜
、
動
乎
四
體
。
禍
福
將
至
、
善
、
必
先
知
之
。
不
善
、
必
先
知
之
。
故
至

誠
如
神
。

41
誠
者
自
成
也
。
而
道
自
道
也
。
誠
者
物
之
終
始
、不
誠
無
物
。
是
故
君
子
誠
之
為
貴
。

42
誠
者
非
自
成
己
而
已
也
。
所
以
成
物
也
。
成
己
仁
也
。
成
物
知
也
。
性
之
德
也
、

合
外
內
之
道
也
。
故
時
措
之
宜
也
。

43
故
至
誠
無
息
。

44
不
息
則
久
、
久
則
徵
、
徵
則
悠
遠
、
悠
遠
則
博
厚
、
博
厚
則
高
明
。
博
厚
所
以
載

物
也
。
高
明
所
以
覆
物
也
。
悠
久
所
以
成
物
也
。
博
厚
配
地
、
高
明
配
天
、
悠
久

無
疆
。
如
此
者
、
不
見
而
章
、
不
動
而
變
、
無
為
而
成
。

45
天
地
之
道
、
可
一
言
而
盡
也
。
其
為
物
不
貳
、
則
其
生
物
不
測
。

46
天
地
之
道
、
博
也
、
厚
也
、
高
也
、
明
也
、
悠
也
、
久
也
。
今
夫
天
、
斯
昭
昭
之
多
、

及
其
無
窮
也
、日
月
星
辰
繫
焉
、萬
物
覆
焉
。
今
夫
地
、一
撮
土
之
多
。
及
其
廣
厚
、

載
華
嶽
而
不
重
、振
河
海
而
不
洩
、萬
物
載
焉
。今
夫
山
、一
卷
石
之
多
。及
其
廣
大
、

草
木
生
之
、
禽
獸
居
之
、
寶
藏
興
焉
。
今
夫
水
、
一
勺
之
多
。
及
其
不
測
、
黿
鼉
・

蛟
龍
・
魚
凉
生
焉
、
貨
財
殖
焉
。
詩
云
、
維
天
之
命
、
於
穆
不
已
。
蓋
曰
天
之
所

以
為
天
也
。於
乎
不
顯
。文
王
之
德
之
純
。蓋
曰
文
王
之
所
以
為
文
也
。純
亦
不
已
。

　

七
．
論
脩
道
之
事
以
見
政
由
礼
而

47
大
哉
聖
人
之
道
。
洋
洋
乎
。
發
育
萬
物
、
峻
極
于
天
。
優
優
大
哉
。
禮
儀
三
百
、

威
儀
三
千
。
待
其
人
而
後
行
。

48
故
曰
苟
不
至
德
、
至
道
不
凝
焉
。

49
故
君
子
尊
德
性
而
道
問
學
、致
廣
大
而
盡
精
微
、極
高
明
而
道
中
庸
。
溫
故
而
知
新
、

敦
厚
以
崇
禮
。

50
是
故
居
上
不
驕
、為
下
不
倍
。
國
有
道
其
言
足
以
興
、國
無
道
其
默
足
以
容
。
詩
曰
、

既
明
且
哲
、
以
保
其
身
。
其
此
之
謂
與
。

51
子
曰
、
愚
而
好
自
用
、
賤
而
好
自
專
、
生
乎
今
之
世
、
反
古
之
道
。
如
此
者
、
穣

及
其
身
者
也
。

　（３）
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一
．
論
道
之
大
義

１
天
命
之
謂
性
、
率
性
之
謂
道
、
脩
道
之
謂
教
。

２
道
也
者
、
不
可
須
臾
離
也
。
可
離
非
道
也
。

３
是
故
君
子
、
戒
慎
乎
其
所
不
睹
、
恐
懼
乎
其
所
不
聞
。
莫
見
乎
隱
、
莫
顯
乎
微
。

故
君
子
慎
其
獨
也
。

４
喜
怒
哀
樂
之
未
發
、
謂
之
中
。
發
而
皆
中
節
、
謂
之
和
。
中
也
者
天
下
之
大
本
也
。

和
也
者
天
下
之
達
道
也
。
致
中
和
、
天
地
位
焉
、
萬
物
育
焉
。

　

二
．
論
中
庸
之
義

５

仲
尼
曰
、
君
子
中
庸
、
小
人
反
中
庸
。
君
子
之
中
庸
也
、
君
子
而
時
中
。
小
人
之

反
中
庸
也
、
小
人
而
無
忌
憚
也
。

６
子
曰
、
中
庸
其
至
矣
乎
。
民
鮮
能
久
矣
。
子
曰
、
道
之
不
行
也
、
我
知
之
矣
。
知

者
過
之
、愚
者
不
及
也
。
道
之
不
明
也
、我
知
之
矣
。
賢
者
過
之
、不
肖
者
不
及
也
。

人
莫
不
飲
食
也
、
鮮
能
知
味
也
。
子
曰
、
道
其
不
行
矣
夫
。

７

子
曰
、
舜
其
大
知
也
與
。
舜
好
問
而
好
察
迩
言
、
隱
悪
而
揚
善
。
執
其
両
端
、
用

其
中
於
民
。
其
斯
以
為
舜
乎
。

８
子
曰
、人
皆
曰
予
知
。
驅
而
納
諸
罟

陷

之
中
、而
莫
之
知
辟
也
。
人
皆
曰
予
知
。

擇
乎
中
庸
而
、
不
能
期
月
守
也
。

９
子
曰
、
回
之
為
人
也
、
擇
乎
中
庸
、
得
一
善
、
則
拳
拳
服
膺
、
而
弗
失
之
矣
。

10
子
曰
、
天
下
國
家
可
均
也
。
爵
禄
可
辞
也
。
白
刃
可
蹈
也
。
中
庸
不
可
能
也
。

11
子
路
問
強
。
子
曰
、
南
方
之
強
與
。
北
方
之
強
與
。
抑
而
強
與
。
寬
柔
以
教
、
不

報
無
道
、
南
方
之
強
也
。
君
子
居
之
。
衽
金
革
、
死
而
不
厭
、
北
方
之
強
也
。
而

強
者
居
之
。
故
君
子
和
而
不
流
、
強
哉
矯
。
中
立
而
不
倚
、
強
哉
矯
。
國
有
道
不

變
塞
焉
、
強
哉
矯
。
國
無
道
至
死
不
變
、
強
哉
矯
。

12
子
曰
、
素
隱
行
怪
、
後
世
有
述
焉
。
吾
弗
為
之
矣
。
君
子
遵
道
而
行
、
半
塗
而
廢
。

吾
弗
能
已
矣
。
君
子
依
乎
中
庸
、
遯
世
不
見
知
而
不
悔
。
唯
聖
者
能
之
。

　

三
．
論
道
之
両
端
以
明
択
中
之
方

13
君
子
之
道
、
費
而
隱
。

14
夫
婦
之
愚
、
可
以
與
知
焉
。
及
其
至
也
、
雖
聖
人
亦
有
所
不
知
焉
。
夫
婦
之
不
肖
、

可
以
能
行
焉
。
及
其
至
也
、雖
聖
人
亦
有
所
不
能
焉
。
天
地
之
大
也
、人
猶
有
所
憾
。

故
君
子
語
大
、
天
下
莫
能
載
焉
。
語
小
天
下
莫
能
破
焉
。

15
詩
云
、
鳶
飛
戾
天
、
魚
躍
于
淵
。
言
其
上
下
察
也
。
君
子
之
道
、
造
端
乎
夫
婦
。

及
其
至
也
、
察
乎
天
地
。

　

四
．
論
礼
之
所
由
起

16
子
曰
、
道
不
遠
人
。
人
之
為
道
而
遠
人
、
不
可
以
為
道
。
詩
云
、
伐
柯
伐
柯
、
其

則
不
遠
。
執
柯
以
伐
柯
、
睨
而
視
之
、
猶
以
為
遠
。
故
君
子
以
人
治
人
、
改
而
止
。

忠
恕
違
道
不
遠
。
施
諸
己
而
不
願
、
亦
勿
施
於
人
。

17
君
子
之
道
四
。
丘
未
能
一
焉
。
所
求
乎
子
以
事
父
、
未
能
也
。
所
求
乎
臣
以
事
君
、

未
能
也
。
所
求
乎
弟
以
事
兄
、
未
能
也
。
所
求
乎
朋
友
先
施
之
、
未
能
也
。
庸
德

之
行
、
庸
言
之
謹
、
有
所
不
足
、
不
敢
不
勉
、
有
餘
不
敢
盡
。
言
顧
行
、
行
顧
言
。

君
子
胡
不
慥
慥
爾
。

18
君
子
素
其
位
而
行
、
不
願
乎
其
外
。

19
素
富
貴
、
行
乎
富
貴
、
素
貧
賤
、
行
乎
貧
賤
、
素
夷
狄
、
行
乎
夷
狄
、
素
患
難
、

行
乎
患
難
。
君
子
無
入
而
不
自
得
焉
。
在
上
位
不
陵
下
。
在
下
位
不
援
上
。
正
己

而
不
求
於
人
則
無
怨
。
上
不
怨
天
、
下
不
尤
人
。
故
君
子
居
易
以
俟
命
。
小
人
行

險
以
徼
幸
。
子
曰
、
射
有
似
乎
君
子
。
失
諸
正
鵠
、
反
求
諸
其
身
。

20
君
子
之
道
、辟
如
行
遠
必
自
邇
、辟
如
登
高
必
自
卑
。
詩
曰
、妻
子
好
合
、如
鼓
瑟
琴
。

兄
弟
既
翕
、
和
樂
且
耽
。
宜
爾
室
家
、
樂
爾
妻
帑
。
子
曰
、
父
母
其
順
矣
乎
。

21
子
曰
、鬼
神
之
為
德
、其
盛
矣
乎
。
視
之
而
弗
見
。
聽
之
而
弗
聞
。
體
物
而
不
可
遺
。

使
天
下
之
人
、齊
明
盛
服
、以
承
祭
祀
、洋
洋
乎
、如
在
其
上
、如
在
其
左
右
。
詩
曰
、

神
之
格
思
、
不
可
度
思
。
矧
可
射
思
。
夫
微
之
顯
、
誠
之
不
可
。
如
此
夫
。

22
子
曰
、
舜
其
大
孝
也
與
。
德
為
聖
人
、
尊
為
天
子
、
富
有
四
海
之
、
宗
廟
饗
之
、

子
孫
保
之
。

23
故
大
德
必
得
其
位
、
必
得
其
祿
、
必
得
其
名
、
必
得
其
壽
。
故
天
之
生
物
、
必
因

其
材
而
篤
焉
。
故
栽
者
培
之
、
傾
者
覆
之
。
詩
曰
、
嘉
樂
、
君
子
、
憲
憲
令
德
、

宜
民
宜
人
、
受
祿
于
天
、
保
佑
命
之
、
自
天
申
之
。
故
大
德
者
必
受
命
。
子
曰
、

無
憂
者
其
惟
文
王
乎
。
以
王
季
為
父
、
以
武
王
為
子
。
父
作
之
、
子
述
之
。
武
王

纘
大
王
・
王
季
・
文
王
之
緒
、
壹
戎
衣
而
有
天
下
。
身
不
失
天
下
之
顯
名
。
尊
為

天
子
、
富
有
四
海
之
內
。
宗
廟
饗
之
、
子
孫
保
之
。

24
武
王
、
末
受
命
、
周
公
、
成
文
武
之
德
、
追
王
大
王
・
王
季
、
上
祀
先
公
以
天
子

之
禮
。
斯
禮
也
、
達
乎
諸
侯
大
夫
、
及
士
庶
人
。
父
為
大
夫
、
子
為
士
、
葬
以
大

夫
、
祭
以
士
。
父
為
士
、
子
為
大
夫
、
葬
以
士
、
祭
以
大
夫
。
期
之
喪
達
乎
大
夫
、

三
年
之
喪
達
乎
天
子
。
父
母
之
喪
無
貴
賤
一
也
。

25
子
曰
、
武
王
・
周
公
、
其
達
孝
矣
乎
。
夫
孝
者
、
善
繼
人
之
志
、
善
述
人
之
事
者
也
。

春
秋
脩
其
祖
廟
、
陳
其
宗
器
、
設
其
裳
衣
、
薦
其
時
食
。
宗
廟
之
禮
、
所
以
序
昭

穆
也
。
序
爵
、
所
以
辨
貴
賤
也
。
序
事
、
所
以
辨
賢
也
。
旅
酬
下
為
上
、
所
以
逮

賤
也
。
燕
毛
、
所
以
序
齒
也
。
踐
其
位
、
行
其
禮
、
奏
其
樂
、
敬
其
所
尊
、
愛
其

所
親
、
事
死
如
事
生
、
事
亡
如
事
存
、
孝
之
至
也
。
郊
社
之
禮
、
所
以
事
上
帝
也
。

宗
廟
之
禮
、
所
以
祀
乎
其
先
也
。
明
乎
郊
社
之
禮
・
禘
嘗
之
義
、
治
國
其
如
示
諸

掌
乎
。

　（２）
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凡
例

一
．
本
訳
注
は
、
茨
城
県
歴
史
博
物
館
所
蔵
の
會
澤
家
『
中
庸
釋
義
』
を
底
本
に
し
た
。

以
下
會
澤
家
本
と
呼
ぶ
。

一
．
會
澤
家
本
は
写
本
で
あ
り
、【
原
文
】の
漢
字
は
基
本
的
に
底
本
に
従
っ
た
。し
か
し
、

俗
字
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
正
字
体
に
改
め
た
。
な
お
、
底
本
に
は

字
体
の
ゆ
れ
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
。

一
．
茨
城
県
歴
史
博
物
館
に
は
、
そ
の
他
に
も
熱
田
家
所
蔵
の
『
中
庸
釋
義
』
が
収
蔵
さ

れ
て
い
る
。
以
下
熱
田
家
本
と
呼
ぶ
。
熱
田
家
本
に
は
、
返
り
点
が
附
さ
れ
て
お
り
、【
訓

読
文
】
は
そ
れ
を
参
考
に
し
た
。
ま
た
、會
澤
家
本
と
校
訂
を
し
、異
文
に
つ
い
て
は
【
校

注
】
に
記
し
た
。

一
．
會
澤
家
本
に
は
、
會
澤
正
志
齋
本
人
の
修
正
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
り
、
明
ら
か
な

訂
正
箇
所
は
そ
れ
に
従
っ
た
。

一
．【
原
文
】
中
の
句
読
点
は
、會
澤
家
本
に
附
さ
れ
た
点
を
参
考
に
し
て
訳
注
者
が
ふ
っ

た
。

一
．【
訓
読
文
】
中
の
句
読
点
は
概
ね
【
原
文
】
の
句
読
点
に
従
っ
た
が
、
漢
文
と
訓
読

文
の
調
子
を
考
慮
し
て
、【
訓
読
文
】
中
に
「
、」
を
追
加
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、

並
立
に
は
「･

」
を
加
え
て
い
る
。

一
．【
訓
読
文
】
の
漢
字
表
記
は
【
原
文
】
に
従
い
、【
訳
注
】【
現
代
語
訳
】
は
常
用
漢

字
を
用
い
た
。

一
．【
訓
読
文
】【
現
代
語
訳
】
の
《
釈
義
》
中
の
〈
〉
は
『
中
庸
』
の
語
句
で
あ
り
、
そ

の
他
の
書
物
か
ら
の
引
用
は
「
」
で
示
し
て
い
る
。

一
．『
中
庸
釋
義
』
は
『
中
庸
』
お
よ
び
そ
の
周
辺
知
識
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
ま
ま
訳
し
て
も
、
意
味
が
通
じ
に
く
い
。
そ
こ
で
、
か

な
り
の
語
句
を
補
っ
て
【
現
代
語
訳
】
を
作
成
し
た
。【
訓
読
文
】
を
直
訳
と
み
な
し
た

た
め
、
補
っ
た
語
句
に
（
）
な
ど
は
付
し
て
い
な
い
。【
原
文
】【
訓
読
文
】【
訳
注
】
を

あ
わ
せ
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
経
文
の
訳
に
つ
い
て
は
、
會
澤
の
解
釈
が
あ
る
点
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
に
従
い
、
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
は
、『
中
庸
集
註
』
に
従
っ
た
。

そ
れ
に
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
正
義
に
従
っ
た
。

一
．【
原
文
】【
訓
読
文
】【
現
代
語
訳
】
中
の
《
釈
義
》
は
、
訳
注
者
が
挿
入
し
た
。

一
．
原
文
で
朱
書
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
イ
タ
リ
ッ
ク
で
示
し
た
。

一
．
會
澤
は
『
中
庸
釋
義
』
を
九
章
、
大
断
十
五
、
小
断
（
小
断
は
以
下
は
節
と
す
る
。）

六
十
三
に
分
け
て
い
る
。
そ
れ
を
以
下
の
表
に
ま
と
め
た
。
九
つ
の
章
は
太
線
で
示
し
、

章
内
で
の
大
断
の
箇
所
は
細
線
で
示
し
、
節
は
点
線
で
示
し
た
。
な
お
、
章
に
つ
い
て
は
、

便
宜
的
に
漢
数
字
を
施
し
、
章
の
最
初
に
示
し
た
。
節
に
つ
い
て
は
算
用
数
字
で
示
し
て

い
る
。

一
．『
中
庸
釋
義
』
に
お
け
る
『
中
庸
』
か
ら
の
引
用
は
、
明
確
に
そ
の
節
を
示
し
て
い

る
場
合
に
は
【
訓
読
文
】
中
に
節
の
数
字
で
示
し
た
。
な
お
、
頻
出
す
る
語
句
に
つ
い
て

は
示
さ
ず
、
散
見
さ
れ
る
語
句
に
つ
い
て
は
よ
り
明
確
な
も
の
を
示
し
、
必
要
な
場
合
は

二
つ
ま
で
示
し
た
。
節
に
二
度
以
上
で
て
く
る
場
合
は
、
お
お
む
ね
一
度
の
み
示
し
た
。

會
澤
正
志
齋
『
中
庸
釋
義
』
訳
注
稿
（
一
）
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